
「第2期高松市子ども・子育て支援推進計画」に基づく取組事業進捗状況調査結果の概要

１　調査目的

２　評価方法

（１）取組事業（２９７事業　再掲含む。）

　　　 施策体系ごとに、各担当課において、以下のとおり事業の評価を実施した。

　　　　

（２）数値目標設定事業（４０事業）

　　　　

（３）法定事業

　　　実際の需要量と確保量を比較し、市民のニーズを満たせていない事業を把握した。

３　調査結果

　　(１) 取組事業　資料１－２のとおり

　　　　令和４年度の全事業の平均点は4.3点で令和３年度より0.2点増加した。前年度より評価が大きく下回った事業は特になかった。

　　　【前年度より評価が上回った主な取組事業とその要因】

　

　　(２) 数値目標設定事業  資料１－３のとおり

　

　　(３) 法定事業  資料１－４、１－５のとおり

　

４　推進状況調査結果の分析と今後の方向性

　

1点…抜本的な見直しが必要である

　計画の継続的なＰＤＣＡサイクルを通じて、事業の実効性を上げるため、毎年、推進状況調査を実施し、その状況に関して、高松市子ども・子育て支援会議委員等から意見をいただき、計画を推進してい

る。

5点…設定した目標が達成されている等、十分成果が上がっている

4点…成果が上がっているが、更なる取組による成果向上の余地がある

3点…一定の成果が上がっているが課題もあり、更なる改善が必要である

2点…成果が十分に上がっておらず、更なる改善が必要である

　達成度AとBで、全体の７０％を占めている。令和３年度の全体に占める達成度AとBの割合は５５％であり、比較すると１５％高くなった。達成度がD又はEになっている事業の多くは、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、体験や見学などの参加型事業などを中止又は縮小したものや見直しにより廃止となった事業である。

【地域子ども・子育て支援事業】（資料１－５）

　「３　放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）」では、放課後児童支援員等の人材不足等により受け皿の確保が難しくなっており、令和５年５月１日時点で８２人の待機児童が発生している。

　「５　乳児家庭全戸訪問事業」では、４月から３月までの１年間の出生数2,853人に対し、連絡が取れなかったなどの理由により、令和４年度は91人について訪問できなかった。

　「９　病児・病後児保育事業」の病児対応型では、感染症の流行等により、一時的に施設の定員を上回る利用希望があったため、令和４年度に104人の不足が生じた。

　令和4年3月にまん延防止等重点措置が終了し、多くの事業がコロナ前の実施状況に戻りつつある。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響がなくなったわけではなく、一定の事業には影響を残した

ままとなった。

　数値目標を定めている事業については、昨年度の中間見直しにより見直した目標値に向けて、引き続き計画的に推進する必要がある。

　また、これまで、コロナ禍において事業の中止や縮小をしなければならない場合もあったが、令和５年度は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に引き下げられたことに伴い、多

くの事業が制限なく実施できるようになり、活発になると思われる。今後は、事業のさらなる効果的・効率的な推進が求められている。

A …達成率100%以上

B …達成率80%以上100%未満

C …達成率50%以上80%未満

D …達成率1％以上49％未満

E …達成率0％又は事業廃止などの評価不能

　No.11「多胎妊産婦支援事業」は、事業開始から１年以上が経過し、事業が市民に浸透してきたことにより、利用件数が令和３年度　86件から令和４年度は117件に増加し、評価が令和３年度に比べ2

点上がった。

　No.246「放課後児童クラブ事業」では、令和４年度に民間５教室、公立１教室を開室したことにより、待機児童が161人から82人に減少し、評価が令和３年度に比べ３点上がった。

資料１－１



５点 ４点 ３点 ２点 １点 評価不能

「子どもの成長」への支援 188 99 69 10 2 2 6 4.4 4.2

「子育て家庭」への支援 69 39 20 5 1 0 4 4.4 4.3

「子どもの成長・子育て家
庭」を支える環境づくり 40 8 20 6 5 0 1 3.7 3.6

合計 297 146 109 21 8 2 11 4.3 4.1

※評価点

５点 設定した目標が達成されている等、十分成果が上がっている

４点 成果が上がっているが、更なる取組による成果向上の余地がある

３点 一定の成果が上がっているが課題もあり、更なる改善が必要である

２点 成果が十分に上がっておらず、更なる改善が必要である

１点 抜本的な見直しが必要である

「第２期高松市子ども・子育て支援推進計画」に基づく取組事業推進状況一覧表

施策の基本方向 事業数

評価点別事業数

R4平均評価点 R3平均評価点

資料１－２－①



第２期 高松市子ども・子育て支援推進計画に基づく取組事業推進状況調査表

令和５年度

事業内容（計画） 評価
ｺﾛﾅ
影響

実績と成果

評価点が１点～３点の場合、
課題と今後の取組方針

事業内容（計画）

1 1 1 1
子育て世代包括支援センター
事業

子育て期にある若い世代が安心して妊娠、出産、
子育てができる環境の実現に向け、妊娠期から子
育て期にわたる様々なニーズに対応するため、母
子保健コーディネーターを配置し、総合的相談支
援を提供するワンストップ拠点（子育て世代包括
支援センター）を設置し、妊娠・出産・子育ての
切れ目ない支援に取り組みます。

国・県補助

母子保健コーディネーター配置：9名
①妊娠届出の面接を保健師等の専門職が行う。
②届出時のアンケート結果による妊婦のリスクの
点数化と個別支援を行う。
③保健師が母子の健康状態を把握し、適時の支援
を行う。
④子育て世代包括支援センターについて関係機関
と市民へ周知するとともに、支援に必要な情報収
集を行う。
⑤「子育て世代包括支援ネットワーク会議」の開
催（全体会２回、エリア会４回）

4 ○

母子保健コーディネーター配置：9名
①妊娠届出の面接を保健師等の専門職が行った。
（100％）
②届出時のアンケート結果による妊婦のリスクの
点数化と個別支援を行った。
（要支援妊婦703人、うち支援につながった割合
78.2％）
③保健師が母子の健康状態を把握し、適時の支援
を行った。
（母子相談件数22,065件、コーディネート件数
8,707件）
④子育て世代包括支援センターについて関係機関
と市民へ周知するとともに、支援に必要な情報収
集を行った。
⑤「子育て世代包括支援ネットワーク会議」の開
催（全体会２回、エリア会４回）

母子保健コーディネーター配置：9名
①妊娠届出の面接を保健師等の専門職が行う。
②届出時のアンケート結果による妊婦のリスクの
点数化と個別支援を行う。
③保健師が母子の健康状態を把握し、適時の支援
を行う。
④子育て世代包括支援センターについて関係機関
と市民へ周知するとともに、支援に必要な情報収
集を行う。
⑤「子育て世代包括支援ネットワーク会議」の開
催（全体会２回、エリア会４回）

健康づくり推進課

2 1 1 1 妊婦一般健康診査事業

疾病及び異常を早期発見するとともに、疾病の予
防や支援を行うことにより、健康の保持増進を図
るため、妊娠期の各段階に応じた健康診査を実施
します。

市単独

疾病及び異常を早期発見するとともに、疾病の予
防や支援を行うことにより、健康の保持増進を図
るため、妊娠期の各段階に応じた健康診査を実施
します。
妊婦一般健康診査（実人員）3,028人
健診回数　36,336回

4 ○

疾病及び異常を早期発見するとともに、疾病の予
防や支援を行うことにより、健康の保持増進を図
るため、妊娠期の各段階に応じた健康診査を実施
した。
妊婦一般健康診査（実人員）2,820人
健診回数　34,388回

疾病及び異常を早期発見するとともに、疾病の予
防や支援を行うことにより、健康の保持増進を図
るため、妊娠期の各段階に応じた健康診査を実施
する。
妊婦一般健康診査（実人員）3,120人
健診回数　37,440回

健康づくり推進課

3 1 1 1 妊婦歯科健康診査事業
妊婦の歯科健診を行うことにより、妊婦の口腔保
健の増進を図ります。

市単独

妊婦の歯科健診を行うことにより、妊婦の口腔保
健の増進を図る。（高松市内の歯科医療機関で、
妊娠期間中に１回実施）
妊婦歯科健康診査受診者　1,658人

4 ○

妊婦の歯科健診を行うことにより、妊婦の口腔保
健の増進を図った。（高松市内の歯科医療機関
で、妊娠期間中に１回実施）
妊婦歯科健康診査受診者　1,575人

妊産婦の歯科健診を行うことにより、妊産婦の口
腔保健の増進を図る。（高松市内の歯科医療機関
で、妊娠期間中または産後１年以内に１回実施）
妊婦歯科健康診査受診者　1,772人

健康づくり推進課

4 1 1 1
妊産婦訪問指導・新生児訪問
指導（こんにちは赤ちゃん事
業）

妊婦・産婦及び新生児期に家庭訪問指導を行うこ
とにより、疾病を早期に発見し、早期治療等に結
びつけます。また、妊娠・出産・育児に対する不
安の解消及び、妊娠・産褥期・乳児期の健康の保
持増進や育児支援を図ります。

国・県補助

生後４か月までの乳児のいる家庭を助産師や保健
師が訪問し、子育て支援に関する情報提供や母子
の養育環境等の把握や助言、育児指導を行う。
新生児訪問指導　3,028人

4 ○

生後４か月までの乳児のいる家庭を助産師や保健
師が訪問し、子育て支援に関する情報提供や母子
の養育環境等の把握や助言、育児指導を行った。
新生児訪問指導　2,762人

生後４か月までの乳児のいる家庭を助産師や保健
師が訪問し、子育て支援に関する情報提供や母子
の養育環境等の把握や助言、育児指導を行う。
新生児訪問指導　3,200人

健康づくり推進課

5 1 1 1 産後ケア事業

出産後の産婦とその乳児を対象に、市内助産所に
おいて母乳管理や保健指導を行います。（令和４
年度より、利用対象期間を産後満４か月以内から
１年以内に拡充）

国補助

産後１年までの産婦とその乳児を対象に市内助産
所にて母乳管理や赤ちゃんのお世話など必要な保
健指導（宿泊型・通所型）を行う。
宿泊型66件、通所型39件

助産所への委託料　4,290千円
需用費　　　　　　　  8千円
役務費　　　　　　　 17千円

4 ○

産後１年までの産婦とその乳児を対象に市内助産
所にて母乳管理や赤ちゃんのお世話など必要な保
健指導（宿泊型・通所型）を行った。
宿泊型53件、通所型146件

助産所への委託料　4,055千円
　需用費　　　　　　　9千円
　役務費　　　　　　 16千円

産後１年までの産婦とその乳児を対象に市内助産
所等にて母乳管理や赤ちゃんのお世話など必要な
保健指導（宿泊型・通所型）を行う。
宿泊型170件、通所型138件

助産所への委託料　3,725千円
　需用費　　　　　　　9千円
　役務費　　　　　　 20千円

健康づくり推進課

6 1 1 1 産婦健康診査

産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るた
め、産後２週間、産後１か月など出産後間もない
時期の産婦に対する健康診査（母体の身体的機能
の回復、授乳状況及び精神状態の把握等）を実施
することにより、産後の初期段階における母子に
対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわた
る切れ目のない支援体制を整備します。

国補助
妊娠届出時に産婦健康診査受診票を交付。産後２
週間、産後１か月に産科医療機関で実施する。
受診票使用率　90％

4 ○
妊娠届出時に産婦健康診査受診票を交付。産後２
週間、産後１か月に産科医療機関で実施した。
受診票使用率　87.3％

妊娠届出時に産婦健康診査受診票を交付。産後２
週間、産後１か月に産科医療機関で実施する。
受診票使用率　90％

健康づくり推進課

7 1 1 1 乳児一般健康診査事業

疾病及び異常を早期発見するとともに、疾病の予
防や支援を行うことにより、健康の保持増進を図
るため、乳児期（１歳未満）に健康診査（２回）
を実施します。

市単独

疾病及び異常を早期発見するとともに、疾病の予
防や支援を行うことにより、健康の保持増進を図
るため、乳児期（1 歳未満）に健康診査（2 回）
を実施する。
乳児一般健康診査受診者　5,710人

4 ○

疾病及び異常を早期発見するとともに、疾病の予
防や支援を行うことにより、健康の保持増進を図
るため、乳児期（1 歳未満）に健康診査（2 回）
を実施した。
乳児一般健康診査受診者　5,456人

疾病及び異常を早期発見するとともに、疾病の予
防や支援を行うことにより、健康の保持増進を図
るため、乳児期（1 歳未満）に健康診査（2 回）
を実施する。
乳児一般健康診査受診者　5,693人

健康づくり推進課

8 1 1 1 １歳６か月児健康診査事業
疾病及び異常の早期発見、また、疾病の予防や育
児指導等を行い、健康の保持増進を図ります。

市単独

疾病及び異常の早期発見、また、疾病の予防や育
児指導等を行い、健康の保持増進を図る。なお、
感染予防策として、引き続き個別健診で実施す
る。
対象者数　3,090人

4 ○

疾病及び異常の早期発見、また、疾病の予防や育
児指導等を行い、健康の保持増進を図った。な
お、感染予防策として、引き続き個別健診で実施
した。
受診者数　2,990人（幼児健診）
　　　　　2,569人（歯科健診）

疾病及び異常の早期発見、また、疾病の予防や育
児指導等を行い、健康の保持増進を図る。
実施回数　60回
対象者数　2,934人

健康づくり推進課

9 1 1 1 ３歳児健康診査事業
身体発育及び精神発達の面から重要な時期である
３歳児に対し、医師等による健診を行い、障がい
の早期発見及び早期療育を図ります。

市単独

身体発育及び精神発達の面から重要な時期である
３歳児に対し、医師等による健診を行い、障がい
の早期発見及び早期療養を図る。なお、引き続き
回数を増やして実施する。
実施回数　87回対象者数　3,150人

4 ○

身体発育及び精神発達の面から重要な時期である
３歳児に対し、医師等による健診を行い、障がい
の早期発見及び早期療養を図った。なお、引き続
き回数を増やして実施した。
実施回数　86回
受診者数　3,076人

身体発育及び精神発達の面から重要な時期である
３歳児に対し、医師等による健診を行い、障がい
の早期発見及び早期療養を図る。
実施回数　64回
対象者数　3,214人

健康づくり推進課

10 1 1 1
さくらんぼ教室
（マタニティ編）
（子育て編）

多胎妊婦及び多胎育児中の家庭を対象に、多胎育
児支援ＤＶＤの視聴や、多胎育児経験者との情報
交換等により、多胎育児等についての知識や交流
の場を提供します。

市単独

多胎妊婦や多胎育児中の保護者に対して、妊娠・
出産・子育てに関する情報提供や参加者同士の交
流を通して、不安軽減を図る。
マタニティ編・子育て編　各３回

5 ○

多胎妊婦や多胎育児中の保護者に対して、妊娠・
出産・子育てに関する情報提供や参加者同士の交
流を通して、不安軽減を図った。
マタニティ編２回、子育て編４回

多胎妊婦や多胎育児中の保護者に対して、妊娠・
出産・子育てに関する情報提供や参加者同士の交
流を通して、不安軽減を図る。
マタニティ編・子育て編　各４回

健康づくり推進課

令和４年度

担当課
（令和４年度）

通し
番号

施策の体系 事業名 事業概要 事業種類

資料１－２－②
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令和５年度
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11 1 1 1 多胎妊産婦支援事業

多胎妊産婦の負担感や孤立感の軽減を図るため、
多胎妊婦や多胎家庭のもとへ育児サポーターを派
遣し、外出時の補助や日常の育児・家事に関する
介助を行います。

国補助

多胎妊婦や多胎家庭のもとへ育児サポーターを派
遣し、外出時の補助や日常の育児・家事に関する
介助を行い、多胎妊産婦の負担感や孤立感の軽減
を図る。
利用件数　100件

5 ○

多胎妊婦や多胎家庭のもとへ育児サポーターを派
遣し、外出時の補助や日常の育児・家事に関する
介助を行い、多胎妊産婦の負担感や孤立感の軽減
を図る。
利用件数　117件

多胎妊婦や多胎家庭のもとへ育児サポーターを派
遣し、外出時の補助や日常の育児・家事に関する
介助を行い、多胎妊産婦の負担感や孤立感の軽減
を図る。
利用件数　120件

健康づくり推進課

12 1 1 1 予防接種事業

予防接種法による予防接種
四種混合(三種混合、不活化ポリオ）、二種混
合、麻しん、風しん、日本脳炎、ＢＣＧ、ヒブ、
小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ロタウイルス、水痘
及び子宮頸がん予防ワクチンの接種
風しん抗体検査結果後風しん予防接種
妊娠を希望する女性とその配偶者で風しん抗体検
査後、免疫が不十分である者へ麻しん風しんワク
チン接種費用の一部を補助します。

市単独

予防接種事業 ・予防接種法による予防接種四種
混合(三種混合、不活化ポリオ）、二種混合、麻
しん、風しん、日本脳炎、ＢＣＧ、ヒブ、小児用
肺炎球菌、Ｂ型肝炎、水痘、ロタウイルスワクチ
ン及び子宮頸がん予防ワクチンの接種 また、子
宮頸がん予防ワクチンについてはキャッチアップ
接種を実施する（～R7.3）
・風しん抗体検査結果後風しん予防接種妊娠を希
望する女性とその配偶者等で風しん抗体検査後、
免疫が不十分である者へ麻しん風しんワクチン接
種費用の一部を補助する。
・小学校就学前の児を対象に、三種混合ワクチン
又はおたふくかぜワクチンの任意予防接種助成事
業を実施する。
・骨髄移植等の医療行為により定期予防接種で獲
得した免疫が消失または低下した20歳未満の者を
対象に、再接種に対する助成事業を実施する。

5

予防接種事業
・予防接種法による予防接種
四種混合(三種混合、不活化ポリオ）、二種混
合、麻しん、風しん、日本脳炎、ＢＣＧ、ヒブ、
小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、水痘、ロタウイルス
ワクチン及び子宮頸がん予防ワクチンの接種、ま
た、子宮頸がん予防ワクチンについてはキャッチ
アップ接種を実施した。
・風しん抗体検査結果後風しん予防接種
妊娠を希望する女性とその配偶者等で風しん抗体
検査後、免疫が不十分である者へ麻しん風しんワ
クチン接種費用の一部を補助した。
・小学校就学前の児童を対象に、三種混合ワクチ
ン又はおたふくかぜワクチンの任意予防接種助成
事業を実施した。
・骨髄移植等の医療行為により定期予防接種で獲
得した免疫が消失または低下した20歳未満の者を
対象に、再接種に対する助成事業を実施した。

予防接種事業
・予防接種法による予防接種
四種混合(三種混合、不活化ポリオ）、二種混
合、麻しん、風しん、日本脳炎、ＢＣＧ、ヒブ、
小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、水痘、ロタウイルス
ワクチン及び子宮頸がん予防ワクチンの接種、ま
た、子宮頸がん予防ワクチンについてはキャッチ
アップ接種を実施する（～R7.3）
・風しん抗体検査結果後風しん予防接種
妊娠を希望する女性とその配偶者等で風しん抗体
検査後、免疫が不十分である者へ麻しん風しんワ
クチン接種費用の一部を補助する。
・小学校就学前の児童を対象に、三種混合ワクチ
ン又はおたふくかぜワクチンの任意予防接種助成
事業を実施する。
・骨髄移植等の医療行為により定期予防接種で獲
得した免疫が消失または低下した20歳未満の者を
対象に、再接種に対する助成事業を実施する。

感染症対策課

13 1 1 1 母子栄養食品支給事業

母と子の健康保持増進のために、妊産婦及び乳児
に牛乳等を支給します。（対象者は、生活保護世
帯・市民税非課税世帯・所得税非課税世帯に属す
る妊産婦及び乳児）

市単独

母と子の健康保持増進のために、生活保護法の適
用を受けている世帯の妊産婦及び乳児、市民税が
非課税世帯の妊産婦及び乳児、所得税が非課税世
帯の妊産婦及び乳児に対し、申請に基づいて牛乳
等を支給する。（支給68件）

5

母と子の健康保持増進のために、生活保護法の適
用を受けている世帯の妊産婦及び乳児、市民税が
非課税世帯の妊産婦及び乳児、所得税が非課税世
帯の妊産婦及び乳児に対し、申請に基づいて牛乳
等を支給した。（支給80件）

母と子の健康保持増進のために、生活保護法の適
用を受けている世帯の妊産婦及び乳児、市民税が
非課税世帯の妊産婦及び乳児、所得税が非課税世
帯の妊産婦及び乳児に対し、申請に基づいて牛乳
等を支給する。（支給80件）

健康づくり推進課

14 1 1 1
離乳食教室　わん・つー・す
りー

５か月～１歳（離乳完了前）までの乳児を持つ保
護者等を対象に、赤ちゃんの食育や離乳食につい
ての講習会を行い、食育に関する意識の向上や栄
養に関する正しい知識の普及を図ります。

市単独

５か月～１歳（離乳完了前）までの乳児を持つ保
護者等を対象に、赤ちゃんの食育や離乳食につい
て、動画を使用した講習会を行い、食育に関する
意識の向上や栄養に関する正しい知識の普及を図
る。年20回開催（保健センター12回、各総合セン
ター等8回）。昨年に引き続き、新型コロナウイ
ルス感染症拡大予防対策を講じて実施する。（人
数制限、通常より短時間での開催等）

4 ○

新型コロナウイルス感染症拡大予防対策（人数制
限や短時間開催等）を講じることで、計画通り開
催し、乳児を持つ保護者等に食育や離乳食につい
て普及啓発することができた。年20回開催（保健
センター12回、各総合センター等8回　132人）

５か月～１歳（離乳完了前）までの乳児を持つ保
護者等を対象に、赤ちゃんの食育や離乳食につい
て、動画を使用した講習会を行い、食育に関する
意識の向上や栄養に関する正しい知識の普及を図
る。年18回開催（保健センター12回、各総合セン
ター等6回）。

健康づくり推進課

15 1 1 1 ４か月児相談・乳児相談事業
乳幼児の疾病、発達の遅れの早期発見や発育、栄
養、育児等について助言し、健康の保持増進及び
育児支援を行います。

市単独

乳幼児の疾病、発達異常の早期発見や発育、栄
養、育児等について助言し、健康の保持増進及び
育児支援を行う。
４か月児相談　144回　2,400人
乳児相談　108回　800人

4 ○

乳幼児の疾病、発達異常の早期発見や発育、栄
養、育児等について助言し、健康の保持増進及び
育児支援を行った。
４か月児相談　178回　2,394人
乳児相談　128回　647人

乳幼児の疾病、発達異常の早期発見や発育、栄
養、育児等について助言し、健康の保持増進及び
育児支援を行う。
４か月児相談　168回　2,400人
乳児相談　120回　700人

健康づくり推進課

16 1 1 1 こども相談事業
精神発達の気になる幼児が健やかに成長するとと
もに、その保護者が安心して育児できるよう支援
します。

市単独

精神発達の気になる幼児が健やかに成長するとと
もに、その保護者が安心して育児できるよう支援
する。
こども相談　71回/年　307人

4 ○

精神発達の気になる幼児が健やかに成長するとと
もに、その保護者が安心して育児できるよう支援
した。
こども相談　71回/年　247人

精神発達の気になる幼児が健やかに成長するとと
もに、その保護者が安心して育児できるよう支援
する。
こども相談　70回/年　302人

健康づくり推進課

17 1 1 1 ことば相談事業
ことばの発達が気になる幼児を対象に、行動観察
や個別相談を行うことにより、幼児の健やかな発
達を促します。

市単独

ことばの発達が気になる幼児を対象に、行動観察
や個別相談を行うことにより、幼児の健やかな発
達を促す。
ことば相談　118回/年　740人

4 ○

ことばの発達が気になる幼児を対象に、行動観察
や個別相談を行うことにより、幼児の健やかな発
達を促した。
ことば相談　118回/年　647人

ことばの発達が気になる幼児を対象に、行動観察
や個別相談を行うことにより、幼児の健やかな発
達を促す。
ことば相談　115回/年　1,211人

健康づくり推進課

18 1 1 1 のびのび教室
精神発達面に遅れのある幼児が、親子遊びを通し
てよりよい成長発達をし、親子の絆を深め、健や
かに生活を送れるよう支援します。

市単独

精神発達面に遅れのある幼児が、親子遊びを通し
てよりよい成長発達をし、親子の絆を深め、健や
かに生活を送れるよう支援する。
のびのび教室　12回　47組

4 ○

精神発達面に遅れのある幼児が、親子遊びを通し
てよりよい成長発達をし、親子の絆を深め、健や
かに生活を送れるよう支援した。
のびのび教室　11回　28組

精神発達面に遅れのある幼児が、親子遊びを通し
てよりよい成長発達をし、親子の絆を深め、健や
かに生活を送れるよう支援する。
のびのび教室　12回　46組

健康づくり推進課

19 1 1 1 母子健康教育
乳幼児をもつ母親等を対象に、育児等について正
しい知識を普及し、子どもの健やかな成長、発達
を促すため健康教育を行います。

市単独

乳幼児をもつ母親等を対象に、育児等について正
しい知識を普及し、子どもの健やかな成長、発達
を促すため健康教育を行う。
保健師による育児学級　60回
医師・言語聴覚士による健康教育　2回

5 ○

乳幼児をもつ母親等を対象に、育児等について正
しい知識を普及し、子どもの健やかな成長、発達
を促すため健康教育を行った。
保健師による育児学級　68回
医師・言語聴覚士による健康教育　2回

乳幼児をもつ母親等を対象に、育児等について正
しい知識を普及し、子どもの健やかな成長、発達
を促すため健康教育を行う。
保健師による育児学級　68回
医師・言語聴覚士による健康教育　2回

健康づくり推進課

20 1 1 2 健康相談事業
こころの健康相談として、思春期に発生すること
が多いひきこもりや摂食障害、精神疾患等の相談
を実施します。

国補助

こころの健康相談として、思春期に発生すること
が多いひきこもりや摂食障害、精神疾患等の相談
を実施。
平日　電話・来所・訪問等による相談

5 ○
こころの健康相談として、思春期に発生すること
が多いひきこもりや摂食障害、精神疾患等の相談
を実施した。

こころの健康相談として、思春期に発生すること
が多いひきこもりや摂食障害、精神疾患等の相談
を行う。

健康づくり推進課

21 1 1 2 若者層啓発事業
高校文化祭等の機会を利用し、こころの健康や睡
眠、ゲーム障害等について正しい知識を普及する
ことで、その予防を図ります。

国補助

・中学生、高校生へこころの体温計カードの配
布。
・文化祭等の機会を利用し、こころの健康、睡
眠、ゲーム障害等の啓発を行う。

4 ○

・市内中学３年生へこころの体温計カード配布
（3,500枚）
・市内高校文化祭３か所にこころの啓発用ティッ
シュ・カードを設置、配布。
・「20歳のつどい」対象者へ、こころの健康、飲
酒、ネット・ゲーム依存、ギャンブル依存につい
てホームページで啓発。

・中学生、高校生へこころの体温計カードの配
布。
・文化祭等の機会を利用し、こころの健康、睡
眠、ゲーム障害等の啓発を行う。

健康づくり推進課
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22 1 1 2 性感染症予防事業

性感染症の発生状況や傾向を把握し、その発生動
向に対応した予防対策を行います。特に、若年層
に対し、性感染症の正しい知識や情報を普及・啓
発することにより、その予防を図ります。

国補助

中高校生への研修会や文化祭での出前展にて性感
染症に関する健康教育を実施する。「知って得す
る女子力アッププロジェクト」に保健所ブースを
出展する。

3 ○

性感染症（エイズ含む）に関する啓発
(1)中高大学生等への啓発　１校　延320人
(2)高等学校文化祭に出展　3校
(3)IKODE瓦町等で性感染症やエイズに関する啓発
展
　11/25(金)～12/2(金)
(4)女子力アッププロジェクトでの啓発

【課題と取組】
新型コロナウイルス感染症の影響で展示での啓発
活動が中心となった。
啓発機会の拡充を図るとともに、年齢層に合わせ
た啓発内容を検討する必要がある。

中高生、大学生等対象者に合わせた健康教育・啓
発を実施する。
IKODE瓦町、高等学校文化祭等で性感染症に関す
る啓発展を実施する。

感染症対策課

23 1 1 2
喫煙・飲酒、薬物乱用対策事
業

希望する学校へ「喫煙防止出前講座」を実施し、
児童生徒・保護者への啓発を図ります。小学校か
ら高校において、発達段階を踏まえた薬物乱用防
止教育を学校教育全体を通じて行い、中学・高校
においては薬物乱用防止教室の開催を推進しま
す。

市単独

喫煙・飲酒、薬物乱用防止啓発資料（パンフレッ
ト・リーフレット）を発達段階に応じた対象学年
（主に、小学校高学年～中学校３年）に配布す
る。
薬物乱用防止教室の開催を推進するとともに、
「喫煙防止出前講座」を希望する小中学校で実施
し、受動喫煙等、周囲の人への健康被害について
指導し、児童生徒・教職員保護者への啓発を図
る。

5 ○

小学校高学年で、喫煙、飲酒、薬物乱用の心身へ
の影響や社会的影響について学び、中学校15校で
「薬物乱用防止教室」を開催し、喫煙・飲酒・薬
物乱用防止に関する指導を充実させた。また、小
学校・中学校２校で「喫煙防止出前講座」実施す
ることで、児童生徒はもちろん、教職員・保護者
を対象として、防煙教育を推進した。

喫煙・飲酒、薬物乱用防止啓発資料（パンフレッ
ト・リーフレット）を発達段階に応じた対象学年
（主に、小学校高学年～中学校３年）に配布す
る。
薬物乱用防止教室の開催を推進する。

保健体育課

24 1 1 2 高松型地域共生社会構築事業

子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地
域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うこと
ができる「地域共生社会」の実現のため、まるご
と福祉相談員を配置し、地域の拠点や複合的課題
を抱えた世帯等を訪問し、支援につなぐととも
に、総合センター等に福祉の総合相談窓口を設置
し、制度・分野別の「縦割り」を超えた、包括的
な相談支援を実施します。

国補助

①まるごと福祉相談員の配置（15名）
②事業周知等啓発チラシ作成・配布
③国の研修会参加
④つながる福祉相談窓口の設置準備（１か所）
⑤地域共生社会推進プロジェクトチーム会議の開
催
⑥まるごと福祉会議の開催
⑦職員等研修会開催

4 ○

①まるごと福祉相談員15名配置（本庁・牟礼・山
田・仏生山・香川・勝賀・国分寺）
②まるごと福祉相談員周知チラシ（作成65,000
部、配布41,403部）
　重層事業周知チラシ（作成3,500部、配布3,290
部）
③重層事業人材養成研修（基礎編R4.9～R5.3オン
ライン及び実践演習、応用編R4.11.1オンライ
ン）
④山田総合センターつながる福祉相談窓口開設に
向けた周知・職員研修（１回開催）等の実施
⑤地域共生社会推進プロジェクトチーム会議（５
回開催）
⑥関係機関実務担当者会（１回開催）、連携主担
当・副担当者会議（１回開催）、情報共有会（12
回開催）、まるごと福祉コアメンバー会議（８回
開催）、まるごと福祉定例会議（８回開催）
⑦新規採用職員研修（１回開催）、LoGoフォーム
研修（１回開催）、集合研修（10回開催）、山田
総合センター職員研修（１回）

①まるごと福祉相談員の配置（15名）
②事業周知等啓発チラシ作成・配布
③国の研修会参加
④つながる福祉相談窓口の運営（７か所）
⑤地域共生社会推進プロジェクトチーム会議の開
催
⑥まるごと福祉会議の開催
⑦職員等研修会開催

健康福祉総務課
地域共生社会推進室

25 1 1 2 若者育成支援推進事業

社会生活を営む上での困難を有する若者を支援す
るため、高松市若者支援協議会を設置し、協議会
を構成する関係機関の情報交換を行うとともに、
相互に協力・連携することで、若者それぞれの置
かれた状況等にきめ細やかに対応できる支援体制
を構築します。

市単独
若者支援協議会の開催
・代表者会議　１回/年
・実務者会議　１回/年

5 ○ 代表者・実務者全体会議（R4.9.28開催）
若者支援協議会の開催
　・代表者会議　１回/年
　・実務者会議　１回/年

健康福祉総務課
地域共生社会推進室

26 1 1 3 在宅当番医制事業
医療機関が休診になる休日に、当番制で急病患者
を受け入れる体制を整備することにより、小児救
急患者の初期救急医療を確保します。

市単独
・在宅当番医制事業
　実施日　休日（昼間）
　小児科当番医療施設　１施設/日

5 ○

医師を始め、医療人材が不足する中、休日の初期
救急医療を確保している。郊外の医師が不足して
おり、開業医の偏在が課題となっている。
・在宅当番医制事業
　実施日　休日（昼間）70日
　小児科患者数　8,090人

・在宅当番医制事業
　実施日　休日（昼間）
　小児科当番医療施設　１施設／日

保健医療政策課

27 1 1 3 夜間急病診療所事業
夜間における急病患者に対応するため、夜間急病
診療所において、内科・小児科・眼科・耳鼻咽喉
科の応急的な診療を行います。

市単独

・高松市夜間急病診療所
　毎日19:30～23:30
　内科・小児科・耳鼻咽喉科（木曜日）
　眼科（土曜日）

5 ○

一般の医療機関が閉まる時間帯に診療を行い、重
症患者を二次救急医療機関へ転送するなど、夜間
における救急医療機関の拠点となっている。従事
医師の不足が課題である。
・高松市夜間急病診療所
　小児科患者数　3,924人

・高松市夜間急病診療所
　毎日19：30～23：30
　内科・小児科・耳鼻咽喉科（木曜日）
　眼科（土曜日）

保健医療政策課

28 1 1 3
病院群輪番制事業、救急ハン
ドブック作成事業

準夜間及び深夜間において、９病院の当番制によ
り入院治療を必要とする重症患者の医療を確保し
ます。また、こどもの救急ハンドブックを作成
し、軽症患者の容易な診療時間外受診の抑制を図
ります。

市単独

・病院群輪番制事業　準夜間が8病院、深夜間が9
病院の当番制で実施
・こどもの救急ハンドブックの増刷　適正受診に
係る啓発方法の見直しを検討し、令和４年度にお
いては増刷は行わない。（予算計上もなし）

5 ○

救急医療は不採算部門である上、医療人材が不足
する中、二次救急医療体制を確保している。勤務
医不足により、診療体制の維持が課題となってい
る。
・病院群輪番制事業
　小児科患者数　1,321人
・こどもの救急ハンドブックの増刷
　配布先の見直しやホームページの活用など、適
正受診に係る啓発方法の見直しを図ったことか
ら、必要数については、増刷せずに対応した。

・病院群輪番制事業
　準夜間が8病院、深夜間が9病院の当番制で実施

・こどもの救急ハンドブックの増刷
　適正受診に係る啓発方法の見直しを図ったこと
から、今後増刷は行わない。

保健医療政策課
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29 1 1 3 未熟児養育医療給付事業
母子保健法第20条に基づき、養育のため入院を必
要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の
給付を行います。

国・県負担金

母子保健法第20条に基づき、養育のため入院を必
要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の
給付を行う。
・養育医療費　23,028千円
・その他の事務費　36千円
・給付件数　　　　228件

5 ○

母子保健法第20条に基づき、養育のため入院を必
要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の
給付を行った。
・養育医療費　26,738千円
・その他の事務費　34千円
・給付件数　　　　361件

母子保健法第20条に基づき、養育のため入院を必
要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の
給付を行う。
・養育医療費　23,028千円
・その他の事務費　36千円
・給付件数　　　　228件

健康づくり推進課

30 1 1 3
自立支援医療（育成医療）給
付事業

児童福祉法に規定する身体上の障がいを有する児
童又は現存する疾患が、手術等の治療によって確
実に効果が期待しうるものに医療の給付を行いま
す。

国・県負担金

児童福祉法に規定する身体上の障がいを有する児
童又は現存する疾患が、手術等の治療によって確
実に効果が期待しうるものに医療の給付を行う。
・育成医療給付費　8,760千円
・その他事務費　46千円
・給付件数　291件

5 ○

児童福祉法に規定する身体上の障がいを有する児
童又は現存する疾患が、手術等の治療によって確
実に効果が期待しうるものに医療の給付を行っ
た。
・育成医療給付費　5,214千円
・その他事務費　36千円
・給付件数　182件

児童福祉法に規定する身体上の障がいを有する児
童又は現存する疾患が、手術等の治療によって確
実に効果が期待しうるものに医療の給付を行う。
・育成医療給付費　8,760千円
・その他事務費　46千円
・給付件数　291件

健康づくり推進課

31 1 1 3
小児慢性特定疾病医療費助成
事業

小児慢性疾病のうち、特定の疾病について医療費
の助成を行い、経済的負担を軽減するとともに、
児童の健全な育成、疾患についての医療の普及を
図ります。

国補助

小児慢性疾病のうち、特定の疾病について医療費
の助成を行い、経済的負担を軽減するとともに、
児童の健全な育成、疾患についての医療の普及を
図る。
・小児慢性特定疾病給付費　　85,377千円
・その他の事務費　　4,197千円
・対象者数　　420人

5 ○

小児慢性疾病のうち、特定の疾病について医療費
の助成を行い、経済的負担を軽減するとともに、
児童の健全な育成、疾患についての医療の普及を
図った。
・小児慢性特定疾病給付費　83,132千円
・その他の事務費　6,872千円
・対象者数　420人

小児慢性疾病のうち、特定の疾病について医療費
の助成を行い、経済的負担を軽減するとともに、
児童の健全な育成、疾患についての医療の普及を
図る。
・小児慢性特定疾病給付費　85,377千円
・その他の事務費　4,197千円
・対象者数　420人

健康づくり推進課

32 1 1 3 不妊治療支援事業

子どもを望む夫婦の、不妊治療にかかる経済的な
負担を軽減するため、特定不妊治療及び一般不妊
治療（人工授精）に要する費用の一部を助成する
とともに、関係機関と連携し、不妊に関する悩み
等への相談支援を行います。

市単独

R4年4月からの不妊治療への保険適用に伴い、医
療保険適用外の治療に要する費用に助成を行って
いた特定不妊治療費助成事業及び一般不妊治療
（人工授精）費助成事業は、R3年度末で終了し、
R4年度は経過措置として、治療期間がR3～4年度
にまたがる1回の特定不妊治療（自費診療分）に
ついて1回に限り従来の助成制度の対象とする。
さらに保険適用後においても、不妊治療を行って
いる夫婦の経済的負担の軽減を図る観点から、保
険適用後に行われた特定不妊治療（体外受精・顕
微授精の治療。保険適用後は「生殖補助医療」の
名称に変更。）に対する本市独自の新たな助成事
業をR4年8月から開始(4月に遡って適用)する。
また、昨年度に引き続き、不育症検査費用の助成
を行うほか、関係機関と連携し、不妊に関する悩
み等への相談・支援を行うとともに、不妊治療と
仕事の両立支援を図るため、事業主や治療を受け
ながら働いている方に対する周知・啓発等に取り
組む。
・特定不妊治療費助成費（経過措置分）
　77,470千円
・不育症検査費用助成費　   1,850千円
・新たな不妊治療助成事業  34,700千円
・その他事務費　　　　　　　  51千円

4 ○

特定不妊治療及び一般不妊治療（人工授精）を
行っている夫婦に対し、医療保険適用外の治療に
要する費用の一部を助成することにより、経済的
負担の軽減を図り、また、関係機関と連携し、不
妊に関する悩み等への相談・支援を行った。さら
に、不妊治療と仕事の両立支援を図るため、事業
主や治療を受けながら働いている方に対して市
ホームページ等で周知・啓発を行った。
また、R3年度から新たに、不育症検査（流産検体
を用いた染色体検査に限る。）を受けた夫婦に対
する検査費の一部助成を開始した。
・特定不妊治療費助成費　225,477千円
・一般不妊治療費助成費　  5,837千円
・不育症検査費用助成費　      0千円
・その他事務費　　　　　　　120千円

R4年4月からの不妊治療への保険適用に伴い、医
療保険適用外の治療に要する費用に助成を行って
いた特定不妊治療費助成事業及び一般不妊治療
（人工授精）費助成事業は、R3年度末で終了し、
R4年度は経過措置として、治療期間がR3～4年度
にまたがる1回の特定不妊治療（自費診療分）に
ついて1回に限り従来の助成制度の対象とする。
さらに、保険適用後においても、不妊治療を行っ
ている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、保険
適用後に行われた特定不妊治療（保険適用後は
「生殖補助医療」の名称に変更）に対する本市独
自の新たな助成事業をR4年8月から開始する予定
である。
また、昨年度に引き続き、不育症検査費用の助成
を行うほか、関係機関と連携し、不妊に関する悩
み等への相談・支援を行うとともに、不妊治療と
仕事の両立支援を図るため、事業主や治療を受け
ながら働いている方に対する周知・啓発等に取り
組む。
・特定不妊治療費助成費（経過措置分）
　　　　　　　　　　　　　77,470千円
・不育症検査費用助成費　   1,850千円
・新たな不妊治療助成事業  34,700千円
・その他事務費　　　　　　　  51千円

健康づくり推進課

33 1 1 4
農園体験・クッキング活動事
業

栽培・収穫・調理を通して食に関する関心を高め
たり、知識や技術が習得できるよう、農園体験や
クッキング活動の推進を図ります。

市単独
公立保育所等にて、季節の野菜や果物等の栽培や
収穫、収穫した農産物を使ったクッキング等を実
施する。

5 ○

公立保育所等にて、季節の野菜や果物等の栽培や
収穫、収穫した農産物を使ったクッキング等を実
施している。
各施設において、前年度の反省等を反映した上で
取り組んでおり、食への関心や食べる意欲の向上
等につながっている。

公立保育所等にて、季節の野菜や果物等の栽培や
収穫、収穫した農産物を使ったクッキング等を実
施する。

こども保育教育課

34 1 1 4 給食担当者食育推進研修事業
乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な
援助・食事の提供が行われるよう、保育所等給食
担当者の資質の向上を図ります。

市単独
保育所等の調理担当者を対象に、資質向上のた
め、衛生管理や食育等に関する研修会を実施す
る。

4 ○

保育所等の調理担当者を対象に、衛生管理や食育
等に関する研修会を実施している。
（公立保育所等調理担当者研修会、公私立保育施
設等食事提供関係者研修会）
調理担当者等の資質向上のために研修内容を計
画・実施しており、アンケートにて一定の評価を
得ている。

保育所等の調理担当者を対象に、資質向上のた
め、衛生管理や食育等に関する研修会を実施す
る。

こども保育教育課

35 1 1 4 学校給食推進事業

子どもたちが学校給食を通じて、正しい食習慣や
健康管理能力を身に付けることができるよう、給
食関係職員への研修等により、学校における食に
関する指導の充実を図るとともに、各衛生検査の
実施により、衛生管理の徹底を図ります。

市単独

○研修会の実施
・栄養教諭､学校栄養職員､給食主任対象：年1回
・調理員対象：年3回
・栄養教諭、学校栄養職員対象：年4回
○学校給食衛生管理状況調査
全調理場：年１回実施
○高松市学校給食研究会補助

5 ○

○研修会の実施
　・栄養教諭・学校栄養職員・給食主任対象
　　　（6月22日77人）
　・調理員対象：1回
　　　（12月27日33人）
　・栄養教諭、学校栄養職員対象：4回
　　　（7月25日36人、10月6日36人、
　　　　1月11日34人、3月27日34人）
※新型コロナウイルス感染症の影響により、研修
会の一部は中止した。

○学校給食衛生管理状況調査
　　　6～7月、全調理場（34か所）
○高松市学校給食研究会補助

○研修会の実施
　・栄養教諭､学校栄養職員､
    給食主任対象：年1回
　・調理員対象：年3回
　・栄養教諭、学校栄養職員対象：年4回
○学校給食衛生管理状況調査
　全調理場：年１回実施
○高松市学校給食研究会補助

保健体育課
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36 1 1 4
学校教育における食育推進事
業

統一献立の一部変更を可能にし、各地域で特色あ
る給食を提供するとともに、朝日新町学校給食セ
ンターに市費栄養士を配置して食育の拠点として
活用し、学校における食育推進の充実を図りま
す。

市単独

・私立幼稚園への栄養士の派遣
・食育セミナー等食育関連行事：年4回
・地場産農産物活用推進検討会：年1回
・各調理場による独自献立の実施：毎月

5 ○

○私立幼稚園での食育指導
　：2園で実施
　　（10月18日　年長児42人、
　　　12月5日　年長児102人）
○食育セミナー
　・収穫体験（11月5日　親子18人）
　・親子料理教室(3月11日　親子17人)
※新型コロナウイルス感染症の影響により、一部
の食育セミナー等食育関連行事は中止した。

○高松市地場産農産物活用推進検討会（2月27日
開催）
○独自献立の実施により、各学校の独自性を活か
した給食や地域の産物を取り入れた給食を実施。

・私立幼稚園への栄養士の派遣
・食育セミナー等食育関連行事：年4回
・地場産農産物活用推進検討会：年1回
・各調理場による独自献立の実施：毎月

保健体育課

37 1 1 4
高松市食生活改善推進協議会
活動「親子の楽しいクッキン
グ教室」

親子や各世代のふれあいを通して、望ましい食生
活について考え、個人の食習慣の変容を促しま
す。

市単独

親子クッキング教室を実施し、調理実習を含めた
講習会を通して、望ましい食習慣について伝える
とともに、ホームページ等でおすすめメニュー等
を発信していく。

4 ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、調理実
習の実施が難しい状況もあったが、地区の実情に
合わせた講習会を開催することができた。（市内
26地区　29回開催　341人）

親子クッキング教室を実施し、調理実習を含めた
講習会を通して、望ましい食習慣について伝える
とともに、ホームページ等でおすすめメニュー等
を発信していく。

健康づくり推進課

38 1 1 4 食に関する情報発信事業

子どもたちが生涯にわたって健全な心と体を培
い、豊かな人間性を育んでいくために、「食」に
関する知識と選択する力を習得できるよう、適切
な情報を提供します。

市単独

・食育ホームページの更なる充実
・健康教育事業(4か月児相談等）時に、フードス
タート運動を実施し、「食」の大切さについて啓
発を行う。
・乳幼児をもつ保護者を対象に「食」に関する健
康教室等を市内各地区において実施する。
・食育ガイドを活用し、該当者に食育の啓発を行
う。

4 ○

・食育ホームページについて整理し、内容の修正
を行うなど情報発信の充実を図った。
・健康教育事業（4か月児相談等）時に、フード
スタート運動として「食」の大切さについて啓発
を行った。（4か月児相談：178回　2,394人）
・乳幼児を持つ保護者を対象に「食」に関する健
康教室等を市内各地区において実施した。（172
人）
・食育ガイドを活用し、食育を啓発した。

・食育ホームページの更なる充実
・健康教育事業(4か月児相談等）時に、フードス
タート運動を実施し、「食」の大切さについて啓
発を行う。
・乳幼児をもつ保護者を対象に「食」に関する健
康教室等を市内各地区において実施する。
・食育ガイドを活用し、該当者に食育の啓発を行
う。

健康づくり推進課

39 1 1 4
食に関する情報発信事業（保
育所等）

ホームページにおいて、食育に関する情報を提供
し、幼稚園、保育所等及び地域の人々へ食育を推
進します。

市単独
こども保育教育課食育ホームページにて、食育に
関する情報や保育所等の食育の取組を紹介する。

5

こども保育教育課ホームページにて、食育に関す
る情報や食育の取組を紹介している（毎月更新
（年12回））。内容を更新することにより、時期
に応じた情報を発信できている。また、各施設に
おいても、ホームページの内容を活用することに
より、よりよい食育の取組につながっている。

こども保育教育課食育ホームページにて、食育に
関する情報や保育所等の食育の取組を紹介する。

こども保育教育課

40 1 1 4 子ども食堂等支援事業

核家族や共働き、ひとり親家庭などの増加に伴
い、一人で食事をする「孤食」となる子どもが増
えている中、子どもの孤食を防止するほか、安ら
げる場所を確保するため、子どもたちに無料又は
安価で温かく栄養バランスの取れた食事を提供す
るとともに、地域住民とのつながりの強化や学
習・生活習慣についての支援の場の推進を図りま
す。

市単独

・子ども食堂開設運営事業補助金交付事業：
6,492千円
開設補助：100,000円×3か所
運営補助：14,000円×12月×15か所
学習支援加算：10,200円×12月×15か所
相談支援加算：10,200円×12月×15か所
・フードパントリー事業：1,250千円
・たかまつ子ども食堂ネットワーク事業：1,250
千円
なお、令和4年度については、国の交付金を活用
予定。引き続き、新型コロナウイルス感染症の感
染対策に留意して実施する。

5 ○

 申請があった14団体に対し補助をした。
子ども食堂実施か所数は、令和3年度末実績と比
較して7か所増加し、29か所になった。
また、国の交付金を活用し、子ども食堂の活動の
質の向上と拡充を図るためにたかまつ子ども食堂
ネットワーク事業を、子どもが社会的孤立等に陥
らないよう子ども等と支援を結びつけるつながり
の場を提供するためフードパントリー事業を委託
実施した。
新型コロナウイルス感染症の感染対策に留意して
実施した。

子ども食堂開設運営事業補助金交付事業
7,996千円
開設補助：100,000円×3か所
運営補助：28,000円×12月×7か所
　　　　　14,000円×12月×10か所
学習支援加算：20,400円×12月×4か所
　　　　　　　10,200円×12月×7か所
相談支援加算：20,400円×12月×4か所
　　　　　　　10,200円×12月×7か所
・フードパントリー事業：1,250千円
・たかまつ子ども食堂ネットワーク事業：1,250
千円
引き続き国の交付金を活用予定。

子育て支援課

41 1 2 1 認定こども園整備事業
幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、質の高い教育
と保育を一体的に提供できる「認定こども園」の
普及を促進します。

市単独
幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、質の高い教育
と保育を一体的に提供できる「認定こども園」の
移行を促進する。

5

公立　１０園
私立　２６園
認定こども園への移行を促進したことにより、教
育・保育の一体的な場を確保することができた。

幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、質の高い教育
と保育を一体的に提供できる「認定こども園」の
移行を促進する。

こども保育教育課

42 1 2 1
公立保育所・幼稚園施設整備
事業

教育・保育環境改善のため、幼稚園・保育所の施
設・設備の整備を実施します。

国・県補助
教育・保育環境改善のため、幼稚園・保育所の施
設・設備の整備を実施する。

4 ○
公立保育所・幼稚園において認定こども園への移
行整備や大規模改修工事等を実施したことによ
り、教育・保育環境が向上した。

教育・保育環境改善のため、幼稚園・保育所の施
設・設備の整備を実施する。

こども保育教育課

43 1 2 1 私立保育所施設整備補助事業
保育環境改善のため、保育所等の施設・設備の整
備を実施します。

国・県補助
保育環境改善のため、保育所等の施設・設備の整
備を実施する。

5 ○
施設・設備の整備を実施したことにより、保育環
境が向上した。

保育環境改善のため、保育所等の施設・設備の整
備を実施する。

こども保育教育課

44 1 2 1 保・こ・幼・小連携推進事業

子どもの発達や学びの連続性を確保し、小学校生
活への安心感や経験の積み重ねとなるよう、就学
前教育と小学校教育の滑らかな接続を目指した取
組を行います。そのために、保育所・認定こども
園・幼稚園・小学校の教職員の資質向上を図ると
ともに、教職員間の連携や接続の体制づくりに努
めます。

市単独

・保こ幼小合同研修会年2回。感染症の状況に応
じ、映像や資料で情報交換をするなど工夫をす
る。
・保こ幼・小連携教育研究指定指定園・所に小学
校を加え、接続期カリキュラムや交流について改
善を行う。原則2年間。研究の成果を保育・教育
施設へ公開する。

4 ○

・保こ幼小合同研修会の開催
　感染症対策を講じながら、オンライン、オンデ
マンド等研修方法を工夫し、2回実施した。
・保こ幼小連携教育研究指定
　架け橋カリキュラム開発校区として連携を推進
する。
　（令和4年度～6年度）

・保こ幼小合同研修会を年3回開催する。
　校区別集合研修を実施し、校区の子どもに育み
たい力を共有し、子どもの学びをつなぐ教職員の
連携の推進を図る。またオンライン、オンデマン
ド等研修方法を工夫する。

総合教育センター

45 1 2 1
保育の質の向上のための研修
事業（旧事業名：保育教育士
体験型宿泊研修事業）

保育の質の向上のため、保育所・こども園・幼稚
園の教職員等を対象とした研修を行うものです。
専門性を向上し、質の高い教育・保育を目指しま
す。

国補助

・キャリアステージに応じた基本研修、職務研
修、各施設での実地研修、専門研修の実施。
・感染症の状況に応じ、集合研修の代替えとして
オンライン等を利用して実施する。

4 ○

・感染症対策を講じながら、オンラインや共有
フォルダを活用する等研修方法を工夫し、実施し
た。
　子ども子育て支援体制整備統合推進事業　43千
円

キャリアステージに応じた基本研修、職務研修、
各施設での実地研修、専門研修の実施。

総合教育センター
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46 1 2 1
幼保小の架け橋プログラムに
関する調査研究事業

全ての子どもに学びや生活の基盤をはぐくむこと
を目指し、研究課題を「子どもの学びをつなぐ、
持続可能な保こ幼小連携・接続」とし、架け橋期
のカリキュラムの開発を行い、高松市全ての小学
校区での取り組みを推進する。

国委託

・カリキュラム開発会議開催、コーディネーター
雇用
　講師謝金（コーディネーター・有識者）
　1,193千円
　旅費（小学校教職員）　7千円
　会議費　69千円
　雑役務費（コーディネーター保険料）
　5千円
・いきいきプラン・子どもの学びをつなぐ資料製
本配布
　印刷製本費　　500千円
・教職員の対話・互恵性のある交流のためのタブ
レット等
　消耗品費（タブレット購入費含む）
　2,727千円
　通信運搬費　　999千円

4 ○

・子どもをとりまく関係者で構成する開発会議を
開催し、3校区の開発校区の実践を基に「子ども
の学びをつなぐ連携、接続」のあり方や方法につ
いて協議し、実践した。
・子どもの学びを共有・分析できるツールの開
発、提供を行い、様々な研修等での活用が図られ
た。
・有識者のよるサポートや指導により、開発校区
の接続期カリキュラムの改善が図られた。

・4校区（12施設）を開発校区とし、架け橋コー
ディネーター2名、有識者3名による指導、助言の
もと、各開発校区の接続期カリキュラムの更なる
改善を図る。
・有効なツールや開発校区の取組を各種研修会等
で紹介し、架け橋プログラムの全校区での実施を
推進する。
・開発会議（全体会議、校区別会議、事務局会
議）を開催し、子どもを取り巻く関係部局間での
連携、体制づくりの構築を図る。

総合教育センター

47 1 2 1
保育所・幼稚園等への芸術士
派遣事業

子どもの創造性を育む指導や援助の在り方につい
ての取組を進めるため、絵画や造形などの専門家
である芸術士を保育所・幼稚園等へ派遣し、それ
ぞれの芸術分野を生かしながら、子どもが持って
いる感性や創造力を伸ばしていけるよう導きま
す。

市単独

子どもの創造性を育む指導や援助の在り方につい
ての取組を進めるため、絵画や造形などの専門家
である芸術士を保育所・幼稚園等へ派遣し、それ
ぞれの芸術分野を生かしながら、子どもが持って
いる感性や創造力を伸ばしていけるよう導く。

5 ○

派遣先施設数　９７か所
芸術士と派遣先である保育所・こども園及び幼稚
園児童が協同し、継続して創作活動を実施したこ
とにより、子どもたちが持っている個性を伸ばす
ことができた。

子どもの創造性を育む指導や援助の在り方につい
ての取組を進めるため、絵画や造形などの専門家
である芸術士を保育所・幼稚園等へ派遣し、それ
ぞれの芸術分野を生かしながら、子どもが持って
いる感性や創造力を伸ばしていけるよう導く。

こども保育教育課

48 1 2 1
生きる力を育てる学校教育の
推進事業

「生きる力」の基礎を培うため、子ども一人一人
の理解に基づき発達課題に即した指導を行い、
「豊かな学びを育む特色ある就学前教育」を推進
します。
確かな学力、豊かな心、健やかな体を育成するた
め、教職員の資質向上を図る教員研修会等の充実
や施設・設備などの整備を行います。

市単独

・キャリアステージに応じた基本研修、職務研
修、各施設での実地研修、専門研修の実施。
・感染症の状況に応じ、集合研修の代替えとして
オンライン等を利用して実施する。

4 ○

・感染症対策を講じながら、オンラインや共有
フォルダを活用する等研修方法を工夫し、実施。
　子ども子育て支援体制整備統合推進事業　43千
円
・教職員のキャリアステージに応じた研修を実
施。

キャリアステージに応じた基本研修、職務研修、
各施設での実地研修、専門研修の実施。

こども保育教育課

学校教育課

総合教育センター

教育局総務課

49 1 2 1 「ありがとうの日」

周りの人々とのかかわりや日々の生活に感謝し、
自分たちの生活をより潤いのあるものにしていこ
うとする心情を高める場を、教育活動の中に位置
付けています。

―

例えば、道徳の時間と「ありがとうの日」を関連
付けて、児童会や生徒会活動等を中心に、全校生
へ働きかける活動や、月ごとに、「家族」、「友
だち」、「見守り隊の方」、「食べられる命」
等、感謝する対象を決め、テーマを設定して学年
に応じて実施するなど、学校の実情に応じて実践
する。

4 ○

「ありがとうの日」には、道徳だよりやノート等
で道徳の授業で学習した内容を家庭に伝えたり、
年度末には、１年間お世話になった方へ感謝の思
いを伝える活動を行ったりし、自分を支える人々
や物に感謝する心情や態度を育む取組を行った。
家庭からも児童や生徒へのコメントを返してもら
うなどすることで、感謝される自分になろうとす
る心情を高めていくことに努めたい。

例えば、道徳の時間と「ありがとうの日」を関連
付けて、児童会や生徒会活動等を中心に、全校生
へ働きかける活動や、月ごとに生活目標と関連さ
せて、「家族」、「友だち」、「見守り隊の
方」、「食べられる命」等、感謝する対象を決
め、テーマを設定して学年に応じて実施するな
ど、学校の実情に応じて実践する。

学校教育課

50 1 2 1 掃除教育「ぴかぴかデー」

保護者や地域のコミュニティ協議会等との連携の
もと「ぴかぴかデー」として掃除教育を実践しま
す。保護者や地域の方とともに学校園内及び周辺
を掃除することで思いやりや社会貢献の精神を育
みます。

―

（こども保育教育課）
公立幼稚園19園、公立こども園10園毎月１回程
度、保護者や地域の方と園児が一緒に園内外の清
掃活動を行う。
（学校教育課）
全ての市立小学校、中学校において、各校の実態
に応じて、ぴかぴかデーを設定し、継続的に「掃
除教育」に取り組む。
※子どもの成長を願う６つの活動として、全小・
中学校で実施している。

5 ○

（こども保育教育課）
公立幼稚園19園、公立こども園10園
園児が自分で身の回りをきれいにする心地よさや
有用感を味わうとともに、地域の人や保護者との
触れ合いの場となった。
（学校教育課）
全市立小・中学校で実施できた。

（こども保育教育課）
公立幼稚園19園、公立こども園10園毎月１回程
度、保護者や地域の方と園児が一緒に園内外の清
掃活動を行う。
（学校教育課）
全ての市立小学校、中学校において、各校の実態
に応じて、ぴかぴかデーを設定し、継続的に「掃
除教育」に取り組む。
※子どもの成長を願う６つの活動として、全小・
中学校で実施している。

こども保育教育課

学校教育課

51 1 2 2 英語指導助手派遣事業
英語指導助手を招致し、高松市立学校に派遣する
ことによって、英語教育の充実を図ります。

市単独

外国語学習への興味づけ、コミュニケーション能
力の育成及び国際理解教育推進を図るため、外国
語指導助手（ＡＬＴ）を市立中学校に配置し、市
内全小・中学校へ派遣している。また、小学校１
年生からの英語教育開始に当たり、全小学校へ英
語指導補助員を派遣している。本市教育振興基本
計画のとおり、ＡＬＴ・英語指導補助員の派遣回
数増加に努めて外国語教育を充実させる。
外国語指導助手・・・19人、英語指導補助
員・・・48校配置

5 ○

　ALTを中学校に配置し、中学校における英語教
育、小学校における外国語活動に対応している。
　中学校新学習指導要領本格実施に伴い、本市外
国語教育の推進を図る上で、中学校区にALTを１
名ずつ配置できたことによりコミュニケーション
活動の充実を図っている。市内各地域での国際交
流における貢献度も高い。

外国語学習への興味づけ、コミュニケーション能
力の育成及び国際理解教育推進を図るため、外国
語指導助手（ＡＬＴ）を市立中学校に配置し、市
内小・中学校へ派遣している。また、小学校１年
生からの英語教育開始に当たり、全小学校へ英語
指導補助員を派遣している。本市教育振興基本計
画のとおり、ＡＬＴ・英語指導補助員の派遣回数
増加に努めて外国語教育を充実させる。
外国語指導助手・・・19人、英語指導補助
員・・・49校配置

学校教育課

52 1 2 2 少人数学級推進事業

小学校の５・６年生において、進路指導や生徒指
導の充実により安定した学校生活の推進を図るた
め、本市独自の教員採用による少人数学級編制を
行い、個に応じた分かる授業を展開し、確かな学
力を育みます。

市単独
【廃止】県において同内容の事業が開始されたた
め、令和３年度をもって本事業を完了した。

学校教育課

53 1 2 2 学校教育推進事業
総合的な学習の時間の充実や地域等の教育力の有
効活用のために、各小・中学校に経費補助を行い
ます。

市単独

小学校　４７校１分校
中学校　２２校１分校
　
研究指定校等（一宮小、古高松中、塩江中）

5 全市立小・中学校で実施できた。

小学校　４７校２分校
中学校　２２校２分校

研究指定校等
（十河小、高松第一中）

学校教育課

6 ページ



令和５年度

事業内容（計画） 評価
ｺﾛﾅ
影響

実績と成果

評価点が１点～３点の場合、
課題と今後の取組方針

事業内容（計画）

令和４年度

担当課
（令和４年度）

通し
番号

施策の体系 事業名 事業概要 事業種類

54 1 2 2 日本語教育推進事業
帰国児童生徒・外国人児童生徒が在籍する小・中
学校に、それぞれの外国語が堪能な者を定期的に
派遣し、日本語指導や相談活動を行います。

市単独

小・中学校に外国から転・編入学した児童・生徒
に、語学面で学校生活に適用できるよう、日本語
指導者を小・中学校に派遣する。
帰国児童等指導援助：月2回程度

4 ○

　日本語指導を必要としている帰国児童生徒・外
国人児童生徒に対する学習や生活についての指導
援助を行う指導者を派遣することにより、日本語
指導の充実を図ることができている。複数の学校
から指導の回数を増やしてほしいとの要望があ
る。

　小・中学校に外国から転・編入学した児童・生
徒に、語学面で学校生活に適用できるよう、日本
語指導者を小・中学校に派遣する。
帰国児童等指導援助：月2回程度

学校教育課

55 1 2 2
教育研究研修事業
（高松市生徒みらい議会）

市議会の仕組みを知り、市政がどのように進めら
れているかについて理解を深めるとともに、郷土
を愛し、地域への関心をもち、将来の有権者とし
てよりよいまちづくりに関わっていく心を育みま
す。（平成29年度より高松第一高校と高松市立中
学校の生徒の代表）

市単独 令和３年度　廃止 学校教育課

56 1 2 2 研究指定校研究推進事業

国・県から研究指定校等事業を受けることで、学
校課題の解決及び学校教育活動の改善・充実を図
るとともに、教職員の資質・能力の向上を図りま
す。

県補助

（県）学力向上モデル校事業（林小、浅野小、香
川第一中）
（県）心の交流事業（庵治中）
（県）ＮＩＥ推進事業（仏生山小、協和中）
（市）「新たな不登校」を生まない「明日も行き
たくなる学校」づくり研究校指定（一宮小、古高
松中）
（市）ゼロカーボンチャレンジ校（仏生山小、塩
江中）

5
各小中学校で実施でき、成果を上げることができ
た。

（県）学力向上モデル校事業（国分寺中、庵治
小、古高松南小）
（県）心の交流事業（桜町中、三渓小）
（県）校内サポートルーム(KSR)研究指定校事業
（山田中、栗林小）
（県）ＮＩＥ推進事業（協和中）
（市）シビック・プライド醸成教育研究指定校
（十河小）
（市）生命(いのち)の教育研究指定校（高松第一
中）

学校教育課

57 1 2 2 小中一貫・連携教育推進事業

市内の全小・中学校において中１ギャップの解消
や9年間を見通した確かな学力や豊かな人間性等
の育成を図るため、小中合同の研修や実践、交流
を行い小中連携教育を充実します。

―

全小・中学校において、次の三つの視点の具現化
を図る取り組みを推進する。
・9年間を見通した系統的な教育課程
・共通の視点で取り組む豊かな交流活動
・小・中学校の教職員の意識改革

5 ○

多くの小・中学校において、教職員の連携を深
め、各学校区の実情に応じて、家庭・地域との連
携も図りながら推進することができた。コロナ禍
による行動制限の影響はあった。

全小・中学校において、次の三つの視点の具現化
を図る取り組みを推進する。
・9年間を見通した系統的な教育課程
・共通の視点で取り組む豊かな交流活動
・小・中学校の教職員の意識改革

学校教育課

58 1 2 2 学校図書館図書整備事業

高松市子ども読書活動推進計画に基づき、学校図
書館図書資料の充実を図り、国の学校図書館用図
書標準に沿った年次計画にて、学校図書館用図書
の整備を図ります。

市単独

小学校（４７校１分校）20,380千円
中学校（２２校１分校）12,539千円

○４校を除いて、学校図書館図書標準100％達成
の見込み（Ｒ５年３月末）

5

令和４年度学校図書館用図書小・中総購入冊
数:18,934冊、総執行額:32,874,930円。
小学校（４７校１分校）購入冊数:11,389冊
執行額:20,370,197円
中学校（２２校１分校）購入冊数:7,545冊　執行
額:12,504,733円

○４校を除いて、学校図書館図書標準100％達成
した。

小学校（４７校２分校）20,493千円
中学校（２２校２分校）12,742千円

○学校図書館図書標準100％達成の見込み
（Ｒ６年３月末）

学校教育課

59 1 2 2 学校図書館活性化推進事業

学校図書館用図書の一層の効果的活用を図るとと
もに、児童生徒の個性を伸ばす教育に資するた
め、学校図書館指導員を学校に配置し、情報提供
等の支援を行います。

市単独

・学校図書館指導員を６２人雇用（１日６時間勤
務）
・全ての学校に、週５日（専任）、または週４～
１日（兼任）の配置

5

学校図書館指導員を配置することにより、図書室
の環境整備が整ってきている。さらに、読み聞か
せやブックトーク等の活動により、児童生徒の読
書意欲が高まり、一人あたりの年間貸し出し冊数
も、平成２２年度は小学校で37.1冊、中学校で
8.4冊であったものが、令和４年度には小学校で
64.5冊、中学校で12.1冊へと順調に伸びている。

・学校図書館指導員を６０人雇用（１日６時間勤
務）
・全ての学校に、週５日（専任）、または週４～
１日（兼任）の配置

学校教育課

60 1 2 2 環境教育推進事業
「香川用水の水資源巡りの旅」（中学生対象）を
実施し、香川用水及び水資源の重要性についての
意識の高揚を図ります。

県支出金 廃止 学校教育課

61 1 2 2 教育文化振興事業

児童生徒の創造力と表現力を育て、情操を高める
とともに、教育文化の振興を図るため、展覧会、
音楽会、児童科学展覧会および科学体験発表会等
を開催します。

市単独

児童生徒の創造力と表現力を育て、情操を高める
とともに、教育文化の振興を図るため、展覧会、
児童科学展覧会および科学体験発表会等を開催す
る。
ただし、小学校音楽会は新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止する。

5 ○

〇展覧会
・展示作品点数1,300点
・入場者数約6000人
〇小学校音楽会は中止
○中学校音楽会
・出場校12校　参加者約320名
〇児童科学展覧会
・出品点数　研究物113点、制作物26点
・入場者数2,718名
〇科学体験発表会
・小学校42校、中学校21校　参加

児童生徒の創造力と表現力を育て、情操を高める
とともに、教育文化の振興を図るため、展覧会、
児童科学展覧会および科学体験発表会等を開催す
る。
ただし、小学校音楽会はサンポート高松が改修中
のため中止する。

学校教育課

62 1 2 2
菊池寛及びその作品から学ぶ
「寛学」事業

偉大な先人の生き方に触れたり、作品を読んだり
する活動を通して、先人を誇りとして感じるとも
に、自らの夢をはぐくみ、高い志をもつことがで
き、ひいては郷土高松を支える人づくりにつなげ
ます。

市単独

文化財課・菊池寛顕彰会と協力して、菊池寛ジュ
ニア賞に寛学部門を設定予定。
（募集期間：７月１日～１０月３１日〔予定〕、
受賞者発表：令和５年２月初旬〔予定〕）

5

文化財課・菊池寛顕彰会と協力して、菊池寛ジュ
ニア賞に寛学部門を設定した。
（募集期間：７月１日～１０月３１日、受賞者発
表：令和５年２月初旬）
菊池寛の業績に触れ、自分の夢や郷土に誇りをも
つことにつながった。

文化財課・菊池寛顕彰会と協力して、菊池寛ジュ
ニア賞に寛学部門を設定予定。
（募集期間：７月１日～１０月３１日〔予定〕、
受賞者発表：令和６年２月初旬〔予定〕）

学校教育課

63 1 2 2 職場見学・体験学習
小・中学校、高校において、企業等への職場見
学・体験学習等を含む進路学習の充実を図りま
す。

市単独

　令和３年度に引き続いて、校外で行われる職場
体験学習は、新型コロナウイルス感染症の感染防
止の観点から、実施校や実施日が減少することが
予想される。職業に関する講話等を校内で実施し
たり、オンラインで職場とつないで学習したりす
る学校が多いと予想される。

2 ○

　令和４年度は、校外で行われる職場体験学習
は、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点
から、実施を見送った学校が多くあった。職業に
関する講話等を校内で実施したり、オンラインで
職場とつないで学習したりする学校が多かった。

新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、感
染症対策を講じながら、コロナ禍以前のような形
での小・中学校、高校において、企業等への職場
見学・体験学習等を含む進路学習の充実を図りた
い。

学校教育課
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64 1 2 2 小学校管理運営事業

小学校のうち、合併協定に基づく対象校、へき地
教育対象校、生徒指導困難校に、教育の充実に資
するため非常勤講師を配置するとともに、各教科
やクラブ活動等において社会人の活用を図る特別
非常勤講師を派遣します。スクールサポートス
タッフの配置により教職員の負担軽減を図りま
す。

市単独
市費講師　7名配置
スクールサポートスタッフ 50校配置

5

小学校のうち小規模校、指導困難校に、教育の充
実に資するため市費講師を配置できた。スクール
サポートスタッフについては、希望があった小学
校に配置することができた。

市費講師　7名配置
スクールサポートスタッフ　50名配置

学校教育課

65 1 2 2 中学校管理運営事業

中学校のうち、合併協定に基づく対象校、へき地
教育対象校、生徒指導困難校に、教育の充実に資
するため非常勤講師を配置するほか、教科指導及
び複式解消のために必要な非常勤講師を配置し、
各教科や総合的な学習の時間等において社会人の
活用を図る特別非常勤講師を派遣します。スクー
ルサポートスタッフの配置により教職員の負担軽
減を図ります。

市単独
市費講師　5名配置
スクールサポートスタッフ　21校配置

5

中学校のうち小規模校、指導困難校に、教育の充
実に資するため市費講師を配置できた。スクール
サポートスタッフについては、希望があった中学
校に配置することができた。

市費講師　5名配置
スクールサポートスタッフ　21名配置

学校教育課

66 1 2 2
高松型学校・地域連携システ
ム推進事業

学校が家庭や地域と連携協力し、一体となって子
どもの健やかな成長を図るため、高松型学校運営
協議会を各小・中学校に設置し、高松型コミュニ
ティ・スクールを推進します。

市単独

学校が家庭や地域と連携協力し、一体となって子
どもの健やかな成長を図るため、高松型学校運営
協議会を各小・中学校に設置し、各校の実態に合
わせた組織づくりの充実を図る。

5 ○

　すべての小・中学校で運営協議会を設置し、各
校校長から協議会委員として推薦を受けた者に対
し、教育長が委嘱・任命している。今後、さらに
各学校が地域の実態に合わせて、組織づくりの充
実を図ることが期待される。

　学校が家庭や地域と連携協力し、一体となって
子どもの健やかな成長を図るため、学校運営協議
会を各小・中学校に設置し、各校の実態に合わせ
た組織づくりの充実を図る。

学校教育課

67 1 2 2 生徒等健康診断事業

児童生徒等の健康の保持増進を図り、学校教育の
円滑な実施とその成果の確保に資することを目的
とし、学校保健安全法に基づき、児童生徒等の健
康診断を実施するとともに、翌年度に小学校に就
学する児童の健康状態等を把握するため、就学時
健康診断を実施します。
また、小児生活習慣病予防検診を小学校の全４年
生及び中学校１年生の抽出者を対象に実施しま
す。

県補助
学校保健安全法第１３条に基づく児童生徒等健康
診断学校保健安全法第１１条に基づく就学時健康
診断

4 ○

児童生徒の健康に関して、学校医等と学校が連携
し、きめ細やかに管理・指導ができている。
また、小児生活習慣病に関して、小・中学校の継
続した管理・指導が実施できているが、更なる受
診率、改善率の向上が必要である。

学校保健安全法第１３条に基づく児童生徒等健康
診断

学校保健安全法第１１条に基づく就学時健康診断
保健体育課

68 1 2 2 学校体育推進事業

児童生徒に広くスポーツ実践の機会を与え、体
力・運動能力向上や基礎体力の養成を図るため、
体育大会等を開催します。
また、大会等に参加することで、児童生徒の相互
の友情を深めるとともに、教職員の体育指導の資
質を高めるなど、体育の充実発展と心身ともに健
全な児童生徒の育成を図ります。

市単独

小学校：・陸上記録会の開催
中学校：高松地区中学校体育連盟大会開催、運動
部活動外部講師・部活動指導員派遣、各種体育大
会（全国・四国・高松地区）への参加生徒輸送補
助等

5 ○
市内小中学校が参加する各種大会に、児童生徒が
参加すること等により、体育の充実発展と心身と
もに健全な児童生徒の育成を図ることができた。

小学校：・陸上記録会の開催

中学校：高松地区中学校体育連盟大会開催、運動
部活動外部講師・部活動指導員派遣、各種体育大
会（全国・四国・高松地区）への参加生徒輸送補
助等

保健体育課

69 1 2 2 学校人権教育推進事業
市立幼稚園・こども園、小学校、中学校、高等学
校に対し、人権教育教員研修会の開催等を行い、
教員の人権教育に対する資質向上を図ります。

市単独
市立幼稚園・こども園、小学校、中学校、高等学
校に対し、人権教育教員研修会の開催等を実施す
る。

4 ○
感染拡大防止対策を行うことにより、研修会を実
施することで、教職員一人ひとりの人権意識の高
揚を図った。

市立幼稚園・こども園、小学校、中学校、高等学
校に対し、人権教育教員研修会の開催等を実施す
る。

人権教育課

70 1 2 2 情報モラル教育推進事業

小学３・４年生対象の情報モラル出前授業を核と
した情報モラル教育推進事業を実施し、家庭での
ルール作りを始め、インターネットに触れ始める
時期の指導に努めます。

市単独

小学３・４年生対象の情報モラル出前授業を核と
した情報モラル教育推進事業を実施し、家庭での
ルール作りを始め、インターネットに触れ始める
時期の指導に努めます。

4 ○

出前授業の実施は37校（78.7%）。市内小・中学
校には、少年育成センターが行う出前授業以外に
も年1回以上情報モラルに関する指導を行うよう
依頼し、他の機関等が実施する出前授業一覧表を
配布した。
授業の理解度は、教員100%、児童90.2%であっ
た。リーフレットの保護者の評価は、参考になっ
たが88.2%で、授業、リーフレットともに一定の
効果があった。

小学３・４年生対象の情報モラル出前授業を核と
した情報モラル教育推進事業を実施し、家庭での
ルール作りを始め、インターネットに触れ始める
時期の指導に努める。

少年育成センター

71 1 2 2 スマート・メディア事業

市立の小・中学生を対象に、各校・各家庭の実態
に応じて、積極的な情報機器の活用を前提とし
て、情報機器（スマートフォン・タブレット・
ゲーム機など）を賢く（スマートに）利用・活用
するために、「スマート・メディアデー（ウィー
ク）」を設定し、生活習慣の見直しや家族の時間
の確保に努め、ネット依存の防止や自己管理能力
の育成とともに温かい家庭づくりにつなげる。

市単独

市立の小・中学生を対象に、各校・各家庭の実態
に応じて、積極的な情報機器の活用を前提とし
て、情報機器（スマートフォン・タブレット・
ゲーム機など）を賢く（スマートに）利用・活用
するために、「スマート・メディアデー（ウィー
ク）」を設定し、生活習慣の見直しや家族の時間
の確保に努め、ネット依存の防止や自己管理能力
の育成とともに温かい家庭づくりにつなげる。

4

情報機器を賢く（スマートに）利用・活用するた
めの「スマート・メディアデー（ウィーク）」を
設定することで、生活習慣の見直しや家族の時間
の確保が図られ、ネット依存の防止や自己管理能
力の育成と温かい家庭づくりつなげることができ
た。

市立の小・中学生を対象に、各校・各家庭の実態
に応じて、積極的な情報機器の活用を前提とし
て、情報機器（スマートフォン・タブレット・
ゲーム機など）を賢く（スマートに）利用・活用
するために、「スマート・メディアデー（ウィー
ク）」を設定し、生活習慣の見直しや家族の時間
の確保に努め、ネット依存の防止や自己管理能力
の育成とともに温かい家庭づくりにつなげる。

少年育成センター

72 1 2 2 情報モラル等指導支援事業

インターネット等の利用に伴う有害情報から児童
生徒を守るため、教職員を対象とした研修会を実
施するとともに、アンケート調査等を通して実態
把握に努め、インターネットの安全利用や有害情
報への適切な対応等に関する意識啓発と実践力の
向上を図ります。

市単独

デジタル・シティズンシップ教育に関わる研修を
初任研等の基本研修で実施する。また、少年育成
センターと連携して、学校の希望に応じた出前講
座を実施する。

4 ○

デジタル・シティズンシップ教育に関わる研修を
初任研等の基本研修で実施した。また、「活用教
材GIGAワークブック高松」を作成し、各校へ配付
することで、児童生徒の情報モラル・セキュリ
ティの育成を図った。また、少年育成センターと
連携して、学校の希望に応じた出前講座を実施し
た。

デジタル・シティズンシップ教育に関わる研修を
初任研等の基本研修で実施する。また、少年育成
センターとも連携し、「活用教材GIGAワークブッ
ク高松」の活用推進を図る。また、少年育成セン
ターと連携して、学校の希望に応じた出前講座を
実施する。

総合教育センター
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73 1 2 2 教育の情報化推進事業

情報教育の充実を図るため、国の整備方針及び
「高松市ICT教育推進計画」に沿って小・中学校
に情報機器を配置するほか、情報モラルに関する
教員の資質や指導力の向上を図ります。

市単独

整備した１人１台端末の積極的な活用を促すため
に、実践事例を広く紹介するとともに、ＩＣＴに
関わる研修を充実させることで、教員のＩＣＴ活
用能力の向上を図る。

4 ○

情報活用能力（高松モデル）育成事業及びGIGA端
末持帰り運用事業において小・中学校5校のモデ
ル校で端末の持帰りを含む学習ツールとしての日
常的な利活用を通して、情報活用能力育成に向け
た実証研究を行い、その成果を教育フォーラム等
で広く紹介した。また、ICTに係る研修やICTサ
ポートスタッフの派遣を通して、教員のICT活用
能力の向上を図った。

国のリーディングDXスクール事業の指定校（下笠
居小・中学校）において、1人１台端末の普段使
いによる先進的な取組を行い、その実践及び成果
の横展開を図る。
昨年度から派遣しているICTサポートスタッフに
加え、ICT支援員を配置し、学校現場での支援を
充実することで、端末活用率及び教員のICT活用
能力の向上を図る。
端末の日常的な持帰り運用を全小・中学校で段階
的に開始し、ICT活用の日常化を図る。

総合教育センター

74 1 2 2 教職員研修事業

経験年数による研修、悉皆（しっかい）研修、希
望研修を開催するとともに、各学校の要望に応じ
た訪問指導を行い、本市教職員の資質や指導力、
及び児童生徒の問題行動の未然防止と解消のため
の実践的な生徒指導能力の向上を図ります。

市単独

本市教職員の資質や指導力、児童生徒の問題行動
の未然防止と解消のための生徒指導能力の向上を
図るため、経験年数による研修、職務に応じた研
修、希望研修をオンラインと対面を併用しながら
開催する。

4 ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、一部集
合研修をオンライン研修に変更したものの、積極
的にICTを活用しながら、新たな研修の在り方を
研究し、実践した。

教職員の学習指導、生徒指導、特別支援教育への
対応、ICT・データ利活用等における資質や能力
の向上を図るため、経験年数や職務に応じた研修
や希望研修等をオンラインと集合を併用しながら
開催する。

総合教育センター

75 1 2 2
幼保小の架け橋プログラムに
関する調査研究事業（再掲）

全ての子どもに学びや生活の基盤をはぐくむこと
を目指し、研究課題を「子どもの学びをつなぐ、
持続可能な保こ幼小連携・接続」とし、架け橋期
のカリキュラムの開発を行い、高松市全ての小学
校区での取り組みを推進する。

国委託

・カリキュラム開発会議開催、コーディネーター
雇用
　講師謝金（コーディネーター・有識者）
　1,193千円
　旅費（小学校教職員）　7千円
　会議費　69千円
　雑役務費（コーディネーター保険料）
　5千円
・いきいきプラン・子どもの学びをつなぐ資料製
本配布
　印刷製本費　　500千円
・教職員の対話・互恵性のある交流のためのタブ
レット等
　消耗品費（タブレット購入費含む）
　2,727千円
　通信運搬費　　999千円

4 ○

・子どもをとりまく関係者で構成する開発会議を
開催し、3校区の開発校区の実践を基に「子ども
の学びをつなぐ連携、接続」のあり方や方法につ
いて協議し、実践した。
・子どもの学びを共有・分析できるツールの開
発、提供を行い、様々な研修等での活用が図られ
た。
・有識者のよるサポートや指導により、開発校区
の接続期カリキュラムの改善が図られた。

・4校区（12施設）を開発校区とし、架け橋コー
ディネーター2名、有識者3名による指導、助言の
もと、各開発校区の接続期カリキュラムの更なる
改善を図る。
・有効なツールや開発校区の取組を各種研修会等
で紹介し、架け橋プログラムの全校区での実施を
推進する。
・開発会議（全体会議、校区別会議、事務局会
議）を開催し、子どもを取り巻く関係部局間での
連携、体制づくりの構築を図る。

総合教育センター

76 1 2 2
伝統的ものづくり学校巡回教
室

高松市の伝統的ものづくりに関する理解と関心を
深め、普及啓発を図るとともに、情操教育の一助
とするため、伝統的ものづくりの職人を希望小中
学校に派遣し、歴史や現状について学んだり、技
術を体験する機会を提供します。

市単独 令和４年度は廃止とする。 令和４年度は、事業を実施しなかった。

次代を担う子どもたちが高松市の伝統的ものづく
りについて理解と関心を深めるとともに、高松の
歴史に根差した伝統的ものづくりに関する教育の
推進、自分の住んでいる都市に対する「誇り」や
「愛着心」の醸成に寄与するため、伝統的ものづ
くりの職人を希望小中学校に派遣し、歴史や現状
について学んだり、技術を体験する機会を提供す
る。

産業振興課

77 1 2 2 学校巡回芸術教室
小中学生の情操教育の一助とし、健全育成に資す
るため、学校巡回形式で生の優良な芸術を鑑賞又
は体験する機会を提供します。

市単独

小・中学生の情操教育の一助として、健全育成に
資するため、学校巡回形式で、生の優良な芸術を
鑑賞し、体験する機会を提供する。
新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じた上
で実施する予定である。
（Ｒ４予定　１０メニュー２０校）

5 ○

毎年開催希望校は多く、一定の効果が認められる
が希望ジャンルに偏りが見られることから、全演
目の魅力が伝わるようなＰＲ方法が課題である。
令和４年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止
に配慮しながら実施し、小・中学生に、生の優良
な芸術を鑑賞し、体験する機会を提供すること
で、文化芸術に対する関心を高めることに寄与し
た。
（Ｒ４実施　１０メニュー２０校）

小・中学生の情操教育の一助として、健全育成に
資するため、学校巡回形式で、生の優良な芸術を
鑑賞し、体験する機会を提供する予定である。
（Ｒ５予定　１０メニュー２１校）

文化芸術振興課

78 1 2 2 学校巡回能楽教室
小中学生の情操教育の一助とし、健全育成に資す
るため、学校巡回形式で生の優良な古典芸能を鑑
賞する機会を提供します。

市単独

小・中学生の情操教育の一助として、健全育成に
資するため、学校巡回形式で、生の優良な芸術を
鑑賞し、体験する機会を提供する。
新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じた上
で実施する予定である。
（Ｒ４予定　３メニュー６校）

5 ○

毎年開催希望校は多く、一定の効果が認められる
が希望ジャンルに偏りが見られることから、全演
目の魅力が伝わるようなＰＲ方法が課題である。
令和４年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止
に配慮しながら実施し、小・中学生に、生の優良
な芸術を鑑賞し、体験する機会を提供すること
で、文化芸術に対する関心を高めることに寄与し
た。
（Ｒ４実施　３メニュー　６校）

小・中学生の情操教育の一助として、健全育成に
資するため、学校巡回形式で、生の優良な芸術を
鑑賞し、体験する機会を提供する予定である。
（Ｒ５予定　３メニュー６校）

文化芸術振興課

79 1 2 2 ものづくりふれあい教室
小中学生を対象に、手づくりでものづくりにチャ
レンジしながら、いかにものが大切かを体験する
機会を提供し、文化の創造に関心を深めます。

市単独

小・中学生を対象に、ものづくりの喜びを体験す
る機会を提供し、ものの大切さ、文化の創造に対
する関心を深めることを目的とする。
新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じた上
で実施する予定である。
（Ｒ４予定　７コース２０校）

5 ○

新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮しなが
ら実施し、小中学生のものづくりに対する好奇心
の向上及び、ものの大切さの体験に寄与した。手
作りの楽しさを通じて文化の創造に関心を深める
機会の提供ができた。
(Ｒ４実施　７コース　１９校)

小・中学生を対象に、ものづくりの喜びを体験す
る機会を提供し、ものの大切さ、文化の創造に対
する関心を深めることを目的とする。
（Ｒ５予定　４コース１３校）

文化芸術振興課
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80 1 2 3 いじめ等対策事業
教育相談等の専門家を学校に派遣し、本人・保護
者・学校への指導援助を行います。

県補助

１２学級以上（特別支援学級は除く）の小学校に
スクールカウンセラーおよびスクールカウンセ
ラーに準ずる者を配置する。
事業に要する経費は県が支出し、その２分の１を
市が負担する。

5 ○

多様な課題を抱える児童に対し、教育相談等の専
門家と情報共有を迅速に行い、チームで対応して
いる。「学校が楽しい」と答える児童が増えた学
校も見られる。課題としては、児童が抱える課題
が多様化、複雑化する中で保護者への支援が必要
となる場合もあり、スクールカウンセラーへの相
談希望が増加している。配置時間を超えての要望
がある場合に、県へ派遣を依頼し、対応してい
く。

１２学級以上（特別支援学級は除く）の小学校に
スクールカウンセラーおよびスクールカウンセ
ラーに準ずる者を配置する。
事業に要する経費は県が支出し、その２分の１を
市が負担する。

学校教育課

81 1 2 3 児童生徒指導推進事業

児童生徒の不登校、いじめ、暴力行為など、問題
行動等の未然防止と解消を図るため、学校教育の
推進に熱意のある人材「ハートアドバイザー」、
中学校に社会福祉士等の資格を有する「スクール
ソーシャルワーカー」、いじめ相談に傾聴する
「いじめ電話相談員」を配置します。

国補助

スクールソーシャルワーカー１５名配置※ハート
アドバイザーは、特別支援教育サポーター、特別
支援教育支援員と統合し、学校生活支援員として
配置。

4

高度に専門的な知識・経験を有するスクールソー
シャルワーカーを活用し、問題行動等の未然防
止、早期発見・早期支援・対応等の充実に努める
ことができた。また、学校生活支援員を配置する
ことで、児童生徒一人一人のニーズに応じた支援
を行うことができた。

スクールソーシャルワーカー１８名配置
学校生活支援員を各校に配置。

学校教育課

82 1 2 3 不登校対策事業

不登校児童生徒を対象とする教育支援センターの
運営及び不登校を考える会等の実施を通して学校
関係者、保護者、関係機関等と連携し、不登校に
関する問題の改善を図ります。
また、教育支援センター「新塩屋町 虹の部
屋」、「みなみ」を運営し、不登校児童・生徒の
社会的自立を目指します。あわせて、不登校や不
登校傾向のある小・中学生に、自宅でＩＣＴを活
用して学習できるシステムを提供します。

市単独

不登校児童生徒を対象とする教育支援センターの
運営及び不登校を考える会等の実施を通して、学
校関係者、保護者、関係機関等と連携し、不登校
に関する問題の改善を図る。
教員を対象に、教育相談担当者研修会を行い、学
校における教育相談体制の向上を図る。
また、教育支援センター「新塩屋町 虹の部
屋」、「みなみ」を運営し、不登校児童・生徒の
社会的自立を目指す。
あわせて、不登校や不登校傾向のある小・中学生
に、自宅でＩＣＴを活用して学習できるシステム
を提供する。

4 ○

教育支援センターへの通室生106名
不登校を考える会　2回
不登校に関する援助推進委員会　2回
ＩＣＴを活用した学習支援システム登録者
114名
カウンセラーによる相談件数　184件

不登校児童生徒を対象とする教育支援センターの
運営及び不登校を考える会等の実施を通して、学
校関係者、保護者、関係機関等と連携し、不登校
に関する問題の改善を図る。
教員を対象に、教育相談担当者研修会を行い、学
校における教育相談体制の向上を図る。
また、教育支援センター「新塩屋町 虹の部
屋」、「みなみ」を運営し、不登校児童・生徒の
社会的自立を目指す。
あわせて、不登校や不登校傾向のある小・中学生
に、自宅でＩＣＴを活用して学習できるシステム
を提供する。
フレンドシップ事業を計画的に開催し、不登校児
童生徒への支援の充実を図る。

総合教育センター

83 1 2 3 社会人権教育推進事業

人権教育市民講座、人権教育研修会の開催、人権
教育指導資料の作成と視聴覚教材の購入等を行
い、市民を対象とした人権教育の推進を図りま
す。

市単独
人権教育市民講座、人権教育研修会の開催、人権
教育指導資料の作成と視聴覚教材の購入等を実施
する。

4 ○
感染拡大防止対策を施しながら、事業を実施した
ものの開催できなかった事業はあるが、参加者の
の人権意識の高揚を図ることができた。

人権教育市民講座、人権教育研修会の開催、人権
問題学習資料の作成と視聴覚教材の購入等を実施
する。

人権教育課

84 1 2 3 人権啓発活動事業

人権をテーマとした公演やパネル展、幼児・児童
生徒・保護者・企業等によるステージ発表などを
内容とするイベントを開催し、広く市民の人権意
識の高揚を図ります。

市単独

スマイルフェスティバルinたかまつを開催する。
（予定）
・令和５年１月２２日（日）
・ミューズホール（香川県教育会館）

4 ○
感染拡大防止対策のうえで実施し、参加者の人権
意識の高揚を図った。

スマイルフェスティバルinたかまつを開催する。
（予定）
・令和６年１月２８日（日）
・レクザムホール（香川県県民ホール）

人権啓発課

人権教育課

85 1 2 3 人権啓発推進事業
「高松市人権擁護に関する条例」等の啓発推進、
関係団体への参画、人権相談を行います。

市単独
国委託

・人権・同和問題啓発講座開催　１回
・ハンセン病啓発活動 講演開催（委託）　１回
・人権フェスティバル開催(委託）
・人権啓発活動
・啓発用雑誌購読
・人権啓発団体加入負担金
・人権啓発推進員研修会開催
・ハンセン病を正しく理解するパネル
・作品展
・高松市人権施策推進懇談会開催

3 ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の
事業を規模の縮小及び開催方法を変更して開催
し、参加者の人権意識の高揚を図った。
・人権・同和問題啓発講座開催　オンラインで実
施
・ハンセン病啓発活動 講演開催１回（委託）
・人権フェスティバル開催(委託）　規模縮小で
実施
・人権啓発活動
人権啓発用パンフレット等作成、購入、配布
人権の花運動（小学校６校、花・鉢等の配布）
（委託）
・啓発用雑誌購読
・人権啓発団体加入負担金（人権尊重都市たかま
つ市民会議ほか３団体）
・人権啓発推進員研修会開催
・ハンセン病を正しく理解するパネル・作品展
・高松市人権施策推進懇談会開催

・人権・同和問題啓発講座開催　１回
・ハンセン病啓発活動 講演開催（委託）　１回
・人権フェスティバル開催(委託）
・人権啓発活動
・啓発用雑誌購読
・人権啓発団体加入負担金
・人権啓発推進員研修会開催
・ハンセン病を正しく理解するパネル・作品展
・高松市人権施策推進懇談会開催

人権啓発課

86 1 2 3
子どもの権利の普及・啓発事
業

子どもの基本的人権を尊重し、擁護するため、人
権啓発課、文化センター・児童館等で、各種行事
に合わせて人権啓発用パンフレット等を配布する
など、多様な普及・啓発活動を実施します。

市単独
・人権啓発活動（人権啓発課、文化センター・児
童館等で、また、行事に合わせ、人権啓発用パン
フレット等を配布）

4

人権啓発課、文化センター・児童館のほか、行事
にあわせてパンフレット等を配布し、人権意識の
高揚を図った。
・人権啓発活動（人権啓発課、文化センター・児
童館等で、また、行事に合わせ、人権啓発用パン
フレット等を配布）

・人権啓発活動（人権啓発課、文化センター・児
童館等で、また、行事に合わせ、人権啓発用パン
フレット等を配布）

人権啓発課

87 1 2 3 各種相談事業
子どもの基本的人権を尊重し、擁護するため、人
権啓発課、文化センター・児童館で随時、人権相
談を実施します。

市単独
・人権相談事業（人権啓発課、文化センター・児
童館で随時実施）

4

人権啓発課、文化センター・児童館において、随
時人権相談を受けており、必要に応じて関係機関
につなぐなど、適切に対応した。
・人権相談事業（人権啓発課、文化センター・児
童館で随時実施）

・人権相談事業（人権啓発課、文化センター・児
童館で随時実施）

人権啓発課
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令和５年度

事業内容（計画） 評価
ｺﾛﾅ
影響

実績と成果

評価点が１点～３点の場合、
課題と今後の取組方針

事業内容（計画）

令和４年度

担当課
（令和４年度）

通し
番号

施策の体系 事業名 事業概要 事業種類

88 1 2 4 平和啓発推進事業

戦争の悲惨さと平和の尊さを訴え、平和意識の啓
発・普及を図るため、「平和を語るつどい・憲法
記念平和映画祭」、「高松市戦争遺品展」、「教
職員のための平和教育講演会」等の行事を開催し
ます。また、こどもたちが戦争を知り、自ら平和
について考える場を提供するため、こども未来館
学習と連携して、市内の小学校４年生などを対象
に平和学習を実施します。

市単独

・平和を語るつどい
・憲法記念平和映画祭
・高松空襲展
・高松市戦争遺品展
・原爆パネル展
・教職員のための平和教育講演会
・収蔵品巡回展
・小中学生のための平和講演会
・平和学習（小学４年生対象）

4 ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の
事業を規模の縮小及び開催方法を変更して開催
し、参加者の人権意識の高揚を図った。
・平和を語るつどい・憲法記念平和映画祭開催
定員８０名で実施
・教職員のための平和教育講演会　香東中学校か
らオンラインで実施
・小中学生のための平和講演会　校内放送室より
オンラインで実施
・平和学習（小学４年生対象）を実施

・平和を語るつどい・憲法記念平和映画祭
・高松空襲展
・高松市戦争遺品展
・原爆パネル展
・教職員のための平和教育講演会
・収蔵品巡回展
・小中学生のための平和講演会
・平和学習（小学４年生対象）

人権啓発課

89 1 2 4
夏休みこども講座「親子体験
教室　公文書館ってどんなと
ころ？」

公文書館や所蔵資料への関心を高め、その意義を
認識し理解を深めるとともに、施設や資料の利用
促進を図ることを目的に、夏休みに親子対象の体
験教室を通じ、公文書館等への理解を推進しま
す。

市単独

公文書館や所蔵資料への関心を高め、その意義を
認識し理解を深めるとともに、施設や資料の利用
促進を図ることを目的に、夏休みに親子対象の体
験教室を開催するなど、企画展や巡回展等通じて
子どもたちへ公文書館への理解や関心を深めても
らえるような取組を推進します。

夏休みこども講座「親子見学ツアー　今年も！
公文書館のひみつ♪み～っけ！！」
①ミステリーツアー　～探険！公文書館のナゾを
調べよう～
②公文書館ＤＥお仕事体験！
③親子で作ろう！和綴じ本＆夏の思ひ出
①～③のコースから選択し、親子体験を実施。

８月１日～５日（毎日午前午後の各１回１組程度
での館内体験ツアー）

5 ○

 令和４年８月１日～５日の５日間の午前・午後
１時間３０分ずつの開催となった。新型コロナウ
イルス感染予防の観点から各回１組までの定員を
設けたが、合計９組２１名の参加となり、前年度
より参加者が４名増となった。
 「ミステリーツアー」「お仕事体験」「和綴じ
本制作」の３つのコースから選択してもらい、小
さい子どもから大人まで楽しんでいただける内容
を構成した。公文書館の概要、収蔵している文書
の種類、文書の保存方法等を、子ども向けの展示
や体験を通して紹介することにより理解や関心を
深めてもらい、御好評をいただいた。

令和５年度高松市公文書館親子体験教室「夏休み
企画☺公文書館で　夏活しよっ！！」

７月２４日～２８日の５日間で午前・午後の２部
構成で開催します。

・午前の部（10：00～12：00）
「ミステリーツアー　～探険！公文書館のナゾを
調べよう～」
公文書館内の仕事場を探険し、親子で公文書館の
ナゾを解明しながら、施設の概要や仕事内容を知
ることができます。

・午後の部（13：30～15：30）
「公文書館　de　お仕事体験！」
１日こども学芸員として、実際に学芸員が行って
いる仕事を体験し、展示づくり等を学ぶことがで
きます。

総務課（公文書館）

90 1 2 4 こども未来館学習体験事業

子どもの興味や関心、夢を育むことを目的とし
て、こども未来館学習（市内の小学４年生など）
やチャレンジ教室、体験プログラム（アート、科
学等）、プラネタリウム投影を実施します。

市単独

新型コロナウイルス感染症防止対策を行い、こど
も未来館学習、チャレンジ教室、体験教室を実施
する。プラネタリウムは定員を削減するなど対策
を図りつつ実施している。

4 ○

・こども未来館学習 (63校) 4,768人
・チャレンジ教室122人
・科学・アート体験教室 2,568人
・プラネタリウム投影 17,317人
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体験
教室等は定員を設けた上で実施した。未来館学習
では、目標の1.2倍を超える人が学習体験を行っ
た。

子どもの興味や関心、夢を育むことを目的とし
て、こども未来館学習、チャレンジ教室、体験教
室を実施する。プラネタリウム投影は定員を通常
に戻して実施する。

こども未来館

91 1 2 4
こども未来館わくわく体験事
業

こども未来館での様々な体験を通じて、子どもた
ちの夢を広げることを目的として、公募プログラ
ム等を開催するとともに、開館記念日の１１月２
３日には、こども未来館まつりを開催します。

市単独
公募プログラムをはじめ、こども未来館まつり、
遊び体験プログラムを実施する。

4 ○

・公募プログラム　1,590人
・こども未来館まつり　492人
・遊び体験プログラム等　2,057人
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定
員を設けた上で実施したが、目標値を超える人が
参加した。

公募プログラムをはじめ、こども未来館まつり、
遊び体験プログラムを実施する。

こども未来館

92 1 2 4 環境学習活動事業

環境問題への意識啓発や環境に関する基本的知識
の向上を図るため、環境ワークショップ（館内講
座）の実施や環境情報の提供を行うとともに、環
境学習支援事業（出前事業）や自然観察体験事業
を実施します。

市単独

環境問題への意識啓発や環境に関する基本的知識
の向上を図るため、環境ワークショップ（主催講
座）、自然観察体験事業を実施し、環境情報の提
供を行うとともに、環境学習支援事業（出前講
座）の実施を支援する。

4 ○

環境学習講座講座の実施回数や同講座への参加者
数は令和３年度より増加したが、新型コロナウイ
ルス感染防止対策を講じたこともあり、目標値に
は達しなかったが、参加した市民を通して環境意
識の向上は図られている。（Ｒ４年度目標：環境
学習講座参加者数２，３５０人→実績１，７６０
人）

環境問題に対する市民意識の高まりに対応すると
ともに、ゼロカーボンシティの実現に向けて、よ
り一層の意識啓発を行う必要があるため、環境学
習講座を開催し環境意識の向上を図る。（Ｒ５年
度目標：環境学習講座参加者数２，４００人）

環境総務課

93 1 2 4
南部クリーンセンター環境学
習事業

自主企画事業である「施設見学・リサイクル工作
会」では、七宝焼や円盤ホバークラフトなどの多
彩なメニューのリサイクル工作を実施するほか、
ＮＰＯを活用した「親子工作会」を開催します。
また、一般の施設見学や小学４年生の「環境学
習・施設見学」の際には、紙すきの体験講座を実
施します。

市単独

・夏（冬）休み親子工作会（ＮＰＯ）８回開催予
定
・夏休み親子施設見学とリサイクル工作会（自主
企画事業）９回開催予定
・祝日の親子工作会及び見学会　５回開催予定
・環境標語コンクールの実施

4 ○

・夏休み親子工作会（ＮＰＯ）８回実施
・夏休み親子施設見学とリサイクル工作会（自主
企画事業）９回実施
・祝日の親子工作会及び見学会　３回実施

　今後も、新型コロナウイルス感染症対策を講
じ、参加者の安全性を確保して利用者数の増加を
目標とし、環境学習事業を実施する。

・夏（冬）休み親子工作会（ＮＰＯ）１０回開催
予定
・夏（冬）休み親子施設見学とリサイクル工作会
（自主企画事業）１２回開催予定
・祝日の親子工作会及び見学会６回開催予定
・環境標語コンクールの実施

南部クリーンセンター

94 1 2 4
伝統的ものづくり夏休み親子
体験教室

高松市の伝統的ものづくりに関する理解と関心を
深める普及啓発を目的として、子どもの夏休みの
宿題が一つ完成できるような、親子でのワーク
ショップを開催します。

市単独

小学生親子を対象に地域の歴史と合わせて発達し
た高松市の伝統的ものづくりの理解と関心を深め
る普及啓発を目的とし、講師を招いて伝統的もの
づくりを実体験できる機会を提供する。

4

夏休みの期間中、市内在学の小学生親子を対象
に、伝統的ものづくりの職人等を講師として、讃
岐のり染、菓子木型、讃岐かがり手まり、組手障
子、盆栽及び保多織の体験教室を開催した。
開催講座：６コース（各コース午前・午後の２
回）
参加者数：２７０名

小学生親子を対象に、地域の歴史と合わせて発達
した高松市の伝統的ものづくりの理解と関心を深
める普及啓発を目的とし、講師を招いて伝統的も
のづくりを実体験できる機会を提供する。

産業振興課

95 1 2 4 水産教室事業 水産教室を定期に開催します。 県補助
水産教室　年4回開催（10～12月）
累積参加者　大人100人　子ども100人
魚のつかみ取り等、漁業体験講座の開催。

5 ○
水産教室　年5回開催（魚のつかみ取り）
参加者674人

水産教室　年４回開催（魚のつかみ取り）
参加者予定者　約700人

農林水産課

96 1 2 4 親子農業体験教室 親子農業体験教室を定期に開催します。 市単独

親子農業体験教室　年3回開催（7月(2回)、11
月）
参加者：親子90人
農作物の収穫体験、料理教室、食育講座の開催。

5 ○

親子農業体験教室　年3回開催（7月(2回)、11
月）
参加者：親子90人
農作物の収穫体験、料理教室、食育講座の開催。

親子農業体験教室　年3回開催（7月、8月、11
月）
参加者：親子90人
農作物の収穫体験、料理教室、食育講座の開催。

農林水産課
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97 1 2 4 親子おにぎり教室 親子おにぎり教室を定期に開催します。 市単独
新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中
止する。

1 ●
新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度
に引き続き事業を中止した。

事業の見直しを行った結果、中止することとし
た。

農林水産課

98 1 2 4 市場ＤＥ自由研究

夏休み期間中に卸売市場において、せりの見学や
講義、体験学習を通じて、市場の機能や流通のし
くみ等について理解を深める機会を提供するとと
もに、夏休みの自由研究の題材として役立てても
らいます。

市単独

花き部：7月18日7：30～10：30
　　　　8月19日7：30～10：30
        参加者数：各12組24人
青果部：7月23日6：30～9：30
　　　　7月30日6：30～9：30
        参加者数：各11組22人
水産物部：7月23日5：45～9：00
　　　　　7月30日5：45～9：00
          参加者数：各13組26人
計6回72組144人で開催予定

4 ○

花き部：7月18日7：30～10：30
　　　　8月19日7：30～10：30開催中止
青果部：7月23日6：30～9：30開催中止
　　　　7月30日6：30～9：30開催中止
  水産物部：7月23日5：45～9：00開催中止
　　　　　　7月30日5：45～9：00開催中止計1回
9組18人で開催
※新型コロナウイルス感染症の影響により、事業
の一部について開催を中止した。

花き部：8月18日7：30～10：30
　　　　8月25日7：30～10：30
        参加者数：各12組24人
青果部：7月22日6：30～9：30
　　　　7月29日6：30～9：30
        参加者数：各11組22人
水産物部：7月22日5：45～9：00
　　　　　7月29日5：45～9：00
          参加者数：各13組26人
計6回72組144人で開催予定

市場管理課

99 1 2 4 卸売市場見学
学校単位での小中学生や子ども会等による市場見
学を受け入れ、せり見学や体験学習を実施しま
す。

市単独
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、見
学の受け入れを中止しており、今後の実施につい
ては未定。

4 ○
R4.9月から小学校等の教育機構・その他団体を対
象とし、市場見学の受け入れを一部再開

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴いR5.5
月より一般の市場見学の受け入れを再開

市場管理課

100 1 2 4 ０才からのコンサート

乳幼児とその保護者（妊婦さんを含む）を対象
に、瀬戸フィルアンサンブルによる、お子さんと
一緒に楽しめるクラシックコンサートを開催しま
す。

市単独

引き続き事業を継続し、より多くの市民が音楽に
触れる機会を提供する。
新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じた上
で実施する予定である。
（Ｒ４予定　６月、９月、１２月、３月）

5 ○

毎年、アンケートで高い満足度を得ており、市民
の人気・評価が高い事業として根付いている。
令和４年度は新型コロナウイルス感染症の影響に
より、開催時期や会場の変更、開催を中止した公
演もあったが、拡大防止に配慮しながら実施し、
乳幼児をもつ保護者へのひとときの安らげる時間
を提供するほか、乳幼児には幼い頃から音楽に触
れる機会を提供し、音楽文化の創造に関心を深め
ることに寄与した。
（Ｒ４実施　６・１２・３月（３回））
また、電話受付及び先着順としていた申込受付を
フォーム受付及び抽選による方法に改善し、鑑賞
申込の機会均等を図ることができた。

引き続き事業を継続し、より多くの市民が音楽に
触れる機会を提供する。
（Ｒ５予定　７・１０・１２・３月）

文化芸術振興課

101 1 2 4 親子文化財教室

文化財を身近に感じ、体験等を通じて後世へ継承
していこうという意識を親子で共有することを目
的として、小・中学生とその保護者を対象に、親
子で郷土の歴史・民俗や文化を学習します。

市単独

①草木染めを体験しよう！(夏季)
8月5日　午前午後２部制　８組程度
②しめなわ飾りを作ろう！(冬季)
日程未定　午前午後２部制　募集人数未定

3 ○

①午前3組(7名)、午後6組(16名)の計9組(23名)が
参加。
②午前7組(18名)、午後11組(39名)の計18組(57
名)が参加。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、
定員を会場収容人数の50%程度とし、前年度と同
様に午前・午後の２部制を取り入れたが、実施に
相応しい広い会場の確保ができなかったことや、
直前でのキャンセルが相次いだため、前年度の実
績を下回る結果となった。
今後は、実施に相応しい広い会場の確保に努め、
新型コロナウイルス感染症対策が緩和状況等を勘
案しつつ実施していく。

①草木古代染めを体験しよう！(夏季)
 ８月９日　午前午後２部制　８組程度
②しめなわ飾りを作ろう！(冬季)
 日程未定　午前午後２部制　募集人数未定

文化財課

102 1 2 4
夏休みに郷土高松の歴史を探
ろう

夏休みに郷土高松の歴史研究を計画している小・
中学生のため、現地見学・収蔵資料活用等によ
り、郷土の歴史をわかりやすく楽しく学び、自分
の力で成果物を作り上げる場となる講座を開催し
ます。

市単独

歴史資料館夏休み子ども歴史講座（探検！桜御
門）
実施日：7月30日
参加者：10名

5 ○

歴史資料館夏休み子ども歴史講座（探検！桜御
門）
実施日：8月6日
参加者：20名
夏休みに行う子ども向け講座として定着してお
り、今後も講座内容の充実や積極的な広報活動に
努めていく。

歴史資料館夏休み子ども歴史講座（『かわいい』
をあつめよう）
実施日：7月26日　午前午後２部制
参加者：各10名

文化財課

103 1 2 4
教育普及事業（伝統文化教
室、各種講座の開催）

伝統文化の継承や古代の人たちの生活・知恵を学
び、ものづくりの楽しさを体験し、郷土の文化や
歴史を学ぶことができる場となる講座を開催しま
す。

市単独

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、引き続き通常年度より講座開催数を減らして
実施予定。
・古代文化体験講座
天平衣装体験・草木染め体験などの古代体験学習
を行う。
開催予定回数：8回、参加者：160人程度
・伝統文化子ども筝教室
邦楽（筝）を通して、日本の伝統文化を学び、実
践発表を行う。
開催予定回数：20回、参加者：180人程度
・こども茶華道教室
華道・茶道を学び、最終日には茶会でお点前を披
露する。
開催予定回数：10回、参加者：200人程度

4 ○

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、引き続き通常年度より講座開催数を減らして
実施したが、各講座とも各館における人気講座と
して定着しており、伝統文化を学ぶ場として今後
も講座内容の充実に努めていく。
・古代文化体験講座
天平衣装体験・草木染め体験などの古代体験学習
を行う。
開催回数：7回、参加者：105人
・伝統文化子ども筝教室
邦楽（筝）を通して、日本の伝統文化を学び、実
践発表を行う。
開催回数：20回、参加者：321人
・こども茶華道教室
華道・茶道を学び、最終日には茶会でお点前を披
露する。
開催回数：8回、参加者：288人

・古代文化体験講座
天平衣装体験・草木染め体験などの古代体験学習
を行う。
開催予定回数：7回、参加者：120人程度
・伝統文化子ども筝教室
邦楽（筝）を通して、日本の伝統文化を学び、実
践発表を行う。
開催予定回数：20回、参加者：180人程度
・こども茶華道教室
華道・茶道を学び、最終日には茶会でお点前を披
露する。
開催予定回数：10回、参加者：200人程度

文化財課
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104 1 2 4 常設展・企画展無料開放

子どもにも親しみやすいロビー展示・歴史クイズ
の実施などを通じて、高校生以下の来館を促しま
す。
児童生徒の学習に資するため、各資料館において
高校生以下の観覧料を無料とします。（香南歴史
民俗郷土館は、すべて観覧料無料）

市単独

子どもにも親しみやすいロビー展示・歴史クイズ
の実施などを通じて、高校生以下の来館を促す。
・高校生以下来館者数：2,800人程度（歴史：500
人、国分寺：200人、石民：1,800人）
・歴史クイズ参加者数：100人程度

3 ○

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和
３年度に引き続き歴史クイズの開催は中止した。
今後も、子どもにも親しみやすいロビー展示・歴
史クイズの実施などを通じて、高校生以下の来館
を促す。
・高校生以下来館者数：2,622人（歴史：704人、
国分寺：293人、石民：1,625人）

子どもにも親しみやすいロビー展示・歴史クイズ
の実施などを通じて、高校生以下の来館を促す。
・高校生以下来館者数：2,800人程度（歴史：500
人、国分寺：200人、石民：1,800人）
・歴史クイズ参加者数：100人程度

文化財課

105 1 2 4 親子で楽しむ朗読劇
菊池寛の児童読物を朗読劇や語りで公演を行いま
す。

市単独

前年度に引続き、朗読劇「菊池寛劇場」を、令和
５年３月上旬頃にサンクリスタル高松３階視聴覚
ホールにて開催予定。菊池寛の児童読物等を朗読
劇や語りで公演を行う計画。

4 ○

・菊池寛劇場
・令和5年3月5日（日）13:30～15:30
・入場者数　110人
・菊池寛の名作の朗読や語りで公演を行い、菊池
寛の作品に親しむ機会を提供できた。

前年度に引続き、朗読劇「菊池寛劇場」を、令和
６年３月上旬頃にサンクリスタル高松３階視聴覚
ホールにて開催予定。菊池寛の児童読物等を朗読
劇や語りで公演を行う計画。

文化財課

106 1 2 4
教育普及事業（埋蔵文化財セ
ンター体験学習）

体験学習を通して、ものづくりの楽しさを教える
とともに、郷土の文化や原始古代の技術に触れる
機会を提供します。
・低融点合金を用いた鋳造体験
・樹脂粘土を用いた瓦製作体験
・軟石による勾玉製作体験
・土器焼き及び製作土器による炊飯体験

市単独

鋳造体験　　　　　　50人
瓦製作体験　　　　　15人
勾玉づくり体験　　　50人
消しゴム製作体験　　15人
主催・出前講座　　　50人
研磨体験キット　　 120人
新型コロナウイルス感染症対策を講じながら実施
する。主催講座の目標数を令和２年度目標の２分
の１に、研磨体験キットの目標を令和３年度実績
と同程度で計画している。

4 ○

鋳造体験(研磨体験キット含む)　　　133人
瓦製作体験　　　　　5人
勾玉づくり体験　　　78人
消しゴム製作体験　　3人
主催・出前講座　　　129人
主催・出前講座の目標数を令和２年度の2分の１
に設定したが、２年度目標数と同数になった。鋳
造体験についても目標数に近い人数とすることが
できた。

鋳造体験（研磨体験キットを含む） 150人
瓦製作体験　　　　　　　　　　　　10人
勾玉づくり体験　　　　　　　　　　80人
軽視ゴム製作体験　　　　　　　　　10人
主催・出前講座　　　　　　　　　 130人
　コロナ禍からの回復が見込まれ、体験学習の増
加が見込めるが、昨年度と同様の計画で進める。

文化財課

107 1 2 4 サンクリスタル学習事業
学校教育との連携を図り、市内小学生を対象とし
てサンクリスタル学習（歴史資料館・菊池寛記念
館・中央図書館の３館合同学習）を実施します。

市単独

・サンクリスタル学習の実施
期間：6月～2月（予定）
参加校：市内小学校（高学年対象）
・中央図書館では、所蔵本の配置構成や利用（貸
出・返却・レファレンス等）の仕方などについて
説明し、新規に利用者カードをつくって実際に本
を借りてもらうなど、今後の図書館利用につなが
る学習を行う。

4 ○

新型コロナウイルス感染症対策を講じて、サンク
リスタル学習の補助学習として当日午後に実施し
ている屋島学習を再開した。また、新型コロナウ
イルス感染症の影響で１校が学習中止となった。

サンクリスタル学習の実施
期間：6月～2月（予定）
参加校：市内小学校（高学年対象）
・中央図書館では、所蔵本の配置構成や利用（貸
出・返却・レファレンス等）の仕方などについて
説明し、新規に利用者カードをつくって実際に本
を借りてもらうなど、今後の図書館利用につなが
る学習を行う。

中央図書館

文化財課

108 1 2 4 親子下水道教室

市民から信頼され、親しまれる下水道事業を目指
すため、小学４年生以上の児童と保護者を対象と
して、下水処理場の見学や下水道に関する様々な
実験を実施します。

市単独
市内在住の小学４年生以上の児童と保護者を対象
に、下水処理施設の見学を実施。

4 ○

市内在住の小学４年生以上の児童と保護者を対象
に、ポンプ場の工事現場を見学。
（※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点
から、施設見学は行わず、工事現場の見学（現地
集合解散）のみとし、見学時間を短縮した。）

見学可能な工事現場がないため、令和５年度は実
施しないこととした。
（施設見学は、下水道施設課が別途実施予定。）

下水道経営課

109 1 2 4 水環境出前講座

市内の小学校の児童を対象に、下水道や浄化槽の
役割と水環境について、興味や関心を持ち、楽し
く学んでもらうため、実験等の体験学習を実施し
ます。

市単独

市内の小学校の児童を対象に、下水道や浄化槽の
役割と水環境について、興味や関心を持ち、楽し
く学んでもらうため、実験等の体験学習を実施し
ます。

4 ○
申請のあった７校の小学校において出前講座を実
施し、下水道や浄化槽の役割と水環境について興
味や関心を持ってもらうことができた。

市内の小学校の児童を対象に、下水道や浄化槽の
役割と水環境について、興味や関心を持ち、楽し
く学んでもらうため、実験等の体験学習を実施し
ます。

下水道業務課

110 1 2 4 下水道施設見学
下水道事業への理解と関心を深めるため、下水道
のしくみや役割等を学習する機会を提供します。

市単独
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中
止した。

3 ○

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観
点から中止していたが、香川県の対処方針の段階
が引き下げられた期間は一時再開した。
　今後、新型コロナウイルス感染症対策を講じ、
参加者の安全性を確保して、下水道事業に関する
学習機会の提供に努める。

　下水道事業への理解と関心を深めるため、下水
道のしくみや役割等を学習する機会を提供する。
　・施設見学
　・ビデオ鑑賞
　・実験　など

下水道施設課

111 1 2 4
早明浦湖水祭「四国の子ども
交歓会」及び高松・嶺北子ど
も交歓会

高松の水源地である早明浦ダム流域の嶺北４か町
村の子どもと高松の子どもが、水の大切さや有効
利用を学ぶとともに、それぞれの地域の特性を生
かした体験活動を通じ、交流を深め、健康で明る
い子どもの成長に資するため、交歓会を実施しま
す。
（高松市子ども会育成連絡協議会との共催事業）

市単独 令和４年度から事業廃止 生涯学習課

112 1 2 4 高松市きっずの森事業
高松市の概要を始め、講座情報や体験学習、遊び
場の情報などを、ホームページを通して情報提供
し、子どもの健全育成を図ります。

市単独
子ども向けホームページ「きっずの森」の開設
（情報更新・管理）

4

幅広くイベントの抜粋をし、内容豊富な子ども向
けイベントの掲載ができた。
アクセス数向上のため、広報高松において、ホー
ムページの紹介やＱＲコードの掲載を行った。
引き続き、子どもがホームページにアクセスしや
すいよう、子ども向け施設にちらしを配置するな
ど効果的な取組を実施していく予定。
きっずの森アクセス数　101,617件

子ども向けホームページ「きっずの森」の開設
（情報更新・管理）

生涯学習課

113 1 2 4 蔵書情報提供事業

図書館情報システムにより、パソコン・携帯電
話・ＯＰＡＣによる蔵書検索・予約のほか、子ど
も向けホームページ等情報提供機能を通じて、各
種情報を提供します。

市単独

図書館情報システムにより、パソコン・携帯電
話・ＯＰＡＣによる蔵書検索・予約のほか、子ど
も向けホームページ等情報提供機能を通じて、各
種情報を提供する。

4

パソコンや携帯電話・ＯＰＡＣを経由した図書等
の予約は、全予約数の90％を超えており、利用者
の利便性の確保と図書館サービスの向上につな
がっている。

図書館情報システムにより、パソコン・携帯電
話・ＯＰＡＣによる蔵書検索・予約のほか、子ど
も向けホームページ等情報提供機能を通じて、各
種情報を提供する。

中央図書館

114 1 2 4
保育体験学習事業（認定こど
も園・幼稚園）

少子化に対応するため、次代を担う子どもが家庭
を持つことの意義を理解できるよう、小学・中
学・高校・大学生が、保育体験を行う機会を提供
し、教育・啓発を行います。

市単独

公立幼稚園19園、公立こども園10園
地域の小学・中学・高校・大学生が、家庭を持つ
ことの意義を理解できるよう、子育ての体験の機
会を提供する。

5 ○

公立幼稚園19園、公立こども園10園
地域の小学・中学・高校・大学生が来て、園児た
ちと一緒に様々な遊びを楽しんだり触れ合うな
ど、双方にとって有意義な機会となった。

公立幼稚園19園、公立こども園10園
地域の小学・中学・高校・大学生が、家庭を持つ
ことの意義を理解できるよう、子育ての体験の機
会を提供する。

こども保育教育課

学校教育課
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115 1 2 4
保育体験事業（保育所・認定
こども園）

小学・中学・高校・大学生が、男女の別なく、子
育ての方法や喜びを体得できるよう、子育ての体
験の機会を提供します。

市単独

公立保育所18か所、公立こども園10園
地域の小学・中学・高校・大学生が、男女の別な
く、子育ての方法や喜びを体得できるよう、子育
ての体験の機会を提供する。

5 ○

公立保育所18か所、公立こども園10園
地域の小学・中学・高校・大学生が乳幼児との触
れ合いを通して、子育ての喜びを感じたり、保育
の仕事に興味を持ったりするなど、双方にとって
有意義な機会となった。

公立保育所18か所、公立こども園10園
地域の小学・中学・高校・大学生が、男女の別な
く、子育ての方法や喜びを体得できるよう、子育
ての体験の機会を提供する。

こども保育教育課

116 1 2 4
年長児童の赤ちゃん出会い・
ふれあい交流事業

家庭での親子のふれあいや地域における様々な人
との出会い・コミュニケーションを活性化し、児
童の健全な育成及び次代の親づくりを推進するた
め、年長児童(中学生)を対象に、乳幼児や保護者
と出会い・ふれあい・交流する場を提供し、赤
ちゃんとのかかわり方の学習及び乳幼児の安全な
抱き方・遊び方などの体験学習を行います。

市単独

希望した中学校13校の学年全クラスの生徒を対象
に、乳幼児や保護者との出会い・ふれあい・交流
する場を提供し、体験学習を行う。
ただし、新型コロナウイルス感染症の感染防止の
観点から、感染対策を徹底した上での学校での直
接的な交流と触れ合いに加えて、実施団体が運営
する施設等と学校とを繋いだオンライン形式や、
動画等の視聴による講義形式により、保護者から
子育てに関する体験談を聞き、かつ生徒から質問
の機会を設ける双方向性のある交流を行う。

4 ○

希望した中学校13校の学年全クラスの生徒を対象
に、乳幼児や保護者との出会い・ふれあい・交流
する場を提供し、体験学習を行った。ただし、新
型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、
学校での直接的な交流と触れ合いに代えて、実施
団体が運営する施設等と学校とを繋いだオンライ
ン形式や、動画等の視聴による講義形式により、
保護者から子育てに関する体験談を聞き、かつ生
徒から質問の機会を設ける双方向性のある交流を
行った。

希望した中学校17校の学年全クラスの生徒を対象
に、乳幼児や保護者との出会い・ふれあい・交流
する場を提供し、体験学習を行う。

子育て支援課

117 1 2 4
スポーツレクリエーションイ
ベント開催事業

（公財）高松市スポーツ協会など関係団体で構成
する高松市民スポーツ・レクリエーション組織委
員会において、「高松スポーツカーニバル」「ト
リムの祭典」「高松スポーツ・健康感謝祭」など
を実施します。

市単独

スポーツイベント開催
参加者数　約２０，０００人

高松スポーツカーニバル、トリムの祭典、高松ス
ポーツ・健康感謝祭

3 ○

スポーツイベント開催
参加者数　約６，３００人
・高松スポーツカーニバル　0人(新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、中止)
・トリムの祭典　約4,000人
・高松スポーツ・健康感謝祭　約2,300人

スポーツイベント開催
参加者数　約２０，０００人

高松スポーツカーニバル、トリムの祭典、高松ス
ポーツ・健康感謝祭

スポーツ振興課

118 1 2 4 美術展覧会事業

年間を通じて、高松市美術館においては、５展程
度の特別展と４期程度の常設展を、塩江美術館で
は８展程度の企画展と３期程度の常設展を開催す
る中で、効果的に子どもや家族連れにも楽しめる
ような企画をしたり、親子向けの展示解説や解説
パンフレットを充実します。

市単独

・高松市美術館
　特別展5展開催、常設展4期開催
・高松市塩江美術館
　企画展7展開催、常設展3期開催

5 ○
いずれの事業も充実した内容で実施し、参加者に
多様な作品鑑賞を通して、美術を存分に楽しんで
もらうことができた。

・高松市美術館
　特別展4展開催、常設展4期開催
・高松市塩江美術館
　企画展7展開催、常設展3期開催

美術館美術課

119 1 2 4 美術教育普及事業

週末や長期休業期間を中心に、子ども向けまたは
親子向けの美術教室を開催し、現代のユニークか
つ多様な素材や表現方法に触れてもらうことで、
美術に対する関心を高め、美術的感性を養いま
す。また、平成28年度リニューアル・オープン後
新設された「こども＋」も積極的に活用します。

市単独

・ワークショップ
・子どものアトリエ
・こどもアートスペースの活用
・未就学児を対象とした活動
・塩江美術館ワークショップ
・塩江美術館陶芸教室
・塩江美術館風鈴作り教室

5 ○
いずれの事業も充実した内容で実施し、参加者に
多様な作品制作を通して、美術に親しんでもらう
ことができた。

・ワークショップ
・子どものアトリエ
・こどもアートスペースの活用
・未就学児を対象とした活動
・塩江美術館ワークショップ
・塩江美術館陶芸教室
・塩江美術館風鈴作り教室

美術館美術課

120 1 2 4
常設展・特別展高校生以下観
覧料無料

感性の発達が著しい時期に、良質の美術作品とじ
かに触れる機会を多く持ってもらうために、教育
的観点及び将来の観覧者育成という観点から高校
生以下の観覧料を無料とします。

市単独 常設展・特別展　高校生以下無料 5 ○

高校生以下の観覧料を無料にすることで、児童・
生徒が良質の美術作品とじかに触れる機会を多く
設けることができ、情操教育に資することができ
た。

常設展・特別展　高校生以下無料 美術館美術課

121 1 2 4
地域活動促進（少年教育指導
者派遣）事業

次代を担う子どもの健全育成を目的に、各地域に
おける指導者の育成と子どもを対象とした活動の
充実・拡大を図るため、専門的指導・助言を行う
指導員を派遣します。

市単独
・派遣期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日
・派遣時間数：30.0時間

2 ○

新型コロナウィルス感染症の影響により、子ども
会の行事が中止・縮小されており、指導員の派遣
依頼も実績がなかった。当事業の認知度が低いこ
とが課題となっていることから、あらゆる機会を
捉えて本制度の積極的な周知を図っていく。

・派遣期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日
・派遣時間数：20.0時間

生涯学習課

122 1 2 4 子ども会育成会指導者講習会

子ども会育成会の指導者を対象に、育成会指導者
としての知識、技能の習得を図り、子ども会活動
の充実強化を図ります。
（高松市子ども会育成連絡協議会との共催事業）

市単独

6月に新役員講習会をセカンドステージにて実施
済み。
2回目の指導者講習会は10月頃に実施予定。場
所・内容等は未定。

4 ○

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、計
画通り年間2回実施した。各回ともに、体験活動
を伴う有意義な講習会が実施できていた。市子連
と協議しながら更なる内容の充実を図っていく。

5月に新役員講習会をセカンドステージにて実施
済み。
2回目の指導者講習会は10月頃に実施予定。場
所、内容は未定。

生涯学習課

123 1 2 4 子ども会リーダー研修会

各子ども会リーダーを対象に、子ども会活動に必
要な実技指導を行い、子ども会の発展及び子ども
の健全育成並びに中・高校生の社会参加活動に資
するために実施します。
（高松市子ども会育成連絡協議会との共催事業）

市単独
新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、年2回
実施を検討中。実施時期、活動内容等は未定。

4 ○

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、計
画通り年間2回実施した。より学びの多い研修と
するため、市子連と協議しながら更なる内容の充
実を図っていく。

7月に1回目のリーダー研修会を、高知県YASU海の
駅クラブにて実施予定。
2回目のリーダー研修会は2月頃に実施予定。
場所、内容は未定。

生涯学習課

124 1 2 4 子どもわくわく体験支援事業
子どもの体験型学習活動を実施する市民団体等を
支援することにより、子どもの体験活動機会を提
供します。

市単独 令和4年度より事業廃止 生涯学習課

125 1 2 4 新春子どもフェスティバル

親子、家族づれや友達と一緒に楽しい行事に参加
することによって、寒さに負けない元気な子ども
の育成と子ども会活動の発展に資するため実施し
ます。
（高松市子ども会育成連絡協議会との共催事業）

市単独

実施予定時期　　令和５年２月５日
実施予定場所　  中央公園ほか４会場
参加予定人数　　約5,000人実施内容
参加者の安全性の確保に配慮した実施内容を検討
する。

5 ○

　令和元年度以来、3年ぶりの開催となった。開
催時間の短縮や、バザーや露店の出店を控える等
の新型コロナウイルス感染症対策を講じながら実
施した。
　校区対抗の競技だけでなく、自由参加種目にも
多くの親子が参加し、寒さに負けない元気な子ど
もの育成に貢献できた。なお、かるたとり大会で
は、令和4年に子どものシビックプライドの醸成
を目的として作製した「高松わくわくかるた」を
初めて使用した。

実施予定時期　　令和６年２月４日
実施予定場所　  中央公園ほか４会場
参加予定人数　　約5,000人
実施内容　　　　参加者の安全性の確保に配慮し
た実施内容を検討する。

生涯学習課
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126 1 2 4
子ども会フットベースボール
大会

子どもの健康増進を図るとともに、友情、団結等
を培うための一助として、子ども会フットベース
ボール大会を実施します。
（高松市子ども会育成連絡協議会との共催事業）

市単独

実施予定時期　　令和４年９月４日
実施予定場所　　西部運動センター
※新型コロナウイルス感染症対策を講じて実施予
定。

3 ○

令和元年度以来、3年ぶりの開催となった。参加
チームの数を制限し、開催時間を縮小するととも
に、手指の消毒や声援の禁止、健康調査票の提出
等、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して
行った。
参加チームが少ないことが課題となっており、市
子連と協力しながら、積極的な参加を呼び掛けて
いく必要がある。

実施予定時期　　令和５年９月３日
実施予定場所　　西部運動センター
参加予定人数　　約300人
※熱中症等に配慮し、実施内容を検討する。

生涯学習課

127 1 2 4 TAKAMATSUこどもサミット

高松栗林ライオンズクラブとの共催事業として、
高松市内の小学校児童（４校程度）が各校で調
査・研究した結果をテーマに基づき発表し、ま
た、意見交換し、交流することで、子どもたちの
健全育成を図ります。

市単独

新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施
可能な内容を検討する。
《開催予定時期》２月
《開催予定場所》生涯学習センター
《参加予定校数》４校程度
《実施内容》検討中

3 ○

参加者や入場者を制限し、手指の消毒やマスクの
着用等、新型コロナウイルス感染症対策を取りな
がら実施した。また、SDGｓをテーマとし、令和5
年のG7香川・高松都市大臣会合開催記念行事とし
ても開催した。
現行の開催方法では、学校の負担が大きく参加希
望校が少ないことが課題であり、今後、参加者や
学校現場の意見を踏まえ、開催方法等を見直す必
要がある。

参加者や学校関係者の負担を軽減し、実施可能な
内容を検討する。
《開催予定時期》２月
《開催予定場所》生涯学習センター
《実施内容》検討中

生涯学習課

128 1 2 4 学校週５日制対応事業
コミュニティセンターにおいて、学校週５日制に
対応した各種講座やイベントを開催します。

市単独

コミュニティセンターにおいて、学校休業日に児
童生徒を対象に、体験学習や地域との交流を深め
る事業である「子どもの居場所づくり」事業に、
学習的な要素を加えた「まなびの場づくり」事業
を実施し、子どもたちの学ぶ意欲を高めること
で、「生きる力」の育成に取り組む。（講座数）
３００講座

4 ○

コミュニティセンターにおいて、学校休業日に児
童生徒を対象に、体験学習や地域との交流を深め
る事業である「子どもの居場所づくり」事業に、
学習的な要素を加えた「まなびの場づくり」事業
を実施し、子どもたちの学ぶ意欲を高めること
で、「生きる力」の育成に取り組んだ。
（講座数）２６０講座
新型コロナウイルス感染症の影響により講座数は
減少した。今後は、様々な内容に対応できるよ
う、開催方法などを柔軟に対応するなど、実施し
やすい環境づくりに努める。

コミュニティセンターにおいて、学校休業日に児
童生徒を対象に、体験学習や地域との交流を深め
る事業である「子どもの居場所づくり」事業に、
学習的な要素を加えた「まなびの場づくり」事業
を実施し、子どもたちの学ぶ意欲を高めること
で、「生きる力」の育成に取り組む。（講座数）
３００講座

生涯学習センター

129 1 2 4
コミュニティセンター主催・
共催・貸館事業

幼児セミナー等事業、児童生徒を対象とした学校
週５日制対応事業及び三世代交流事業などを主催
又は共催事業として開催するほか、子育て関係グ
ループ等に施設を貸し出すことにより、地域の子
育てを支援します。

市単独

コミュニティセンター講座において幼児セミナー
等事業、児童・生徒を対象とした学校週５日制対
応事業及び三世代交流事業の充実を図る。
■幼児セミナー等事業　（講座数）１２０講座
■学校週５日制対応事業　学校週５日制の実施に
合わせ、学校休業日に、コミュニティセンターに
おいて各種事業を実施する。特に平成２７年度か
らは、学習の要素を加えた「まなびの場」を拡充
実施した。（講座数）３００講座
■三世代交流事業　コミュニティセンター講座に
おいて世代間交流事業を行う。（講座数）５講座

4 ○

コミュニティセンター講座において幼児セミナー
等事業、児童・生徒を対象とした学校週５日制対
応事業及び三世代交流事業の充実を図った。
■幼児セミナー等事業　（講座数）９７講座
■学校週５日制対応事業　学校週５日制の実施に
合わせ、学校休業日に、コミュニティセンターに
おいて各種事業を実施する。特に平成２７年度か
らは、学習の要素を加えた「まなびの場」を拡充
実施した。（講座数）２６０講座
■三世代交流事業　コミュニティセンター講座に
おいて世代間交流事業を行う。（講座数）２３講
座

コミュニティセンター講座において幼児セミナー
等事業、児童・生徒を対象とした学校週５日制対
応事業及び三世代交流事業の充実を図る。
■幼児セミナー等事業　（講座数）１２０講座
■学校週５日制対応事業　学校週５日制の実施に
合わせ、学校休業日に、コミュニティセンターに
おいて各種事業を実施する。特に平成２７年度か
らは、学習の要素を加えた「まなびの場」を拡充
実施した。（講座数）３００講座
■三世代交流事業　コミュニティセンター講座に
おいて世代間交流事業を行う。（講座数）５講座

生涯学習センター

130 1 3 1 児童家庭相談事業

児童福祉法に基づき、市が行う児童家庭相談業務
として子ども家庭支援員及び家庭相談員を配置
し、児童の養育や家庭の問題等に関する相談対応
を行います。また、要保護児童等に対して、児童
相談所、主任児童委員、児童委員、その他地域に
おける団体等と連携し相談援助を行います。

市単独

児童福祉法に基づき、市が行う児童家庭相談業務
として、子ども家庭支援員及び家庭相談員を配置
し、児童の養育や家庭の問題等に関する相談対応
を行います。
また、要保護児童等に対して、児童相談所、民生
委員・児童委員、主任児童委員、その他地域にお
ける団体等と連携し相談援助を行う。

5 ○

社会問題となっている児童虐待の増加を防ぎ、減
少させるために、養育に不安のある保護者に対
し、家庭訪問や電話対応など、問題解決に向けて
積極的に活動できた。
　子ども家庭支援員及び家庭相談員
　計６人（令和４年４月１日現在）
　相談日時　月曜日～金曜日
　　　　　　８時３０分～１７時
　延べ相談対応件数　１５，１６９件

児童福祉法に基づき、市が行う児童家庭相談業務
として、子ども家庭支援員及び家庭相談員を配置
し、児童の養育や家庭の問題等に関する相談対応
を行います。また、要保護児童等に対して、児童
相談所、民生委員・児童委員、主任児童委員、そ
の他地域における団体等と連携し相談援助を行
う。

こども女性相談課

131 1 3 1 女性相談員事業

女性相談員による生活・家庭等女性の抱える問題
や悩みごと相談のほか、配偶者等からの暴力に関
する相談について必要な指導を行うとともに、香
川県子ども女性相談センター（配偶者暴力相談支
援センター）等関係機関と連携して、被害者の保
護や支援を実施します。

国補助

女性相談員による生活や家庭など、女性が抱える
問題や悩みごとに関する相談のほか、配偶者等か
らの暴力に関する相談について、必要な指導を行
うとともに、香川県子ども女性相談センター（配
偶者暴力相談支援センター）等の関係機関と連携
して、被害者の保護や支援を実施する。

5 ○

配偶者等からの暴力をはじめとする問題・悩みを
抱える女性に対して、事情に即した情報提供を行
うことや、必要性・緊急性に応じて、関係機関と
連携しつつ適切な保護を実施する等の支援を行っ
た。
　            相談延べ件数：３，６５７件
　　　　             実人員：５４３人
 うち、ＤＶ被害相談延べ件数：９１３件
　　　               実人員：３４０人

女性相談員による生活や家庭など、女性が抱える
問題や悩みごとに関する相談のほか、配偶者等か
らの暴力に関する相談について、必要な指導を行
うとともに、香川県子ども女性相談センター（配
偶者暴力相談支援センター）等の関係機関と連携
して、被害者の保護や支援を実施する。

こども女性相談課

132 1 3 1 苦情解決窓口設置事業
公立保育所・こども園等　36か所（苦情解決第三
者委員の委嘱２人）

市単独
公立保育所・こども園等　35か所（苦情解決第三
者委員の委嘱2人）

5

公立保育所・こども園等36か所（苦情解決第三者
委員の委嘱2人）に苦情受付窓口等を設置し、利
用者の権利譲渡、ニーズの把握、処遇の改善を
行った。

公立保育所・こども園等　35か所（苦情解決第三
者委員の委嘱2人）

こども保育教育課

133 1 3 1
育児支援事業
（ひまわり）

妊娠や育児への心配やとまどい等の育児不安を持
つ保護者を対象に専門職による個別相談を行いま
す。

市単独
妊娠や育児への心配やとまどい等の育児不安を持
つ保護者を対象に専門職による個別相談を行う。
ひまわり相談　68回/年　272人

4 ○

妊娠や育児への心配やとまどい等の育児不安を持
つ保護者を対象に専門職による個別相談を行っ
た。
ひまわり相談　67回/年　224人

妊娠や育児への心配やとまどい等の育児不安を持
つ保護者を対象に専門職による個別相談を行う。
ひまわり相談　69回/年　276人

健康づくり推進課
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134 1 3 1 養育支援訪問事業

養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師、助
産師、保育士等の資格を持つ養育支援員が、その
居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行う
ことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保
します。

国・県補助

養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師、助
産師、保育士等の資格を持つ養育支援訪問員等
が、その居宅を訪問するなどし、養育に関する指
導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な
養育の実施を確保する。

5 ○

　児童虐待につながるおそれのある、養育に不安
を抱える家庭を訪問することにより、状況悪化の
歯止めとなった。
 なお、令和２年度から、事業の一部について、
特定非営利活動法人に委託している。
　訪問等家庭数　　７６家庭
　訪問等延回数　３３７回
　従事延人数　　４４６人
　（全て委託分を含む）

養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師、助
産師、保育士等の資格を持つ養育支援訪問員等
が、その居宅を訪問するなどし、養育に関する指
導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な
養育の実施を確保する。

こども女性相談課

135 1 3 1 要保護児童対策事業

高松市児童対策協議会として、児童虐待を始めと
する要保護児童等の早期発見と適切な対応を図る
ため、関係機関と情報共有し、支援について役割
分担や協議を行います。

国・県補助

関係機関等と連携し、児童虐待を始めとする要保
護児童の、早期発見と適切な対応に努め、その家
族を支援するとともに、児童虐待防止啓発活動を
行う。

5 ○

社会問題となっている児童虐待の増加を防ぎ、減
少させるために必要な事業であり、予防のための
各種啓発活動、具体的事例の解決のためのケース
会議、関係機関を対象とした講演の実施など、積
極的に行ってきた。また通告のあった児童の進行
管理を確実に行うことができた。
　高松市児童対策協議会
　代表者会議　１回
　実務者会議　１５回（情報交換会を含む）
　個別ケース検討会　１５７回

関係機関等と連携し、児童虐待を始めとする要保
護児童の、早期発見と適切な対応に努め、その家
族を支援するとともに、児童虐待防止啓発活動を
行う。

こども女性相談課

136 1 3 1 子ども家庭総合支援拠点

子ども家庭総合支援拠点を設置することにより、
支援体制の強化を図り、支援の必要な家庭に対し
て、関係機関と連携を図りながら、状況の改善に
つなげます。

国補助

子ども家庭総合支援拠点を設置することにより、
支援体制の強化を図り、支援の必要な家庭に対し
て、関係機関と連携を図りながら、状況の改善に
つなげる。

5 ○
子ども家庭支援員、虐待対応専門員、心理担当支
援員を配置。

子ども家庭総合支援拠点を設置することにより、
支援体制の強化を図り、支援の必要な家庭に対し
て、関係機関と連携を図りながら、状況の改善に
つなげる。

こども女性相談課

137 1 3 1 養育支援相談事業

社会福祉士が相談支援員として、保育所・認定こ
ども園・幼稚園を巡回し、各園・所の個々のケー
スに応じて、専門的見地から、親子への関わり方
や支援方針、保育方針等への助言を行います。

市単独

社会福祉士が相談支援員として、保育所・認定こ
ども園・幼稚園を巡回し、各園・所の個々のケー
スに応じて、専門的見地から、親子への関わり方
や支援方針、保育方針等への助言を行う。

5

社会福祉士が相談支援員として、保育所・認定こ
ども園・幼稚園を巡回し、各園・所の個々のケー
スに応じて、専門的見地から、親子への関わり方
や支援方針、保育方針等への助言を行った。

社会福祉士が相談支援員として、保育所・認定こ
ども園・幼稚園を巡回し、各園・所の個々のケー
スに応じて、専門的見地から、親子への関わり方
や支援方針、保育方針等への助言を行う。

こども保育教育課

138 1 3 1
子育て世代包括支援センター
事業（再掲）

子育て期にある若い世代が安心して妊娠、出産、
子育てができる環境の実現に向け、妊娠期から子
育て期にわたる様々なニーズに対応するため、母
子保健コーディネーターを配置し、総合的相談支
援を提供するワンストップ拠点（子育て世代包括
支援センター）を設置し、妊娠・出産・子育ての
切れ目ない支援に取り組みます。

国・県補助

母子保健コーディネーター配置：9名
①妊娠届出の面接を保健師等の専門職が行う。
②届出時のアンケート結果による妊婦のリスクの
点数化と個別支援を行う。
③保健師が母子の健康状態を把握し、適時の支援
を行う。
④子育て世代包括支援センターについて関係機関
と市民へ周知するとともに、支援に必要な情報収
集を行う。
⑤「子育て世代包括支援ネットワーク会議」の開
催（全体会２回、エリア会４回）

4 ○

母子保健コーディネーター配置：9名
①妊娠届出の面接を保健師等の専門職が行った。
（100％）
②届出時のアンケート結果による妊婦のリスクの
点数化と個別支援を行った。
（要支援妊婦703人、うち支援につながった割合
78.2％）
③保健師が母子の健康状態を把握し、適時の支援
を行った。
（母子相談件数22,065件、コーディネート件数
8,707件）
④子育て世代包括支援センターについて関係機関
と市民へ周知するとともに、支援に必要な情報収
集を行った。
⑤「子育て世代包括支援ネットワーク会議」の開
催（全体会２回、エリア会４回）

母子保健コーディネーター配置：9名
①妊娠届出の面接を保健師等の専門職が行う。
②届出時のアンケート結果による妊婦のリスクの
点数化と個別支援を行う。
③保健師が母子の健康状態を把握し、適時の支援
を行う。
④子育て世代包括支援センターについて関係機関
と市民へ周知するとともに、支援に必要な情報収
集を行う。
⑤「子育て世代包括支援ネットワーク会議」の開
催（全体会２回、エリア会４回）

健康づくり推進課

139 1 3 1
利用者支援(地域子育て支援
コーディネート)事業

利用者の個別ニーズを把握し、各種相談・支援事
業等の情報の集約・提供、相談、及び利用に関す
る支援等を行うことにより、教育・保育施設や地
域の子育て支援事業等の円滑な利用を図ります。
また、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等
を提供している関係機関との連絡・調整、連携、
協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て
資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要
な社会資源の開発を行います。

国・県補助

地域子育て支援拠点事業実施団体へ委託
こども保育教育課 （1拠点）
・春日こども園地域子育て支援センター
子育て支援課 （3拠点）
・子育てネットひまわり
・にしおか医院地域子育て支援センター
・わはは・ひろば高松
各拠点において利用者からの相談に応じて情報提
供や関連機関との連絡調整を行う。
（土日、祝日を除く9:00～17:00）

5 ○

地域子育て支援拠点事業実施団体へ委託

こども保育教育課 （1拠点）
・春日こども園地域子育て支援センター
子育て支援課 （3拠点）
・子育てネットひまわり
・にしおか医院地域子育て支援センター
・わはは・ひろば高松
各拠点において利用者からの相談に応じて情報提
供や関連機関との連絡調整を行う。

（土日、祝日を除く9:00～17:00）

地域子育て支援拠点事業実施団体へ委託
　
こども保育教育課 （1拠点）
・春日こども園地域子育て支援センター
子育て支援課 （3拠点）
・子育てネットひまわり
・にしおか医院地域子育て支援センター
・わはは・ひろば高松
各拠点において利用者からの相談に応じて情報提
供や関連機関との連絡調整を行う。

（土日、祝日を除く9:00～17:00）

こども保育教育課
（こども園）

子育て支援課
（その他）

140 1 3 2 障害児を守る日関係事業

「障害児を守る日」(10月１日）の行事の一環と
して、市民の障がい児（者）に対する理解を深め
るため、街頭啓発キャンペーンの実施や懸垂幕掲
出、障がい児が作成した絵画、工作などによる作
品展を開催します。

国補助

「障害児を守る日」(10月１日）の行事の一環と
して、市民の障がい児（者）に対する理解を深め
るため、懸垂幕掲出、中央図書館で「障がい」を
テーマに選書コーナーを設置します。また、時期
は異なりますが、小・中学校、特別支援学校、社
会福祉施設に在籍する学齢期の児童・生徒を対象
とした「あすチャレ！スクール」、「補助犬券出
前授業」を開催します。

5 ○

市中央図書館での特設コーナー設置:９月２８日
から１０月１０日、懸垂幕掲出:９月２８日から
１０月５日、あすチャレ！スクール:２月１４日
から１７日の間に４校で実施、補助犬出前事業：
１０月１８日から２０日の間に９校で実施

「障害児を守る日」(10月１日）の行事の一環と
して、市民の障がい児（者）に対する理解を深め
るため、懸垂幕掲出、中央図書館で「障がい」を
テーマに選書コーナーを設置する。また、時期は
異なるが、小・中学校、特別支援学校、社会福祉
施設に在籍する学齢期の児童・生徒を対象とした
「あすチャレ！スクール」、「補助犬券出前授
業」を開催する。

障がい福祉課

141 1 3 2 障がい者相談支援事業
障がい児や障がいの疑いのある児童の保護者から
の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他
の障害福祉サービスの利用支援等を行います。

国補助
障がい児や障がいの疑いのある児童の保護者から
の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他
の障害福祉サービスの利用支援等を行います。

5 ○
障がい児や障がいの疑いのある児童の保護者から
の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他
の障害福祉サービスの利用支援等を行った。

障がい児や障がいの疑いのある児童の保護者から
の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他
の障害福祉サービスの利用支援等を行う。

障がい福祉課
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142 1 3 2
医療的ケア児に対する関連分
野の支援を調整するコーディ
ネーターの配置

香川県で行う医療的ケア児に対する関連分野の支
援を調整するコーディネーターの養成研修を受講
したコーディネーターを随時配置し、医療的ケア
児への支援を行います。

国補助

医療的ケア児等コーディネーターの活用に加え
て、母子保健との連携について継続して協議をし
ていく。また、就学前の児童に関する課題につい
て、〇〇〇の医ケア部会、こども部会とともに協
議を行う。

5 ○

年3回医ケア部会開催。
医療的ケア児等コーディネーターの研鑽に関して
は、香川県が開催するフォローアップ研修とは別
に、圏域内での研修を実施し事例検討をおこなっ
た。また、高松市内において新規相談の窓口とな
る基幹相談支援センター地域拠点のスタッフに
も、研修を行った。

医療的ケア児等コーディネーターの活用に加え
て、母子保健との連携について継続して協議をし
ていく。また、就学前の児童に関する課題につい
て、〇〇〇の医ケア部会、こども部会とともに協
議を行う。

障がい福祉課

143 1 3 2
知的障がい者・児療育相談事
業

障がい児や障がいの疑いのある児童の保護者から
の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他
の障害福祉サービスの利用支援等を行います。

市単独
障がい児や障がいの疑いのある児童の保護者から
の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他
の障害福祉サービスの利用支援等を行います。

5 ○
障がい児や障がいの疑いのある児童の保護者から
の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他
の障害福祉サービスの利用支援等を行った。

障がい児や障がいの疑いのある児童の保護者から
の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他
の障害福祉サービスの利用支援等を行う。

障がい福祉課

144 1 3 2 身体障害児補装具給付事業
身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、盲人
安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いす等の補装
具の交付及び修理を行います。

国補助
身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、盲人
安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いす等の補装
具の交付及び修理を行います。

5 ○
令和４年度実績
身体障害児　交付・修理件数150件

身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、盲人
安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いす等の補装
具の交付及び修理を行う。

障がい福祉課

145 1 3 2
重度障害児日常生活用具給付
事業

在宅の重度の心身障がい児に対し、入浴補助用
具、訓練用ベッド等の日常生活用具を給付し、日
常生活の便宜を図ります。

国補助
在宅の重度の心身障がい児に対し、入浴補助用
具、訓練用ベッド等の日常生活用具を給付し、日
常生活の便宜を図ります。

5 ○
令和４年度実績
身体障害者10,122件
障害児847件

在宅の重度の心身障がい児に対し、入浴補助用
具、訓練用ベッド等の日常生活用具を給付し、日
常生活の便宜を図ります。

障がい福祉課

146 1 3 2 障害児紙おむつ給付事業

３歳以上18歳未満で、おおむね６か月以上寝たき
りの重度障がい児（身体障がいは、下肢、体幹、
内部障がいで程度が１級に該当、知的は○Ａに該
当）で、生計中心者の前年分の所得額が800万円
以下の者に、紙おむつを２か月ごとに給付しま
す。

市単独

３歳以上18歳未満で、おおむね６か月以上寝たき
りの重度障がい児（身体障がいは、下肢、体幹、
内部障がいで程度が１級に該当、知的は○Ａに該
当）で、生計中心者の前年分の所得額が800万円
以下の者に、紙おむつを２か月ごとに給付しま
す。

5 ○ 令和４年度実績　77件

３歳以上18歳未満で、おおむね６か月以上寝たき
りの重度障がい児（身体障がいは、下肢、体幹、
内部障がいで程度が１級に該当、知的は○Ａに該
当）で、生計中心者の前年分の所得額が800万円
以下の者に、紙おむつを２か月ごとに給付しま
す。

障がい福祉課

147 1 3 2 障害児団体事業補助金
障がい児、保護者の相互交流、障がい児への理解
促進、及び障がい児福祉の向上と増進のために活
動する団体を支援します。

市単独
障がい児、保護者の相互交流、障がい児への理解
促進、及び障がい児福祉の向上と増進のために活
動する団体を支援します。

5 ○
令和４年度
交付実績１事業

障がい児、保護者の相互交流、障がい児への理解
促進、及び障がい児福祉の向上と増進のために活
動する団体を支援します。

障がい福祉課

148 1 3 2 障害児通所支援事業費

障がい児が、児童発達支援事業、放課後等デイ
サービス等を利用することにより、日常生活にお
ける基本的動作や集団生活への適応能力の向上を
図ります。

国庫負担

障がい児が、児童発達支援事業、放課後等デイ
サービス等を利用することにより、日常生活にお
ける基本的動作や集団生活への適応能力の向上を
図ります。

5 ○
令和4年度　受給者証発行件数2,113件
（新規・更新・変更）

障がい児が、児童発達支援事業、放課後等デイ
サービス等を利用することにより、日常生活にお
ける基本的動作や集団生活への適応能力の向上を
図ります。

障がい福祉課

149 1 3 2
障害児放課後支援事業（放課
後児童健全育成事業）

保護者が就労等により、昼間家庭にいない養護学
校小学部の児童に対し、放課後の適切な遊びや生
活の場を提供し、障がいのある児童の育成を図り
ます。

国補助

保護者が就労等により、昼間家庭にいない養護学
校小学部の児童に対し、放課後の適切な遊びや生
活の場を提供し、障がいのある児童の育成を図り
ます。

5 ○
２事業所に委託し障がいのある児童の育成に取組
みました。

保護者が就労等により、昼間家庭にいない養護学
校小学部の児童に対し、放課後の適切な遊びや生
活の場を提供し、障がいのある児童の育成を図り
ます。

障がい福祉課

150 1 3 2 在宅障がい児ふれあい事業
保育所・認定こども園を開放して、在宅の障がい
児やその親などとのふれあい保育を実施すること
により、在宅の障がい児の支援を行います。

市単独
保育所・認定こども園を開放して、在宅の障がい
児やその親などとのふれあい保育を実施すること
により、在宅の障がい児の支援を行う。

5 ○
在宅の障がい児やその親などとのふれあい保育を
実施することにより、在宅の障がい児の支援を実
施した。

保育所・認定こども園を開放して、在宅の障がい
児やその親などとのふれあい保育を実施すること
により、在宅の障がい児の支援を行う。

こども保育教育課

151 1 3 2 特別支援教育支援会開催事業
障がいのある幼児に対して、特別支援教育関係者
等で構成する特別支援教育支援会で、協議を行
い、適切な就園指導を行います。

市単独

幼稚園への入園を希望する幼児で、発達障がいな
どにより特別な支援を要する幼児の入園の決定と
支援のあり方について意見聴取し、適切な就園を
行う。

5
市立幼稚園への入園希望者全員に対し、適切な就
園について合意形成を図ることができた。

幼稚園への入園を希望する幼児で、発達障がいな
どにより特別な支援を要する幼児の入園の決定と
支援のあり方について意見聴取し、適切な就園を
行う。

こども保育教育課

152 1 3 2 発達障がい児等支援事業

発達障がい等のある児童に適切に対応するため、
公立保育所・認定子ども園・幼稚園に発達障がい
児等支援員を配置し、早期に専門的な保育・教育
支援や親子支援を行うとともに、私立保育所等に
対して、要支援児童を保育するために必要な経費
の一部を支援します。

市単独

【公立】
発達障がい等のある児童に適切に対応するため、
公立保育所・認定子ども園・幼稚園に発達障がい
児等支援員を配置し、早期に専門的な保育・教育
支援や親子支援を行う。
【私立】
私立保育所経費一部支弁
（要支援児童延793人分）

5 ○

【公立】
発達障がい等のある児童に適切に対応するため、
公立保育所・認定子ども園・幼稚園に発達障がい
児等支援員を配置し、早期に専門的な保育・教育
支援や親子支援を行った。
【私立】
私立保育所経費一部支弁
（要支援児童延1,405人分）

【公立】
発達障がい等のある児童に適切に対応するため、
公立保育所・認定子ども園・幼稚園に発達障がい
児等支援員を配置し、早期に専門的な保育・教育
支援や親子支援を行う。
【私立】
私立保育所経費一部支弁
（要支援児童延1,178人分）

こども保育教育課

153 1 3 2 特別支援保育事業
特別な支援の必要な児童の成長・発達を促すた
め、健常児とともに集団保育が可能な障がいのあ
る児童の保育を実施します。

市単独

【公立】
特別な支援が必要な児童の成長・発達を促すた
め、健常児とともに集団が可能な障がいのある児
童の保育を実施する。
【私立】私立67か所　委託料　82,147千円

5 ○

【公立】
特別な支援が必要な児童の成長・発達を促すた
め、健常児とともに集団が可能な障がいのある児
童の保育を実施した。
【私立】
私立43か所　委託料　97,303千円

【公立】
特別な支援が必要な児童の成長・発達を促すた
め、健常児とともに集団が可能な障がいのある児
童の保育を実施する。
【私立】
私立44か所　委託料　109,972千円

こども保育教育課

154 1 3 2 医療的ケア児保育支援事業

保育所等の利用を希望する集団保育が可能な医療
的ケア児を、安全に受け入れるため、保育所等に
おける受入体制を整備し、医療的ケア児の保育を
実施します。

市単独
保育施設における医療的ケアの申込があった児童
の受入の可否を判断し、可能となった児童に対し
て、訪問看護師が医療的ケアを行う。

5
保育施設における医療的ケアの申込があった児童
の受入の可否を判断し、可能となった児童に対し
て、訪問看護師が医療的ケアを行った。

保育施設における医療的ケアの申込があった児童
の受入の可否を判断し、可能となった児童に対し
て、訪問看護師が医療的ケアを行う。

こども保育教育課

155 1 3 2 院内学級設置事業

慢性疾患等で長期入院している児童生徒に対し、
学習や生活を充実させるために、病院内に院内学
級を設置し、長期入院の児童生徒の教育の向上を
図ります。

市単独
県立中央病院・高松赤十字病院に小・中学校の合
計４学級について、各１名の学級担任により、１
日最大４校時の指導を行う。

1 ○

新型コロナウイルス感染症予防のため院内学級が
開設できなかったため、実施していない。新型コ
ロナウイルス感染症の状況が収まれば院内学級を
開設していきたい。

県立中央病院・高松赤十字病院に小・中学校の合
計４学級について、各１名の学級担任により、１
日最大４校時の指導を行う。

学校教育課

156 1 3 2 施設内学級設置事業
施設に入園している児童生徒に対し、学習や生活
を充実させるために、施設内に施設内学級を設置
し、入園の児童生徒の教育の向上を図ります。

市単独
・若竹学園に小学校１学級、中学校2学級を設置
・斯道学園施設内分校に中学校２学級を設置

5
・若竹学園に小学校1学級、中学校2学級を設置
・斯道学園施設内分校に小学校1学級、中学校2学
級を設置

・若竹学園施設内分校に小学校1学級、中学校2学
級を設置
・斯道学園施設内分校に小学校1学級、中学校2学
級を設置

学校教育課
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157 1 3 2 特別支援教育推進事業

学校教育法等の改正を踏まえ、様々な障がいのあ
る児童生徒に対する適切な教育を行うため、市内
の小・中学校に特別支援教育支援員・特別支援教
育サポーターを配置し、学校生活上の介助や学習
活動上の支援等を行います。
また、通級指導に係るサテライト教室を開設する
他、発達障がいのある子どもたちを対象に、短期
個別指導を行うアシスト教室を開設し、多様な学
びの場の提供に努めます。

市単独

学校生活支援員　小中学校６５校　１５０名を配
置。
※今年度より、特別支援教育支援員 、特別支援
教育サポーター 、ハートアドバイザーを統合
し、学校生活支援員として配置。

また、通級による指導やアシスト教室の指導を充
実させ、在籍校との連携を図り、通常の学級での
支援方法の提供に努める。

4 ○

教育支援センターサテライト教室は4名が利用
し、アシスト教室は49名が利用し、実施後の保護
者アンケートでも満足度が４点満点中3.9と高い
満足度であった。

通級による指導やアシスト教室の指導を充実さ
せ、在籍校との連携を図り、通常の学級での支援
の充実に努める。

学校教育課

総合教育センター

158 1 3 2
教育相談・就学指導委員会開
催事業

教育相談、就学指導委員会の開催に対する補助な
どを行い、特別支援教育の推進を図ります。

市単独
適切な学びの場を選択できるように、積極的に情
報発信を行いながら、特別支援教育についての理
解を促す。

4 ○

就学説明会2回を実施し、就学等教育相談344名、
就学判定者数570名で、特別支援学級への入級や
特別支援学校への入学など就学、入級に関する業
務を計画的に行うことができた。

就学等教育相談の充実に努め、本人・保護者が適
切な学びの場を選択できるように、積極的に情報
発信を行いながら、特別支援教育についての理解
を促す。

総合教育センター

159 1 3 2
特別支援教育体制整備推進事
業

就学前から高等学校までの発達段階に応じた、発
達障がいを含む様々な障がいのある幼児児童生徒
に対する適切な教育的支援の体制整備を推進しま
す。

市単独
県共催

就学前から就労までの各ステージにおいて切れ目
なく支援が継続できるように、関係機関と連携
し、適切な支援体制整備を推進する。

4 ○

巡回相談43校園、連携訪問72校園、専門家チーム
派遣9回、高松圏域自立支援協議会参加など、障
がいのある幼児・児童・生徒に対する適切な支援
体制整備を推進することができた。

就学前から就労までの各ステージにおいて、切れ
目ない支援が継続できるように、関係機関と連携
し、適切な支援体制の整備を推進する。

総合教育センター

160 1 3 2 発達障害者サポート事業

発達障がい児・者に対して、乳幼児期から成人期
までの各ライフステージに対応する一貫した支援
体制の整備を図るとともに、発達障がいへの支援
を行う人材育成の観点から、サポーター養成講座
やペアレントトレーニング等を実施します。

国補助

発達障がい児・者に対して、乳幼児期から成人期
までの各ライフステージに対応する一貫した支援
体制の整備を図るとともに、発達障がい者への支
援を行う人材育成の観点から、サポーター養成講
座等を実施します。

5 ○

高松市発達障がい児・者サポーター養成講座　５
回開催（会場・オンライン）
ペアレント・トレーニング　４回開催
ペアレント・メンター　6回開催

発達障がい児・者に対して、乳幼児期から成人期
までの各ライフステージに対応する一貫した支援
体制の整備を図るとともに、発達障がい者への支
援を行う人材育成の観点から、サポーター養成講
座等を実施する。

障がい福祉課

161 1 3 2
発達障がい児等支援体制構築
事業（保育所・認定こども
園・幼稚園）

特別な支援が必要な子どもやその保護者に対し
て、市と関係部局との連携を図りながら、きめ細
やかな一貫した支援が早期から行える体制を構築
し、支援の充実を図ります。

市単独

発達障がいを含む全ての障がいのある子どもやそ
の保護者に対して、市と関係部局との連携を図り
ながら、乳幼児期から就労まで継続的に一貫した
支援が早期から行える体制を構築し、子どもの自
立や社会参加に向けた指導や支援の充実、改善を
図る。

5

公私立の保育所・こども園、公立幼稚園に年間３
回訪問し、発達障がいを含むすべての障がいのあ
る子どもに対して、自主や社会参加に向けた指導
や支援の充実を図った。また、教職員を対象とし
た研修を年間２回開催し、質の向上を目指した。

発達障がいを含む全ての障がいのある子どもやそ
の保護者に対して、市と関係部局との連携を図り
ながら、乳幼児期から就労まで継続的に一貫した
支援が早期から行える体制を構築し、子どもの自
立や社会参加に向けた指導や支援の充実、改善を
図る。

こども保育教育課

162 1 3 2 障害児福祉手当支給事業

在宅で２０歳未満の精神、又は身体に重度の障が
いがあり、常時介護を必要とする状態で、障がい
を支給事由とした年金を受給していない者に、障
害児福祉手当を支給します。

市単独

在宅で２０歳未満の精神、又は身体に重度の障が
いがあり、常時介護を必要とする状態で、障がい
を支給事由とした年金を受給していない者に、障
害児福祉手当を支給します。

5 ○ 令和４年度実績　39,514,290円

在宅で２０歳未満の精神、又は身体に重度の障が
いがあり、常時介護を必要とする状態で、障がい
を支給事由とした年金を受給していない者に、障
害児福祉手当を支給する。

障がい福祉課

163 1 3 2 障害児福祉金支給事業

市内に１年以上住所を有する20歳未満の身体障害
者手帳１級から３級、療育手帳○Ａ、Ａ、○Ｂ及
び精神障害者保健福祉手帳１級、２級所持者の福
祉の増進を図るため、年額20,000円の障害児福祉
金を支給します。

市単独

市内に１年以上住所を有する20歳未満の身体障害
者手帳１級から３級、療育手帳○Ａ、Ａ、○Ｂ及
び精神障害者保健福祉手帳１級、２級所持者の福
祉の増進を図るため、年額20,000円の障害児福祉
金を支給します。

5 ○ 令和４年度実績　15,640,000円

市内に１年以上住所を有する20歳未満の身体障害
者手帳１級から３級、療育手帳○Ａ、Ａ、○Ｂ及
び精神障害者保健福祉手帳１級、２級所持者の福
祉の増進を図るため、年額20,000円の障害児福祉
金を支給する。

障がい福祉課

164 1 3 2 育成医療等負担費用助成事業
育成医療等の給付を受け、国の徴収基準に定める
費用を負担している者に対し、その費用を助成し
ます。（福祉医療助成対象者は除く。）

市単独
育成医療等の給付を受け、国の徴収基準に定める
費用を負担している者に対し、その費用を助成し
ます。（福祉医療助成対象者は除く。）

5 ○
令和４年度実績　37.261千円
周知により、十分な利用促進が図られている。

育成医療等の給付を受け、国の徴収基準に定める
費用を負担している者に対し、その費用を助成す
る。（福祉医療助成対象者は除く。）

障がい福祉課

165 1 3 2 障害者医療費助成事業

身体障害者手帳１～４級、又は療育手帳の所持者
に、保険診療に係る自己負担分（高額療養費など
を除く。）を助成します。（所得制限と年齢要件
あり）

県補助

身体障害者手帳１～４級、又は療育手帳の所持者
に、保険診療に係る自己負担分（高額療養費など
を除く。）を助成します。（所得制限と年齢要件
あり）

5 ○
令和４年度実績　1.218.392千円
周知により、十分な利用促進が図られている。

身体障害者手帳１～４級、又は療育手帳の所持者
に、保険診療に係る自己負担分（高額療養費など
を除く。）を助成する。（所得制限と年齢要件あ
り）

障がい福祉課

166 1 3 2
難聴児補聴器購入費用助成事
業

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中程
度の難聴児に対して、難聴児補聴器購入費用助成
金を交付することにより、難聴児の言語の習得、
教育等における健全な発達を支援します。

県補助

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中程
度の難聴児に対して、難聴児補聴器購入費用助成
金を交付することにより、難聴児の言語の習得、
教育等における健全な発達を支援します。

5 ○ 令和４年度実績　11件

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中程
度の難聴児に対して、難聴児補聴器購入費用助成
金を交付することにより、難聴児の言語の習得、
教育等における健全な発達を支援する。

障がい福祉課

167 1 3 2 特別児童扶養手当支給事業
障がい児を監護・養育する家庭に特別児童扶養手
当を支給するため、受付した認定請求書を香川県
に進達します。

国補助
障がい児を監護・養育する家庭に特別児童扶養手
当を支給するため、受付した認定請求書を香川県
に進達する。

5

障がい児を監護・養育する家庭に特別児童扶養手
当を支給するため、受付した認定請求書を香川県
に進達した。
認定件数　161件
受給資格児童数　1,095人

障がい児を監護・養育する家庭に特別児童扶養手
当を支給するため、受付した認定請求書を香川県
に進達する。

こども家庭課

168 1 3 2
自立支援医療（育成医療）給
付事業

児童福祉法に規定する身体上の障がいを有する児
童又は現存する疾患が、手術等の治療によって確
実に効果が期待しうるものに医療の給付を行いま
す。

国・県負担金

児童福祉法に規定する身体上の障がいを有する児
童又は現存する疾患が、手術等の治療によって確
実に効果が期待しうるものに医療の給付を行う。
・育成医療給付費　8,760千円
・その他事務費　46千円
・給付件数　291件

5 ○

児童福祉法に規定する身体上の障がいを有する児
童又は現存する疾患が、手術等の治療によって確
実に効果が期待しうるものに医療の給付を行っ
た。
・育成医療給付費　5,214千円
・その他事務費　36千円
・給付件数　182件

児童福祉法に規定する身体上の障がいを有する児
童又は現存する疾患が、手術等の治療によって確
実に効果が期待しうるものに医療の給付を行う。
・育成医療給付費　8,760千円
・その他事務費　46千円
・給付件数　291件

健康づくり推進課
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169 1 3 3 子育て支援総合情報発信事業

総合的な子育て情報を幅広く提供し、積極的に子
育て支援の推進を図ります。
・子育てハンドブック　・たかまつひとり親家庭
サポートハンドブック　・らっこネット　・ひと
り親ウェブサイト

市単独
及び

国補助

（子育て支援課）
子育て支援総合情報発信事業として、子育てハン
ドブック「たかまつらっこ」の情報管理（フリー
ペーパー10,000部）、子育て支援総合情報サイト
「らっこネット」の情報更新・運営を行う。

（こども家庭課）
ひとり親家庭向け情報誌「たかまつひとり親家庭
サポートブック」の情報管理及び増刷（3,000
部）ひとり親ウェブサイトの運営

5

（子育て支援課）
子育て支援総合情報発信事業として、子育てハン
ドブック「たかまつらっこ」の情報管理（フリー
ペーパー10,000部）、子育て支援総合情報サイト
「らっこネット」の情報更新・運営を行う。
（こども家庭課）
ひとり親家庭向け情報誌「たかまつひとり親家庭
サポートブック」を発行し、関係機関に配布し
た。また、「ひとり親ウェブサイト」を運営し、
ひとり親家庭への情報発信や、メールでの離婚前
相談等に対応した。

（子育て支援課）
子育て支援総合情報発信事業として、子育てハン
ドブック「たかまつらっこ」の情報管理（フリー
ペーパー10,000部）、子育て支援総合情報サイト
「らっこネット」の情報更新・運営を行う。
（こども家庭課）
ひとり親家庭向け情報誌「たかまつひとり親家庭
サポートブック」の情報管理及び増刷（3,000
部）ひとり親ウェブサイトの運営

子育て支援課

こども家庭課

170 1 3 3 ひとり親家庭自立支援事業
ひとり親家庭等が抱える様々な問題に対し、自立
に向けて母子・父子自立支援員が相談・助言等を
行います。

市単独
国補助

ひとり親家庭等が抱える様々な問題に対し、自立
に向けて母子・父子自立支援員等が相談・助言等
を行う。
国庫補助対象・サポートブック作成等

5

ひとり親家庭等からの様々な相談に対し、自立に
向けた必要な情報提供や助言をし、必要な場合に
は他機関とも連携し、支援を行った。
相談件数 805件

ひとり親家庭等が抱える様々な問題に対し、自立
に向けて母子・父子自立支援員等が相談・助言等
を行う。
国庫補助対象・サポートブック作成等

こども家庭課

171 1 3 3
母子家庭等就業・自立支援セ
ンター事業

別居親と子の面会を支援する面会交流支援事業を
実施します。

国補助 面会交流支援事業通年実施 5
別居親と子の面会交流支援事業を実施した。
面会交流支援事業対象 17組

面会交流支援事業通年実施 こども家庭課

172 1 3 3 自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭の母又は父の主体的な能力開発を支
援するため、就業に結びつく可能性の高い講座を
受講し、修了した場合に、経費の一部を支給しま
す。

国補助

ひとり親家庭の母又は父の主体的な能力開発を支
援するため、就業に結びつく可能性の高い講座を
受講し、修了した場合に、経費の一部を支給す
る。

5

就労に結びつく可能性の高い講座を受講修了した
場合に、経費の一部を支給することによって、ひ
とり親家庭の母又は父の主体的な能力開発や就労
を支援した。
支給件数 10件
支給金額 3,187,042円

ひとり親家庭の母又は父の主体的な能力開発を支
援するため、就業に結びつく可能性の高い講座を
受講し、修了した場合に、経費の一部を支給す
る。

こども家庭課

173 1 3 3
高等職業訓練促進費給付金等
事業

ひとり親家庭の母又は父が、看護師、介護福祉士
などの資格取得のため、専門学校などで修行する
場合に、「高等職業訓練促進給付金」及び「修了
支援給付金」を支給することで、生活の負担の軽
減を図り、資格取得を容易にして、就職の促進と
経済的自立を図ります。

国補助

ひとり親家庭の母又は父が、看護師、介護福祉士
などの資格取得のため、専門学校などで１年以上
修業する場合に、「高等職業訓練促進給付金」及
び「修了支援給付金」を支給する。

5

「高等職業訓練促進給付金」及び「修了支援給付
金」を支給し修業中の生活の負担の軽減を図り、
資格取得を容易にして、就職の促進と経済的自立
に寄与した。
高等職業訓練促進給付金
 27件　31,471,000円
修了支援給付金
 9件　425,000円

ひとり親家庭の母又は父が、看護師、介護福祉士
などの資格取得のため、専門学校などで１ 年以
上修業する場合に、「高等職業訓練促進給付金」
及び「修了支援給付金」を支給する。

こども家庭課

174 1 3 3 自立支援プログラム策定事業

児童扶養手当受給者の自立を促進することを目的
に、母子・父子自立支援プログラム策定員が、児
童扶養手当受給者の状況・ニーズ等に対応した自
立支援プログラムの策定を始め、ハローワークと
の連携の下、継続的な就労支援を実施します。

国補助

母子・父子自立支援プログラム策定員２名が、児
童扶養手当受給者の状況・ニーズ等に対応した自
立支援プログラムの策定を行い、ハローワークと
の連携の下、継続的な就労支援を実施する。

4

児童扶養手当受給者の状況・ニーズ等に対応した
自立支援プログラムの策定を行い、ハローワーク
との連携による継続的な就労支援を実施し、児童
扶養手当受給者の就労や自立の促進に寄与した。
プログラム策定件数 32件

母子・父子自立支援プログラム策定員２名が、児
童扶養手当受給者の状況・ニーズ等に対応した自
立支援プログラムの策定を行い、ハローワークと
の連携の下、継続的な就労支援を実施する。

こども家庭課

175 1 3 3
ひとり親家庭無料職業紹介事
業

ひとり親を対象に無料職業紹介所を開設し、職業
紹介や求人情報の提供などを行います。

―
ひとり親を対象に無料職業紹介所を開設し、児童
扶養手当資格者に対し、職業紹介や求人情報の提
供などを行う。

5

就労希望者の希望や状況を聞き取り、サポーター
企業の職種、業務内容に合致した人を紹介するこ
とにより、就労やその後の定着に寄与した。
無料職業紹介件数7件

ひとり親を対象に無料職業紹介所を開設し、児童
扶養手当資格者に対し、職業紹介や求人情報の提
供などを行う。

こども家庭課

176 1 3 3
高等学校卒業程度認定試験合
格支援事業

高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受
講し修了した場合と、修了日から2年以内に高等
学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に給
付金を支給します。

国補助

高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受
講し修了した場合と、修了日から2年以内に高等
学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に給
付金を支給する。

5

当該事業に対する相談はあったが、対象条件にあ
わず対象とならなかった。国の国庫補助対象事業
であり、事業対象が限定されており、独自の見直
しは困難である。
実績なし

高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受
講し修了した場合と、修了日から2年以内に高等
学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に給
付金を支給する。

こども家庭課

177 1 3 3
母子生活支援施設（屋島ファ
ミリーホーム）運営事業

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女
子（ＤＶ被害にあった者等）とその監護すべき児
童が福祉に欠けると認められたとき、母子保護を
実施し、自立促進のための生活支援を行います。

国補助

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女
子（ＤＶ被害にあった者等）と、その監護すべき
児童が、福祉に欠けると認められたとき、母子保
護を実施し、自立促進のための生活支援を行う。

5 ○

配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある
女子（ＤＶ被害にあった女子等）とその者の監護
すべき児童が福祉に欠けると認められた場合にお
いて、母子保護を実施し、自立促進のための生活
支援を行った。
なお、平成２０年度から、市の直営から指定管理
制度に移行し、管理運営を社会福祉法人に委託し
ている。
　令和５年３月１日現在の入所状況
　３世帯７人
　（実入所世帯・入所者数）

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女
子（ＤＶ被害にあった者等）と、その監護すべき
児童が、福祉に欠けると認められたとき、母子保
護を実施し、自立促進のための生活支援を行う。

こども女性相談課

178 1 3 3
母子・父子・寡婦福祉資金貸
付事業

ひとり親家庭の母や父などに対し、経済的自立の
助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養し
ている児童の福祉の向上を図るため、各種資金を
貸付けます。

市単独

ひとり親家庭の母や父などに対し、経済的自立の
助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養し
ている児童（子）の福祉の向上を図るため、各種
資金の貸付けを行う。

5

母子家庭の母・父子家庭の父、寡婦等に対し、そ
の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併
せて、その扶養している児童の福祉を増進するた
めの各種資金の貸付けを行った。
【貸付状況】
・母子家庭　　　23件　17,739千円
・父子家庭　　　 2件　   858千円
・寡婦家庭　　　 1件　   390千円

ひとり親家庭の母や父などに対し、経済的自立の
助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養し
ている児童（子）の福祉の向上を図るため、各種
資金の貸付けを行う。

こども家庭課

179 1 3 3 児童扶養手当支給事業

父又は母と生計を同じくしていない母子家庭等に
手当を支給することにより、その生活の安定と自
立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進
を図ります。

国補助
児童扶養手当の支給
受給児童数63,038人　1,680,916千円

5
児童扶養手当の支給
受給児童数63,356人　1,688,571千円

児童扶養手当の支給
受給児童数63,595人　1,693,524千円

こども家庭課
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180 1 3 3
ひとり親家庭等医療費助成事
業

ひとり親家庭等の者に対して、保険診療にかかる
自己負担部分を助成します。

県補助

経済的負担軽減のため、ひとり親家庭等の子が１
８歳に達する日以降の年度末（３月３１日）まで
の、子と養育している者の保険診療に係る高額療
養費までの医療費の自己負担分を助成する。

5
ひとり親家庭等医療費の助成
受給対象者数9,921人（月平均）
　助成額418,364千円

ひとり親家庭等医療費の助成
受給対象者9,501人（月平均）
　助成額407,754千円

こども家庭課

181 1 3 3 ひとり親家庭子育て支援事業
ひとり親家庭の子育ての負担軽減を図るため、た
かまつファミリー・サポート・センターの援助活
動の利用料の一部を補助します。

市単独

ひとり親家庭の子育ての負担軽減を図るため、た
かまつファミリー・サポート・センターの援助活
動の利用料の一部を補助する。
1時間当たり400円（１か月8,000円の限度額あ
り）

5
援助活動の利用料の一部を補助することにより、
ひとり親家庭の負担軽減を図ることができた。
利用料補助額 540,700円

ひとり親家庭の子育ての負担軽減を図るため、た
かまつファミリー・サポート・センターの援助活
動の利用料の一部を補助する。
1時間当たり400円（１か月8,000円の限度額あ
り）

こども家庭課

182 1 3 3
ひとり親家庭等日常生活支援
事業

ひとり親家庭等の離婚、転職に伴う環境変化や疾
病等の一時的な事由に対し、家庭生活支援員を派
遣し、短期間を限度として一時的な家事等のサー
ビスを提供します。

国補助

利用時間8:00～20:00
利用料（１時間あたり）
非課税世帯の方　 無料
課税世帯の方（児童扶養手当受給水準）　150円
課税世帯の方（それ以外の世帯）　　　　   300
円

5

家庭生活支援員を派遣し、家事等のサービスを提
供することにより、ひとり親家庭の負担軽減につ
ながった。
利用時間数 172時間

利用時間8:00～20:00
利用料（１時間あたり）
非課税世帯の方　 無料
課税世帯の方（児童扶養手当受給水準）　150円
課税世帯の方（それ以外の世帯）　　　　   300
円

こども家庭課

183 1 3 3 児童福祉団体等支援事業
ひとり親家庭の心身の健全な発達に寄与する事業
を支援する団体に対して補助金を交付します。

県基金

・補助団体数　　　　　3団体(選考により決定)
・補助額(上限額)     200千円
・補助対象事業　　　 ひとり親家庭の交流(相談
会、情報交換会等)に関する事業、ひとり親家庭
への研修(セミナー、講習会等)、ひとり親家庭の
子どもの育ちを応援するイベントの運営に関する
事業、その他

3

ひとり親家庭の心身の健全な発達に寄与する事業
を支援する団体に対して補助金を交付し、ひとり
親家庭の交流や学びの機会の提供、ひとり親家庭
を支援する関係機関からの情報発信の場の提供が
できた。補助団体数が１団体のみだったので、事
業概要の周知を行い、補助事業団体の増加に努め
る。
・補助団体数 １団体(選考により決定)
・補助       200千円

・補助団体数　　　3団体(選考により決定)
・補助額(上限額)  200千円
・補助対象事業　　ひとり親家庭の交流(相談
会、情報交換会等)に関する事業、ひとり親家庭
への研修(セミナー、講習会等)、ひとり親家庭の
子どもの育ちを応援するイベントの運営に関する
事業、その他

こども家庭課

184 1 3 3 養育費確保支援事業

ひとり親家庭が安心して子育てができる環境整備
のために、養育費の確保に向けた事業として、弁
護士事務所等での養育費等に関する弁護士法律相
談（弁護士個別相談）、公正証書等による債務名
義の取得支援（債務名義確保 ）、保証会社と養
育費保証契約を締結する保証契約支援（保証契約
）を実施し、ひとり親個人の状況に応じた支援を
行います。

国補助

ひとり親家庭が安心して子育てができる環境整備
のために、養育費の確保に向けた事業として次の
事業を行う。
・弁護士による無料法律相談
　　382千円
・公正証書・調停調書作成費用の補助(上限３万
円)
　　300千円
・養育費保証契約の補助(上限５万円)
　　50千円

3

ひとり親家庭が安心して子育てできる環境整備の
ために、養育費の確保に向けた３種の事業を実施
し、ひとり親個人の状況に応じた支援を行った。
弁護士による無料法律相談及び養育費保証契約の
補助の事業は、相談はあったものの、実際に事業
を利用するには至らなかったので、事業内容を広
く知ってもらうため、関係団体等への啓発を行
う。
・弁護士による無料法律相談　0件
・公正証書・調停調書作成費用の補助
　14件　294千円
・養育費保証契約の補助　0件

ひとり親家庭が安心して子育てができる環境整備
のために、養育費の確保に向けた事業として次の
事業を行う。
・弁護士による無料法律相談
　　382千円
・公正証書・調停調書作成費用の補助(上限３万
円)
　　1,080千円
・養育費保証契約の補助(上限５万円)
　　50千円

こども家庭課

185 1 3 4 ヤングケアラー支援事業

本来大人が担うと想定される家事、家族の世話等
を日常的に行うことにより、学業や友人関係など
に影響が出ているヤングケアラーを早期に発見で
きるよう周知啓発に努める。

国交付金
県補助

関係機関への周知啓発に努めるとともに、世代別
啓発リーフレットを作成し、小学４年生から高校
生に個別配布する。

5

関係機関への周知啓発に努めるとともに、世代別
啓発リーフレット（小学生用、中学生用、高校生
用）を作成し、小学４年生から高校生に個別配布
した。

　本来大人が担うと想定される家事、家族の世話
等を日常的に行うことにより、学業や友人関係な
どに影響が出ているヤングケアラーを早期に発見
できるよう周知啓発に努め、コーディネーター
が、家事支援サービス等の支援につなぐ。

子育て支援課

186 1 3 4
母子生活支援施設（屋島ファ
ミリーホーム）運営事業（再
掲）

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女
子（ＤＶ被害にあった者等）とその監護すべき児
童が福祉に欠けると認められたとき、母子保護を
実施し、自立促進のための生活支援を行います。

国補助

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女
子（ＤＶ被害にあった者等）と、その監護すべき
児童が、福祉に欠けると認められたとき、母子保
護を実施し、自立促進のための生活支援を行う。

5 ○

配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある
女子（ＤＶ被害にあった女子等）とその者の監護
すべき児童が福祉に欠けると認められた場合にお
いて、母子保護を実施し、自立促進のための生活
支援を行った。
なお、平成２０年度から、市の直営から指定管理
制度に移行し、管理運営を社会福祉法人に委託し
ている。
　令和５年３月１日現在の入所状況
　３世帯７人
　（実入所世帯・入所者数）

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女
子（ＤＶ被害にあった者等）と、その監護すべき
児童が、福祉に欠けると認められたとき、母子保
護を実施し、自立促進のための生活支援を行う。

こども女性相談課

187 1 3 4
子育て短期支援事業（ショー
トステイ事業、トワイライト
ステイ事業）

保護者の疾病、育児疲れ等の理由により、家庭に
おいて養育を受けることが一時的に困難となった
児童について、児童福祉施設等に入所させ、必要
な養育・保護を行います。

国・県補助

保護者の疾病、育児疲れ等の理由により、家庭に
おいて養育を受けることが一時的に困難となった
児童について、児童福祉施設等に入所させ、必要
な養育・保護を行う。里親委託も含めた受け入れ
先の拡充について、引き続き検討を行う。

4 ○

保護者が病気、仕事、育児疲れなどで、一時的に
養育が困難となった場合に、児童養護施設等で児
童を一時的に養育・保護することにより、児童や
その家庭の福祉の向上を図った。里親委託につい
ては課題等があり、実施には至っていない。
　実人数　　１７人
　延日数　２０４人日

保護者の疾病、育児疲れ等の理由により、家庭に
おいて養育を受けることが一時的に困難となった
児童について、児童福祉施設等に入所させ、必要
な養育・保護を行う。里親委託も含めた受け入れ
先の拡充について、引き続き検討を行う。

こども女性相談課

188 1 3 4 要保護児童対策事業（再掲）

高松市児童対策協議会として、児童虐待を始めと
する要保護児童等の早期発見と適切な対応を図る
ため、関係機関と情報共有し、支援について役割
分担や協議を行います。

国・県補助

関係機関等と連携し、児童虐待を始めとする要保
護児童の、早期発見と適切な対応に努め、その家
族を支援するとともに、児童虐待防止啓発活動を
行う。

5 ○

社会問題となっている児童虐待の増加を防ぎ、減
少させるために必要な事業であり、予防のための
各種啓発活動、具体的事例の解決のためのケース
会議、関係機関を対象とした講演の実施など、積
極的に行ってきた。また通告のあった児童の進行
管理を確実に行うことができた。
　高松市児童対策協議会
　代表者会議　１回
　実務者会議　１５回（情報交換会を含む）
　個別ケース検討会　１５７回

関係機関等と連携し、児童虐待を始めとする要保
護児童の、早期発見と適切な対応に努め、その家
族を支援するとともに、児童虐待防止啓発活動を
行う。

こども女性相談課
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189 2 1 1 地域子育て支援拠点事業

子育て親子が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中
で語り合い、相互に交流するための場を提供する
ことにより、安心して子育て･子育ちができる環
境を整備し、地域の子育て支援機能の充実を図り
ます。

国・県補助
及び

市単独

(子育て支援課）
委託：10か所（6～7日型：1か所、5日型：9か
所）
直営：2か所（5日型：1か所、小規模型：1か所）

（こども保育教育課）
委託：16か所

次の基本事業を実施。
(１)　子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
に関すること。
(２)　子育て等に関する相談、援助の実施に関す
ること。
(３)　地域の子育て関連情報の提供に関するこ
と。
(４)　月１回以上の子育て及び子育て支援に関す
る講習等の実施に関すること。

引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染対策
に留意して実施する。

5 ○

(子育て支援課）
委託：10か所（6～7日型：1か所、5日型：9か
所）
直営：2か所（5日型：1か所、小規模型：1か所）

次の基本事業を実施。
(１)　子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
に関すること。
(２)　子育て等に関する相談、援助の実施に関す
ること。
(３)　地域の子育て関連情報の提供に関するこ
と。
(４)　月１回以上の子育て及び子育て支援に関す
る講習等の実施に関すること。

利用ニーズの高まりに合わせ、開設箇所数を31か
所設けており、地域の子育て支援機能の充実が図
られている。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、
コロナ禍前に比べ、利用者数が大幅に減少したも
のの、ニーズの高い事業である。

(子育て支援課）
委託：11か所（6～7日型：1か所、5日型：10か
所）
直営：2か所（5日型：1か所、小規模型：1か所）

次の基本事業を実施。
(１)　子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
に関すること。
(２)　子育て等に関する相談、援助の実施に関す
ること。
(３)　地域の子育て関連情報の提供に関するこ
と。
(４)　月１回以上の子育て及び子育て支援に関す
る講習等の実施に関すること。

子育て支援課
（私立保育所以外）

こども保育教育課
（私立保育所）

190 2 1 1 地域子育て推進事業
核家族等の親が育児に不安を抱かないよう、保育
所などを活用して、育児相談・子育てサークル支
援等を行います。

市単独

【公立】
27か所
未就園時の保護者が育児に不安を抱かないよう、
保育所などを活用して、育児相談・子育てサーク
ル支援等を行う。
【私立】
18か所  補助額 8,100千円

5 ○

【公立】
27か所
未就園時の保護者が育児に不安を抱かないよう、
保育所などを活用して、育児相談・子育てサーク
ル支援等を行った。
【私立】
18か所　補助5,576千円

【公立】
27か所
未就園時の保護者が育児に不安を抱かないよう、
保育所などを活用して、育児相談・子育てサーク
ル支援等を行う。
【私立】
19か所　補助額8,550千円

こども保育教育課

191 2 1 1
地域に開かれた幼稚園づくり
推進事業

幼稚園が地域の幼児教育のセンター的な役割を果
たすことにより、地域全体の教育力の向上を図り
ます。

市単独

公立幼稚園19園
・園庭・園舎の開放、子育て情報の提供
・未就園児親子に対する遊び場の提供
・子育て座談会や子育て相談の実施
・地域の自然、施設、行事などを活用してのふれ
あい活動の推進

5 ○

公立幼稚園19園で実施。
園を地域に開放し、地域の子どもたちに遊び場や
機会を提供したり、保護者の子育ての相談を受け
たりするなど、様々な形での家庭支援を行うこと
で、地域全体の教育力の向上につながった。

公立幼稚園19園
・園庭・園舎の開放、子育て情報の提供
・未就園児親子に対する遊び場の提供
・子育て座談会や子育て相談の実施
・地域の自然、施設、行事などを活用してのふれ
あい活動の推進

こども保育教育課

192 2 1 1
子育て世代包括支援センター
事業（再掲）

子育て期にある若い世代が安心して妊娠、出産、
子育てができる環境の実現に向け、妊娠期から子
育て期にわたる様々なニーズに対応するため、母
子保健コーディネーターを配置し、総合的相談支
援を提供するワンストップ拠点（子育て世代包括
支援センター）を設置し、妊娠・出産・子育ての
切れ目ない支援に取り組みます。

国・県補助

母子保健コーディネーター配置：9名
①妊娠届出の面接を保健師等の専門職が行う。
②届出時のアンケート結果による妊婦のリスクの
点数化と個別支援を行う。
③保健師が母子の健康状態を把握し、適時の支援
を行う。
④子育て世代包括支援センターについて関係機関
と市民へ周知するとともに、支援に必要な情報収
集を行う。
⑤「子育て世代包括支援ネットワーク会議」の開
催（全体会２回、エリア会４回）

4 ○

母子保健コーディネーター配置：9名
①妊娠届出の面接を保健師等の専門職が行った。
（100％）
②届出時のアンケート結果による妊婦のリスクの
点数化と個別支援を行った。
（要支援妊婦703人、うち支援につながった割合
78.2％）
③保健師が母子の健康状態を把握し、適時の支援
を行った。
（母子相談件数22,065件、コーディネート件数
8,707件）
④子育て世代包括支援センターについて関係機関
と市民へ周知するとともに、支援に必要な情報収
集を行った。
⑤「子育て世代包括支援ネットワーク会議」の開
催（全体会２回、エリア会４回）

母子保健コーディネーター配置：9名
①妊娠届出の面接を保健師等の専門職が行う。
②届出時のアンケート結果による妊婦のリスクの
点数化と個別支援を行う。
③保健師が母子の健康状態を把握し、適時の支援
を行う。
④子育て世代包括支援センターについて関係機関
と市民へ周知するとともに、支援に必要な情報収
集を行う。
⑤「子育て世代包括支援ネットワーク会議」の開
催（全体会２回、エリア会４回）

健康づくり推進課

193 2 1 1
利用者支援(地域子育て支援
コーディネート)事業（再掲）

利用者の個別ニーズを把握し、各種相談・支援事
業等の情報の集約・提供、相談、及び利用に関す
る支援等を行うことにより、教育・保育施設や地
域の子育て支援事業等の円滑な利用を図ります。
また、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等
を提供している関係機関との連絡・調整、連携、
協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て
資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要
な社会資源の開発を行います。

国・県補助

地域子育て支援拠点事業実施団体へ委託
こども保育教育課 （1拠点）
・春日こども園地域子育て支援センター
子育て支援課 （3拠点）
・子育てネットひまわり
・にしおか医院地域子育て支援センター
・わはは・ひろば高松
各拠点において利用者からの相談に応じて情報提
供や関連機関との連絡調整を行う。
（土日、祝日を除く9:00～17:00）

5 ○

地域子育て支援拠点事業実施団体へ委託

こども保育教育課 （1拠点）
・春日こども園地域子育て支援センター
子育て支援課 （3拠点）
・子育てネットひまわり
・にしおか医院地域子育て支援センター
・わはは・ひろば高松
各拠点において利用者からの相談に応じて情報提
供や関連機関との連絡調整を行う。
（土日、祝日を除く9:00～17:00）

地域子育て支援拠点事業実施団体へ委託
　
こども保育教育課 （1拠点）
・春日こども園地域子育て支援センター
子育て支援課 （3拠点）
・子育てネットひまわり
・にしおか医院地域子育て支援センター
・わはは・ひろば高松
各拠点において利用者からの相談に応じて情報提
供や関連機関との連絡調整を行う。
（土日、祝日を除く9:00～17:00）

こども保育教育課
（こども園）

子育て支援課
（その他）

194 2 1 1 一時預かり事業
家庭において保育を受けることが一時的に困難と
なった乳幼児を、認定こども園・幼稚園・保育所
等で一時的に保育します。

国・県補助
及び

市単独

【公立】
12か所で実施
【私立】
52か所（うち補助46か所、自主6か所）
事業費　補助137,018千円　市単1,500千円

5 ○

【公立】
12か所で実施
【私立】
50か所（うち補助44か所、自主6か所）
事業費　補助109,839千円　市単2,300千円

【公立】
12か所で実施
【私立】
53か所（うち補助46か所、自主7か所）
事業費　補助124,790千円　市単1,500千円

こども保育教育課
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施策の体系 事業名 事業概要 事業種類

195 2 1 1
ファミリー・サポート・セン
ター事業

地域において育児の援助を受けたい人と援助した
い人が会員となり、育児について相互に助け合う
会員（有償ボランティア）組織、「たかまつファ
ミリー・サポート・センター｣において、組織の
運営管理や相互援助活動の調整・支援などを行い
ます。

国・県補助

委託事業としてNPO法人に委託して実施。
委託団体：NPO法人　たかまつ男女共同参画ネッ
ト登録
会員数：2,800人
※三木町、綾川町（瀬戸・高松広域連携中枢都市
圏の形成に係る連携協約による取組事業）からの
負担金収入
※さぬき市との事業連携

4 ○

委託事業としてNPO法人に委託して実施。
委託団体：NPO法人　たかまつ男女共同参画ネッ
ト
登録会員数：2,490人

登録会員数は計画値に達しなかったものの、相互
援助活動の連絡調整・支援などを行い、子育て家
庭への支援、相互援助の意識醸成につながった。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、
コロナ禍前に比べ、利用者数が著しく減少したも
のの、ニーズの高い事業である。

委託事業としてNPO法人に委託して実施。
委託団体：NPO法人　たかまつ男女共同参画ネッ
ト登録
会員数：2,800人
※三木町、綾川町（瀬戸・高松広域連携中枢都市
圏の形成に係る連携協約による取組事業）からの
負担金収入
※さぬき市との事業連携

子育て支援課

196 2 1 1
子育て短期支援事業（ショー
トステイ事業、トワイライト
ステイ事業）（再掲）

保護者の疾病、育児疲れ等の理由により、家庭に
おいて養育を受けることが一時的に困難となった
児童について、児童福祉施設等に入所させ、必要
な養育・保護を行います。

国・県補助

保護者の疾病、育児疲れ等の理由により、家庭に
おいて養育を受けることが一時的に困難となった
児童について、児童福祉施設等に入所させ、必要
な養育・保護を行う。里親委託も含めた受け入れ
先の拡充について、引き続き検討を行う。

4 ○

保護者が病気、仕事、育児疲れなどで、一時的に
養育が困難となった場合に、児童養護施設等で児
童を一時的に養育・保護することにより、児童や
その家庭の福祉の向上を図った。里親委託につい
ては課題等があり、実施には至っていない。
　実人数　　１７人
　延日数　２０４人日

保護者の疾病、育児疲れ等の理由により、家庭に
おいて養育を受けることが一時的に困難となった
児童について、児童福祉施設等に入所させ、必要
な養育・保護を行う。里親委託も含めた受け入れ
先の拡充について、引き続き検討を行う。

こども女性相談課

197 2 1 1 病児保育事業「病児対応型」

保育所等に通所中の児童等が病気のため、集団で
保育すること等が困難な場合、かつ、保護者が勤
務等の都合により、家庭で育児することが困難な
場合、その児童を医療機関等に敷設された施設で
一時的に保育します。

国・県補助

病児保育施設：6か所（委託）
・トビウメ小児科
・西岡医院
・小林内科小児科医院
・へいわこどもクリニック
・しぶや小児科
・わき外科・内科クリニック

新型コロナウイルス感染症の感染対策に留意して
実施する。

5 ○

病児保育施設：6か所（委託）
・トビウメ小児科
・西岡医院
・小林内科小児科医院
・へいわこどもクリニック
・しぶやこどもクリニック
・わき外科・内科クリニック
年間延べ利用人数：5,085人

病児保育施設：6か所（委託）
・トビウメ小児科
・西岡医院
・小林内科小児科医院
・へいわこどもクリニック
・しぶやこどもクリニック
・わき外科・内科クリニック
新型コロナウイルス感染症の感染対策に留意して
実施する。

子育て支援課

198 2 1 1 地域まちづくり交付金事業
地域自らのまちづくりに取り組むため、各地区
(校区）で構築された地域コミュニティ協議会の
活動に対する各種の支援を行います。

市単独

地域自らのまちづくりに取り組むため、各地区
(校区）で構築された地域コミュニティ協議会の
活動を支援するため、地域まちづくり交付金を交
付する。

3 ○

新型コロナウイルス感染症の拡大により、予定し
ていた事業を中止したり、規模を縮小して実施し
たりすることが多かったが、これまで取り組んで
いなかった事業を企画したりするなど、地域の中
で協議を行い新たな事業展開がみられる協議会も
増えてきた。
まちづくり交付金の使用用途は、住民自治及び市
民と行政との協働による地域自らのまちづくりを
推進するため、地域コミュニティ協議会の裁量に
委ねられており、事業の成果を評価することは困
難である。

地域自らのまちづくりに取り組むため、各地区
(校区）で構築された地域コミュニティ協議会の
活動を支援するため、地域まちづくり交付金を交
付する。

コミュニティ推進課

199 2 1 1
幼児セミナー等コミュニティ
センター講座事業

地域で安心して子どもを生み育てることができる
よう、コミュニティセンターで、幼児セミナーや
親子ふれあい教室や育児セミナーを開催します。

市単独

コミュニティセンター講座において幼児セミナー
等の事業を行う。
（講座数）１２０講座
（実施内容）親子ふれあい教室、子育て教室、親
子料理室など。

4 ○

新型コロナウイルスの影響もあったが、コミュニ
ティセンター講座において幼児セミナー等の事業
を事業計画の８割実施することができた。
（講座数）９７講座
（実施内容）親子木工教室、親子体操教室、親子
料理教室など。

コミュニティセンター講座において幼児セミナー
等の事業を行う。
（講座数）１２０講座
（実施内容）親子ふれあい教室、子育て教室、親
子料理教室など。

生涯学習センター

200 2 1 1
子育て支援総合情報発信事業
（再掲）

総合的な子育て情報を幅広く提供し、積極的に子
育て支援の推進を図ります。
・子育てハンドブック　・たかまつひとり親家庭
サポートハンドブック　・らっこネット　・ひと
り親ウェブサイト

市単独
及び

国補助

（子育て支援課）
子育て支援総合情報発信事業として、子育てハン
ドブック「たかまつらっこ」の情報管理（フリー
ペーパー10,000部）、子育て支援総合情報サイト
「らっこネット」の情報更新・運営を行う。

（こども家庭課）
ひとり親家庭向け情報誌「たかまつひとり親家庭
サポートブック」の情報管理及び増刷（3,000
部）ひとり親ウェブサイトの運営

5 0

（子育て支援課）
子育て支援総合情報発信事業として、子育てハン
ドブック「たかまつらっこ」の情報管理（フリー
ペーパー10,000部）、子育て支援総合情報サイト
「らっこネット」の情報更新・運営を行う。
（こども家庭課）
ひとり親家庭向け情報誌「たかまつひとり親家庭
サポートブック」を発行し、関係機関に配布し
た。また、「ひとり親ウェブサイト」を運営し、
ひとり親家庭への情報発信や、メールでの離婚前
相談等に対応した。

（子育て支援課）
子育て支援総合情報発信事業として、子育てハン
ドブック「たかまつらっこ」の情報管理（フリー
ペーパー10,000部）、子育て支援総合情報サイト
「らっこネット」の情報更新・運営を行う。
（こども家庭課）
ひとり親家庭向け情報誌「たかまつひとり親家庭
サポートブック」の情報管理及び増刷（3,000
部）ひとり親ウェブサイトの運営

子育て支援課

こども家庭課
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201 2 1 1 「笑顔で♪子育て」展
たかまつミライエで、子育て支援事業について紹
介するパネル展を実施し、各種子育て情報を提供
します。

市単独

こども未来部所管の各種子育て支援事業について
紹介
【パネル展示(事業・施設紹介)】
たかまつファミリー・サポート・センター
たかまつミライエ
子ども医療
児童手当
ひとり親家庭支援・医療
病児保育事業
地域子育て支援拠点事業
子育て支援総合情報発信事業
子どもと女性の相談
児童館
食育の取り組み
保育所・幼稚園等への芸術士派遣事業
子ども食堂
ヤングケアラー

5

こども未来部所管の各種子育て支援事業について
紹介
【パネル展示(事業・施設紹介)】
たかまつファミリー・サポート・センター
たかまつミライエ
子ども医療
児童手当
ひとり親家庭支援・医療
病児保育事業
地域子育て支援拠点事業
子育て支援総合情報発信事業
子どもと女性の相談
児童館
食育の取り組み
保育所・幼稚園等への芸術士派遣事業
子ども食堂
ヤングケアラー

こども未来部所管の各種子育て支援事業について
紹介
【パネル展示(事業・施設紹介)】
たかまつファミリー・サポート・センター
たかまつミライエ
子ども医療
児童手当
ひとり親家庭支援・医療
病児保育事業
地域子育て支援拠点事業
子育て支援総合情報発信事業
子どもと女性の相談
児童館
食育の取り組み
保育所・幼稚園等への芸術士派遣事業
子ども食堂
ヤングケアラー

子育て支援課

202 2 1 1
人材情報提供事業（乳幼児教
育関係）

市民の学習活動を支援するため、生涯学習セン
ターのホームページで提供している各種学習情報
に、乳幼児教育に関する人材情報を登録し、広く
市民へ提供します。

市単独
令和４年度より、家庭教育事業の一つである子育
て力向上応援講座（担当課：生涯学習課）と統合
して実施することにより、廃止となる。

生涯学習センター

203 2 1 1 広報事業

広報高松の発行を始め、ケーブルテレビ市政情報
番組やテレビ、ラジオなど各種媒体で、子育て家
庭を対象とする番組等を企画し、親子で参加でき
るイベントのほか、市の施策や事業等の子育てに
役立つ情報を発信します。

市単独

引き続き「広報高松」を通じて、親子で参加でき
るイベントや、施策や事業等の情報発信を行う。
また、関係課と連携し、テレビ、ラジオなど各種
媒体を通じて、子育て支援に関する番組等を企
画、放送する。

3

「広報高松」や市公式LINE「たかまつホッと
LINE」等を活用して、子育て世代が参加できるイ
ベントや利用できる市の施策を積極的に情報発信
した。

「広報高松」やＳＮＳを通じて、親子で参加でき
るイベントや、施策や事業等の情報発信を行う。
　また、関係課と連携し、テレビ、ラジオなど各
種情報媒体を通じて、子育て支援に関する番組を
企画、放送する。

広聴広報課

204 2 1 1
子どもの貧困対策コーディ
ネート事業

コーディネーターとして専門員を配置し、子ども
の貧困対策について、ワンストップで相談に応じ
るとともに、関係機関・団体等のコーディネート
力を高め、関係機関等相互の情報共有とネット
ワークの構築を推進することにより、総合的・包
括的な支援を行う体制を整備します。

国補助

①子どもの未来応援ネットワークWEBセミナー、
勉強会の開催
②コーディネーター養成・育成研修会、フォロー
アップ研修会の開催

5 ○

①子どもの未来応援ネットワークＷＥＢセミナー
（R4.7.27開催）、勉強会（R4.6.29、R5.2.16開
催）
②コーディネーター養成研修（基礎研修：
R4.10.19、専門研修：R4.11.2、11.16、フォロー
アップ研修：R5.1.18開催）

令和５年度より事業廃止
健康福祉総務課

地域共生社会推進室

205 2 1 2 はじめてのパパママ教室
初めての出産を迎える夫婦を対象に、育児に対し
ての関心を高め、楽しい子育てができるよう体験
学習や実習を行います。

市単独

初めての出産を迎える夫婦を対象に、育児に対し
ての関心を高め、楽しい子育てができるよう体験
学習や実習を行う。
49回/年　1,372人

4 ○

初めての出産を迎える夫婦を対象に、育児に対し
ての関心を高め、楽しい子育てができるよう体験
学習や実習を行った。
47回/年　1,132人

初めての出産を迎える夫婦を対象に、育児に対し
ての関心を高め、楽しい子育てができるよう体験
学習や実習を行う。
48回/年　1,344人

健康づくり推進課

206 2 1 2 子育て相談事業
子育てに関する多種多様な相談に、専門の相談員
を配置して対応しているほか、必要に応じて、適
切な窓口や専門機関を紹介します。

市単独
子育てに関する多種多様な相談に、専門の相談員
が対応し、適切な窓口や専門機関を紹介する。

5 ○

養育に不安をもつ保護者に対し、専門の相談員
が、助言を行うだけでなく適切な窓口や専門機関
を紹介することができた。
　年間相談件数　１４３件

子育てに関する多種多様な相談に、専門の相談員
が対応し、適切な窓口や専門機関を紹介する。

こども女性相談課

207 2 1 2 子育て力向上応援講座事業

家庭での子育て力向上を図るため、子育てにおけ
る課題や子どもの成長、子どもの生活リズム、コ
ミュニケーション等について、就学時健康診断等
を活用した子育て力向上応援講座を開設します。

国補助
令和４年度からは、本事業と家庭教育学級事業
（通し番号212）を統合し、家庭教育応援講座
（通し番号210）として実施する。

生涯学習課

208 2 1 2
早寝早起き朝ごはん運動啓発
事業

子どもの生活リズムの向上を図るため、保護者に
対し、早寝早起き朝ごはんを啓発するチラシ等の
配布や、小・中学校の児童生徒に生活リズム
チェックシートを配布するなど、家庭教育や子育
てに役立つ情報等を提供します。

国補助

各小・中学校の児童生徒を対象に、「生活リズム
チェックシート」を配布し、自らの生活習慣を確
認する機会を提供することで、基本的な生活習慣
の定着を図るほか、就学時健康診断時に早寝早起
き朝ごはん啓発リーフレットを配布するととも
に、子どもの基本的生活習慣づくりの重要性を説
明する。なお、チラシについては脳科学ともリン
クさせた内容へと変更する。
・生活リズムチェックシートの配布
・就学時健康診断における市職員の説明
・啓発用ちらしの配布

4 ○

各小・中学校の児童生徒を対象に、「生活リズム
チェックシート」を配布し、自らの生活習慣を確
認する機会を提供することで、基本的な生活習慣
の定着を図るほか、就学時健康診断時に早寝早起
き朝ごはん啓発リーフレットを配布するととも
に、子どもの基本的生活習慣づくりの重要性を説
明する。なお、チラシについては脳科学ともリン
クさせた内容へと変更した。
・生活リズムチェックシートの配布
・啓発用ちらしの配布

各小・中学校の児童生徒を対象に、「生活リズム
チェックシート」を配布し、自らの生活習慣を確
認する機会を提供することで、基本的な生活習慣
の定着を図るほか、就学時健康診断時に早寝早起
き朝ごはん啓発リーフレットを配布するととも
に、子どもの基本的生活習慣づくりの重要性を周
知する。
・生活リズムチェックシートの配布
・啓発用ちらしの配布

生涯学習課

209 2 1 2 家庭教育情報テレビ事業

仕事や家庭の事情等により子育て力向上応援講座
等に参加できない親向けに、ケーブルテレビの高
松市政チャンネルを活用して家庭教育に関する番
組を放映し、家庭教育の充実を図ります。

国補助 令和4年度より事業廃止 生涯学習課
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210 2 1 2 家庭教育応援講座

令和３年度まで実施していた「家庭教育学級事
業」を廃止し、「子育て力向上応援講座事業」と
統合する形で、子育てにおける課題や子どもの成
長、子どもの生活リズム、コミュニケーション等
について、就学時健康診断等を活用した「家庭教
育応援講座」を開設することで、家庭での子育て
力向上を図る。

国補助

・家庭教育応援講座の開催　1,411千円
　（6,300円×224回）
※子育て力向上応援講座事業の開設対象にPTAも
加える形で拡充している。

3 ○

就学時健康診断等を活用して、新1年生の保護者
等や幼稚園・保育所の保護者等を対象に家庭教育
応援講座を実施した。
計128回
・小学校72回（うちPTA主体4回）
・こども園17回
・幼稚園34回（うちPTA主体1回）
・保育所（5回）
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、一部の
講座が中止となったほか、PTA主催の開催が少な
い状況である。未実施の施設も多いため、引き続
き、制度の周知・啓発に努める。

就学時健康診断等を活用して、新1年生の保護者
等や幼稚園・保育所の保護者等を対象に家庭教育
応援講座を実施する。
・家庭教育応援講座の開催　1,286千円
　（6,300円×204回）

生涯学習課

211 2 1 2 家庭教育情報発信事業
自分の都合に合わせて、学ぶことができるよう、
SNS等を活用し、家庭教育に関するコラムや動画
を発信することで、家庭教育の充実を図る。

国補助
・家庭教育コラム３回　15千円
・家庭教育についての動画配信２回　21千円

3 ○

令和4年度は、家庭教育コラムの掲載を5回、動画
の配信を1回行った。
講座に参加することが困難な保護者が時間や場所
を問わず、学ぶことができるメリットがあり、一
定程度、家庭の教育力向上に寄与したものと考え
られる。令和4年度開始の事業であり,当事業につ
いて情報が十分行き渡っていないことが課題であ
ることから、あらゆる機会を捉えて情報発信を強
化していく。

コラムを5回、動画を1回配信予定。
7月現在、コラムを1回配信済み。

生涯学習課

212 2 1 2 家庭教育学級事業

家庭教育は子どもの健全な成長、人格の形成に
とって重要な役割を持つことから保護者などを対
象に、家庭における子どもの発達段階に対応した
学習の場として、家庭教育学級をコミュニティセ
ンター等で開設します。

国補助

令和４年度より、家庭教育事業の一つである子育
て力向上応援講座（通し番号207）に統合して実
施していく。
このことにより、家庭教育学級事業は廃止し、家
庭教育講座（通し番号210）として生涯学習課で
実施する。

生涯学習センター

213 2 1 2 三世代交流事業
コミュニティセンターにおいて、子ども・親・子
育てを終えた世代がそれぞれの役割を担い、つど
い、交流できる場づくりを行います。

市単独

公民館講座・コミュニティセンター講座において
世代間交流事業を行う。
（講座数）５講座
（実施内容）交流お茶会、ふれあい学習、囲碁将
棋、カルタ大会など

5 ○

公民館講座・コミュニティセンター講座において
世代間交流事業を行った。
（講座数）２３講座
（実施内容）餅つき、折り紙工作教室、グラウン
ドゴルフ、ギター教室など

公民館講座・コミュニティセンター講座において
世代間交流事業を行う。
（講座数）５講座
（実施内容）交流お茶会、ふれあい学習、囲碁将
棋、カルタ大会など

生涯学習センター

214 2 1 2
相談事業（スマイルテレホン
等）

誰もが気軽に何でも相談できるよう、来所相談の
ほか、子ども相談電話「こどもスマイルテレホ
ン」によって、子どもに関する相談を受け付け、
専門相談員が指導・助言します。

市単独

誰もが気軽に何でも相談できるよう、来所相談の
ほか、子ども相談電話「こどもスマイルテレホ
ン」によって、子どもに関する相談を受け付け、
専門相談員が指導・助言します。

4

相談件数は24件（令和3年度39件）。うちスマイ
ルテレホンは21件（令和3年度39件）。
スマイルテレホンの周知のため、カードを作成
し、市内小・中・高校生に配布した。

誰もが気軽に何でも相談できるよう、来所相談の
ほか、子ども相談電話「こどもスマイルテレホ
ン」によって、子どもに関する相談を受け付け、
専門相談員が指導・助言します。

少年育成センター

215 2 1 2
未就学児の保護者への適切な
メディア利用についての啓発

インターネット利用の低年齢化を踏まえ、小学校
段階からの情報モラル教育の推進に加え、未就学
児の保護者に情報機器の適切な利用について周知
啓発し、その一層の充実を図ります。

市単独

インターネット利用の低年齢化を踏まえ、小学校
段階からの情報モラル教育の推進に加え、未就学
児の保護者に情報機器の適切な利用について周知
啓発し、その一層の充実を図ります。

5 ○

情報モラル出前事業を通じて小学校3，4年生への
周知啓発に加え、未就学児の保護者に対し、ネッ
ト・ゲーム依存対策をはじめとする安全・安心な
インターネットの利用に関して、注意してほしい
ことについての講話を行った（弦打幼稚園、木太
北部幼稚園、香西幼稚園）。

インターネット利用の低年齢化を踏まえ、小学校
段階からの情報モラル教育の推進に加え、未就学
児の保護者に情報機器の適切な利用について周知
啓発し、その一層の充実を図る。

少年育成センター

216 2 1 2 子ども読書まつり事業

「子ども読書まつり」の開催により、多彩な児童
行事や講演会等を実施し、子どもには読書への動
機付け、また、保護者には子ども読書活動への認
識を高めてもらい、子ども読書活動の推進を図り
ます。

市単独

「子ども読書まつり」の開催により、多彩な児童
行事や講演会等を実施し、子どもには読書への動
機付け、また、保護者には子ども読書活動への認
識を高めてもらい、子ども読書活動の推進を図
る。

4 ○

「子ども読書まつり」について、令和４年度は新
型コロナウイルス感染症拡大の影響はあったもの
の、サンクリスタル高松開館３０周年記念事業と
して位置付け、魅力あるイベントを実施できたこ
とで例年以上の多くの参加者数で賑わい、子ども
読書活動への認識が高まった。

「子ども読書まつり」の開催により、多彩な児童
行事や講演会等を実施し、子どもには読書への動
機付け、また、保護者には子ども読書活動への認
識を高めてもらい、子ども読書活動の推進を図
る。

中央図書館

217 2 1 2 各種子ども向け事業

絵本の読み聞かせや紙芝居のほか、各種の子ども
参加行事を行うことにより、読書に興味を持たせ
るとともに、子どもたちの心身の健やかな成長を
図ります。

市単独

絵本の読み聞かせや紙芝居のほか、各種の子ども
参加行事を行うことにより、読書に興味を持たせ
るとともに、子どもたちの心身の健やかな成長を
図る。

4 ○

新型コロナウィルス感染症対策を実施の上、絵本
の読み聞かせや紙芝居のほか、子どもたちが参加
できるおたのしみ会や、各種の講座などを実施し
た。

絵本の読み聞かせや紙芝居のほか、各種の子ども
参加行事を行うことにより、読書に興味を持たせ
るとともに、子どもたちの心身の健やかな成長を
図る。

中央図書館

218 2 1 2
ブックスタート事業
ブックスタートフォローアッ
プ事業

健康づくり推進課と連携を図り、保健センターほ
か各地域コミュニティセンター等で実施している
４か月児相談時等に、赤ちゃんとその保護者等に
絵本パックを贈呈し、その利用方法と効用の説明
を行うことにより、保護者等の楽しい子育て参加
を推進するとともに、読書への動機付けを図りま
す。また、保健センター等で行われる定期的な幼
児期の健康診査時に子ども向けブックリストを配
付します。

市単独
及び

公財交付金

健康づくり推進課と連携を図り、保健センターほ
か各地域コミュニティセンター等で実施している
４か月児相談時等に、赤ちゃんとその保護者等に
絵本パックを贈呈し、その利用方法と効用の説明
を行うことにより、保護者等の楽しい子育て参加
を推進するとともに、読書への動機付けを図る。
また、保健センター等で行われる定期的な幼児期
の健康診査時に子ども向けブックリストを配付す
る。

5 ○

対象者数2,853名のうち、2,689名の対象者にブッ
クスタートパックの配布を行い、配布率は
94.25％となった。なお、更なる配布率の向上
は、相談の受診率や転出等から困難なものがあ
る。

健康づくり推進課と連携を図り、保健センターほ
か各地域コミュニティセンター等で実施している
４か月児相談時等に、赤ちゃんとその保護者等に
絵本パックを贈呈し、その利用方法と効用の説明
を行うことにより、保護者等の楽しい子育て参加
を推進するとともに、読書への動機付けを図る。
また、保健センター等で行われる定期的な幼児期
の健康診査時に子ども向けブックリストを配付す
る

中央図書館

219 2 1 2 子育て支援コーナー設置事業

図書館に求められる地域の課題解決支援の一環と
して、中央図書館に「子育て支援コーナー」を設
置し、子育て中の家庭や、子育ての援助を行う地
域の人々などを対象に、図書や情報を利用しやす
いコーナーに取りまとめて、提供します。

市単独

図書館に求められる地域の課題解決支援の一環と
して、中央図書館に「子育て支援コーナー」を設
置し、子育て中の家庭や、子育ての援助を行う地
域の人々などを対象に、図書や情報を利用しやす
いコーナーに取りまとめて提供する。

5

子育て支援コーナーには、常時1,000冊を超える
子育て関係図書や各種パンフレット・情報誌を配
置しており、子育て中の家庭等に対する情報提供
に努めることができた。

図書館に求められる地域の課題解決支援の一環と
して、中央図書館に「子育て支援コーナー」を設
置し、子育て中の家庭や、子育ての援助を行う地
域の人々などを対象に、図書や情報を利用しやす
いコーナーに取りまとめて提供する。

中央図書館
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220 2 1 2 子ども読書活動推進計画事業

子ども読書活動を、総合的かつ効果的に推進する
ため、子ども読書活動推進計画を策定するととも
に、ＰＤＣＡサイクルによる計画の推進を図りま
す。

市単独

子ども読書活動を、総合的かつ効果的に推進する
ため、第５次高松市子ども読書活動推進計画に基
づき、施策の推進や事業の進捗状況の確認等を行
うとともに、外部有識者等からなる図書館協議会
による点検・評価を実施し、必要に応じて事業の
見直し等を行う。

4

子ども読書活動を、総合的かつ効果的に推進する
ため、新子ども読書活動推進計画（第２次改訂
版）に基づき、子ども読書活動の推進に係る総合
調整を行うとともに、外部有識者等からなる図書
館協議会による点検・評価を実施した。

子ども読書活動を、総合的かつ効果的に推進する
ため、第５次高松市子ども読書活動推進計画に基
づき、施策の推進や事業の進捗状況の確認等を行
うとともに、外部有識者等からなる図書館協議会
による点検・評価を実施し、必要に応じて事業の
見直し等を行う。

中央図書館

221 2 1 3 子ども医療費助成事業

令和２年度から中学生の通院助成を開始し、入
院・通院ともに中学校卒業(０歳から１５歳年度
末)までの子どもに対して、保険診療に係る自己
負担分を助成します。

県補助
子育て家庭の経済的負担軽減のため、０歳から１
５歳年度末までの子の医療費の保険診療に係る高
額療養費までの自己負担分を助成する。

5
子ども医療費の助成
受給対象者数54,642人（月平均）
　医療費助成額1,736,840千円

Ｒ５年８月診療分から１５歳到達後最初の４月1
日から１８歳年度末までの入院・通院の保険診療
に係る自己負担分を助成します。子ども医療費の
助成
受給対象者数67,700人（月平均）
　医療費助成額1,965,376千円

こども家庭課

222 2 1 3 幼児教育・保育の無償化

子育て世帯を応援し、生涯にわたる人格形成の基
礎を培う幼児教育の負担軽減を図る少子化対策と
して、３～５歳の全ての子どもたちと０～２歳の
住民税非課税世帯の子どもたちの幼稚園・保育
所・認定こども園などの利用料を無償化します。

国・県補助

（子育て支援課）
・ファミリー・サポート・センター事業
・病児保育事業

（こども保育教育課）
３～５歳の全ての子どもたちと０～２歳の住民税
非課税世帯の子どもたちの幼稚園・保育所・認定
こども園などの利用料を無償化とする。

5

（子育て支援課）
・ファミリー・サポート・センター事業
　支給実績　１人
・病児保育事業
　支給実績　０人
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、
コロナ禍前に比べ、上記事業の利用者数が著しく
減少し、無償化事業利用者も少数ではあるもの
の、必要な事業である。
（こども保育教育課）
教育保育給付認定
１号認定こども　2,782人
２号（３歳児クラス以上）5,926人
施設型利用給付認定子ども　2,671人

（子育て支援課）
・ファミリー・サポート・センター事業
・病児保育事業
（こども保育教育課）
３～５歳の全ての子どもたちと０～２歳の住民税
非課税世帯の子どもたちの幼稚園・保育所・認定
こども園などの利用料を無償化とする。

子育て支援課

こども保育教育課

223 2 1 3 多子世帯保育料減免事業

多子世帯の経済的負担を軽減するため、子どもが
０歳から２歳児内で、同時に在園している場合、
第２子の利用者負担額を無料にします。
また、18歳未満の子どもを３人以上養育している
場合は、第３子以降の利用者負担額を無料にしま
す。

市単独

多子世帯の経済的負担を軽減するため、子どもが
０歳から２歳児内で、同時に在園している場合、
第２子、及び18歳未満の子どもを３人以上養育し
ている場合の第３子以降の利用者負担額を無料と
する。

5
2・3号認定子ども（0から2歳児クラス）
8,295人
227,573千円

多子世帯の経済的負担を軽減するため、子どもが
０歳から２歳児内で、同時に在園している場合の
第２子、及び18歳未満の子どもを３人以上養育し
ている場合の第３子以降の利用者負担額を無料と
する（10月から第１子が認可外保育施設を利用す
る場合も対象とする）。

こども保育教育課

224 2 1 3 副食費補足給付事業
新制度に移行していない私立幼稚園が実施する給
食について、年収360万円未満相当世帯等を対象
に、副食材料費の負担を免除します。

国・県補助
新制度に移行していない私立幼稚園が実施する給
食について、年収360万円未満相当世帯等を対象
に、副食費を免除する。

5 対象者299人
新制度に移行していない私立幼稚園が実施する給
食について、年収360万円未満相当世帯等を対象
に、副食費を免除する。

こども保育教育課

225 2 1 3
認可外保育施設第２子以降保
育料助成事業

認可外保育施設に入所している第２子以降の保育
料の助成を行うことにより、保護者の子育てに係
る経済的負担の軽減を図ります。

市単独
対象児童延べ人数　1,822人
助成額  24,891千円

5 ○
対象児童延べ人数　2,520人
助成額  26,463千円

対象児童延べ人数　2,508人
助成額  33,884千円

こども保育教育課

226 2 1 3
病児・病後児保育利用料無料
化事業

第２子以降３歳年度末まで、第３子以降就学前の
病児・病後児保育利用料を無料化することによ
り、保護者の子育てに係る経済的負担の軽減を図
ります。

県補助
第２子以降３歳未満児、第３子以降就学前の病
児・病後児保育利用料を無料化することにより、
保護者の子育てに係る経済的負担の軽減を図る。

5 ○ 助成人数　：延べ2,320人
第２子以降３歳未満児、第３子以降就学前の病
児・病後児保育利用料を無料化することにより、
保護者の子育てに係る経済的負担の軽減を図る。

子育て支援課

227 2 1 3 就学奨励事業

経済的な理由によって、小・中学校に就学するこ
とが困難な児童生徒の保護者に対して、就学に必
要な経費の援助を行い、経済的負担の軽減を図り
ます。

国補助

学用品・通学用品費、新入学児童生徒学用品費
等、修学旅行費、校外活動費、通学費
学校給食費、医療費、集団宿泊学習費、PTA会費
クラブ活動費（中学生のみ）、生徒会費（中学生
のみ）

対象者
・小学校　2,726人　　　210,925千円
・中学校　1,720人　　　222,928千円

5 ○

　学用品・通学用品費、新入学児童生徒学用品費
等、修学旅行費、校外活動費、通学費
学校給食費、医療費、集団宿泊学習費、PTA会費
クラブ活動費（中学生のみ）、生徒会費（中学生
のみ）

対象者
　・小学校　2,623人　　　171,645千円
　・中学校　1,745人　　　　171,234円

学用品・通学用品費、新入学児童生徒学用品費
等、修学旅行費、校外活動費、通学費
学校給食費、医療費、集団宿泊学習費、PTA会費
クラブ活動費（中学生のみ）、生徒会費（中学生
のみ）

対象者
　・小学校　2,930人　　　220,382千円
　・中学校　1,787人　　　　229,303円

学校教育課

228 2 1 3 児童生徒副読本支給事業
学校教育における補助教材としての副読本を支給
し、保護者負担の軽減と教育効果の向上に努めま
す。

市単独
学校教育における補助教材としての副読本を支給
し、保護者負担の軽減と教育効果の向上に努め
る。

5 ○

令和４年度児童用副読本総支給額：6,163,684
円。
道徳（１・２年生用）3,531冊、889,812円
（３・４年生用）3,763冊、948,276円  　（５・
６年生用）3,808冊、959,616円　　       社会
（３・４年生用）3,782冊、3,365,980円

学校教育における補助教材としての副読本を支給
し、保護者負担の軽減と教育効果の向上に努め
る。

学校教育課

229 2 1 3 教育資金支援事業

成績優秀かつ向学心旺盛な生徒であって、経済的
理由のため進学困難な者に対し、奨学金を支給す
るとともに、高等学校等に入学を希望する生徒の
保護者で、入学準備金の調達が困難な者に対し、
入学準備金を貸し付け、教育の機会均等に努めま
す。
また、大学等へ進学した者の保護者で、入学資金
融資制度を利用した者に対し、利子補給を行い、
保護者の経済的負担の軽減を図ります。

市単独

・奨学金支給　24,300千円
　奨学生225人　　月額9,000円

・入学準備金貸付　3,300千円
　国公立 　　8人×100千円
　私立　　　10人×250千円

・教育資金の利子補給　60千円　3人

5 ○

・奨学金支給　23,112千円
　奨学生252人
　月額9,000円

・入学準備金貸付　2,700千円
　　　国公立 　7人×100千円
　　　私立　 　8人×200千円

・教育資金の利子補給
　60千円　2人

・奨学金支給　24,300千円
　　奨学生225人
　　月額9,000円

・入学準備金貸付　3,300千円
　　　国公立 　8人×100千円
　　　私立　　10人×250千円

・教育資金の利子補給
　80千円　4人

学校教育課
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230 2 1 3
遠距離児童・生徒等通学費助
成事業

編入前の塩江町・香川町区域内の通学が困難な地
域から通学する児童・生徒の保護者に対し、予算
の範囲内で補助金を交付することにより、保護者
負担の軽減を図ります。

市単独

編入前の塩江町・香川町区域内の通学が困難な地
域から通学する児童・生徒の保護者に対し、予算
の範囲内で補助金を交付することにより、保護者
負担の軽減を図ります。

5

・遠距離通学児童補助（塩江町）      0円
・遠距離通学児童補助（香川町） 63,100円
・遠距離通学生徒補助（塩江町）　　　0円
・遠距離通学生徒補助（香川町） 32,000円
・塩江小中学校児童生徒送迎スクールバス等（ス
クールタクシー含む）委託料
小　11,865,529円
中　 9,708,165円

編入前の塩江町・香川町区域内の通学が困難な地
域から通学する児童・生徒の保護者に対し、予算
の範囲内で補助金を交付することにより、保護者
負担の軽減を図る。

学校教育課

231 2 1 3 児童手当支給事業

中学校卒業（０歳から１５歳年度末）までの児童
を養育している方に手当を支給することにより、
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、
次代の社会を担う児童の健やかな成長を図りま
す。

国補助
児童手当
　受給児童数　573,504人　　6,237,660千円

5
児童手当
　受給児童数　572,394人　6,212,870千円

児童手当
　受給児童数　550,926人　　6,033,730千円

こども家庭課

232 2 1 3 助産施設運営事業
低所得者家庭等の出産に伴う負担の軽減と安全な
出産を確保するために、施設を指定し、出産費用
の助成を行います。

国補助
低所得者家庭等の出産に伴う負担の軽減と、安全
な出産を確保するために、施設を指定し、出産費
用の助成を行う。

5 ○

保健上必要があるにもかかわらず、生活保護世帯
及び市県民税非課税世帯等の経済的理由により、
入院助産を受けることができない妊産婦に対し
て、助産を援助することができた。
　年間利用件数　　　１７件

低所得者家庭等の出産に伴う負担の軽減と、安全
な出産を確保するために、施設を指定し、出産費
用の助成を行う。

こども女性相談課

233 2 2 1 一時預かり事業（再掲）
家庭において保育を受けることが一時的に困難と
なった乳幼児を、認定こども園・幼稚園・保育所
等で一時的に保育します。

国・県補助
及び

市単独

【公立】
12か所で実施
【私立】
52か所（うち補助46か所、自主6か所）
事業費　補助137,018千円　市単1,500千円

5 ○

【公立】
12か所で実施
【私立】
50か所（うち補助44か所、自主6か所）
事業費　補助109,839千円　市単2,300千円

【公立】
12か所で実施
【私立】
53か所（うち補助46か所、自主7か所）
事業費　補助124,790千円　市単1,500千円

こども保育教育課

234 2 2 1 延長保育事業
保護者の就労時間の多様化に対応するため、通常
の保育時間である11時間を超えて保育を実施しま
す。

国・県補助
及び

市単独

【公立】23か所
保護者の就労時間の多様化に対応するため、通常
の保育時間である11時間を超えて実施する。
【私立】77か所
補助52,882千円　市単17,528千円

5 ○

【公立】
23か所
保護者の就労時間の多様化に対応するため、通常
の保育時間である11時間を超えて実施した。
【私立】
77か所　補助32,354千円　市単15,147千円

【公立】23か所
保護者の就労時間の多様化に対応するため、通常
の保育時間である11時間を超えて実施する。
【私立】
77か所　補助44,325千円　市単18,582千円

こども保育教育課

235 2 2 1 休日保育事業
多様な保育ニーズに対応するため、日曜、祝日の
保育を実施します。

国・県補助
私立　3か所
（高松第二、さくら木太、さくら伏石）

5 ○
私立　3か所　　（高松第二、さくら木太、さく
ら伏石）

私立　2か所　　（高松第二、さくら伏石） こども保育教育課

236 2 2 1 夜間保育事業
多様な保育ニーズに対応するため、夜間の保育を
実施します。

国・県補助
私立　1か所
（高松第二保育園）

5 ○ 私立　1か所（高松第二保育園） 私立　1か所（高松第二保育園） こども保育教育課

237 2 2 1 家庭支援推進保育事業
保育を行う上で、特に家庭環境等に配慮を要する
児童について、きめ細やかな保育を実施します。

国補助
保育を行う上で、特に家庭環境等に配慮を要する
児童について、きめ細やかな保育を実施する。
公立1か所

5

保育を行う上で、特に家庭環境等に配慮を要する
児童について、きめ細やかな保育を実施した。地
域やコミュニティセンターとも連携することがで
きた。

保育を行う上で、特に家庭環境等に配慮を要する
児童について、きめ細やかな保育を実施する。
公立1か所

こども保育教育課

238 2 2 1
病児保育事業「体調不良児対
応型」

保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童
を、保護者が迎えに来るまでの間、保育所の医務
室等で看護師等が安静に保育します。

国・県補助
及び

市単独

私立　1か所
4,492千円　　診断連絡票補助50千円

5 ○
私立　1か所
4,492千円　　診断連絡票補助50千円

私立　2か所
8,985千円　　診断連絡票補助150千円

こども保育教育課

239 2 2 1
病児保育事業「病児対応型」
（再掲）

保育所等に通所中の児童等が病気のため、集団で
保育すること等が困難な場合、かつ、保護者が勤
務等の都合により、家庭で育児することが困難な
場合、その児童を医療機関等に敷設された施設で
一時的に保育します。

国・県補助

病児保育施設：6か所（委託）
・トビウメ小児科
・西岡医院
・小林内科小児科医院
・へいわこどもクリニック
・しぶや小児科
・わき外科・内科クリニック

新型コロナウイルス感染症の感染対策に留意して
実施する。

5 ○

病児保育施設：6か所（委託）
・トビウメ小児科
・西岡医院
・小林内科小児科医院
・へいわこどもクリニック
・しぶやこどもクリニック
・わき外科・内科クリニック
年間延べ利用人数：5,085人

病児保育施設：6か所（委託）
・トビウメ小児科
・西岡医院
・小林内科小児科医院
・へいわこどもクリニック
・しぶやこどもクリニック
・わき外科・内科クリニック
新型コロナウイルス感染症の感染対策に留意して
実施する。

子育て支援課

240 2 2 1 広域入所事業

里帰り出産などの理由により、居住地以外の市町
村に所在する保育所などへ入所を希望する子育て
家庭の保育ニーズに応えるため、広域入所（受
託・委託）を円滑に実施します。

国・県負担金

受託児童数
　公立2人（延べ6ヶ月）
　私立21人（延べ169ヶ月）

委託児童数
　公立10人（延べ62ヶ月）
　私立47人（延べ435ヶ月）

5 ○

受託児童数
　公立5人（延べ14ヶ月）
　私立18人（延べ139ヶ月）

委託児童数
　公立7人（延べ39ヶ月）
　私立63人（延べ529ヶ月）

受託児童数
　公立5人（延べ14ヶ月）
　私立18人（延べ139ヶ月）

委託児童数
　公立7人（延べ39ヶ月）
　私立63人（延べ529ヶ月）

こども保育教育課

241 2 2 1 保育士確保緊急対策事業
保育士不足傾向にある私立保育所等において、保
育士を確保するため、期間限定で本市独自の緊急
対策事業を実施します。

市単独
保育士不足傾向にある私立保育所等において、保
育士を確保するため、期間限定で本市独自の緊急
対策事業を実施する。

5 ○

保育士就職一時金支給事業　13,300千円
保育士宿舎借上げ支援事業　2,158千円

本市独自の緊急対策事業を実施したことにより、
更なる保育士を確保することができた。

保育士不足傾向にある私立保育所等において、保
育士を確保するため、期間限定で本市独自の緊急
対策事業を実施する。

こども保育教育課
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242 2 2 1
ファミリー・サポート・セン
ター事業（再掲）

地域において育児の援助を受けたい人と援助した
い人が会員となり、育児について相互に助け合う
会員（有償ボランティア）組織、「たかまつファ
ミリー・サポート・センター｣において、組織の
運営管理や相互援助活動の調整・支援などを行い
ます。

国・県補助

委託事業としてNPO法人に委託して実施。
委託団体：NPO法人　たかまつ男女共同参画ネッ
ト登録
会員数：2,800人
※三木町、綾川町（瀬戸・高松広域連携中枢都市
圏の形成に係る連携協約による取組事業）からの
負担金収入
※さぬき市との事業連携

4 ○

委託事業としてNPO法人に委託して実施。
委託団体：NPO法人　たかまつ男女共同参画ネッ
ト
登録会員数：2,490人

登録会員数は計画値に達しなかったものの、相互
援助活動の連絡調整・支援などを行い、子育て家
庭への支援、相互援助の意識醸成につながった。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、
コロナ禍前に比べ、利用者数が著しく減少したも
のの、ニーズの高い事業である。

委託事業としてNPO法人に委託して実施。
委託団体：NPO法人　たかまつ男女共同参画ネッ
ト登録
会員数：2,800人
※三木町、綾川町（瀬戸・高松広域連携中枢都市
圏の形成に係る連携協約による取組事業）からの
負担金収入
※さぬき市との事業連携

子育て支援課

243 2 2 1 認可外保育施設助成事業
認可外保育施設へ入所している児童の福祉の向上
を図るため、施設の経常的経費の一部に対して補
助します。

市単独

概ね、年間を通じて児童の数が６人以上
（延対象児童）
昼間 782人×3,500円
夜間  83人×5,000円
賠償責任保険　4施設×50,000円

5 ○

概ね、年間を通じて児童の数が６人以上
（延対象児童）
昼間 770人×3,500円
夜間  72人×5,000円
賠償責任保険　3施設×50,000円
　　　　　　　1施設×25,000千

概ね、年間を通じて児童の数が６人以上
（延対象児童）
昼間 728人×3,500円
夜間  73人×5,000円
賠償責任保険　4施設×50,000円

こども保育教育課

244 2 2 1
認可外保育施設入所児童健康
診断助成事業

認可外保育施設に入所している児童の健康診断に
要する費用を助成することにより、認可外保育施
設を利用する児童の安全及び衛生の確保を図りま
す。

市単独
対象施設　5施設
１施設につき50,000円を上限

5 ○
対象施設　5施設
１施設につき50,000円を上限

対象施設　5施設
１施設につき50,000円を上限

こども保育教育課

245 2 2 1 すこやか認定保育所助成事業
認可外保育施設の保育水準及び入所児童の処遇向
上を図るため、市の認定基準を満たした施設に対
して補助します。

市単独

定員が２０人以上で、職員配置や安全対策などの
認定基準に適合する施設

０歳児（昼）198人×15,000円
０歳児（夜）57人×22,000円
１・２歳児（昼）806人×9,000円
１・２歳児（夜）46人×13,500円
３歳児以上（昼）90人×3,500円
３歳児以上（夜）60人×5,000円
施設補助　3施設×50,000円

5 ○

定員が２０人以上で、職員配置や安全対策などの
認定基準に適合する施設
０歳児（昼）173人×15,000円
０歳児（夜）　0人×22,000円
１・２歳児（昼）829人× 9,000円
１・２歳児（夜） 47人×13,500円
３歳児以上（昼）138人× 3,500円
３歳児以上（夜） 51人× 5,000円
施設補助　3施設×50,000円

定員が２０人以上で、職員配置や安全対策などの
認定基準に適合する施設
０歳児（昼）198人×15,000円
０歳児（夜） 12人×22,000円
１・２歳児（昼）814人× 9,000円
１・２歳児（夜） 47人×13,500円
３歳児以上（昼）124人× 3,500円
３歳児以上（夜） 44人× 5,000円
施設補助　3施設×50,000円

こども保育教育課

246 2 2 1 放課後児童クラブ事業

就労等により、昼間、保護者が家庭にいない、小
学校に就学している児童に対して、授業の終了後
などに、小学校の余裕教室、児童館等を利用し
て、適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全
な育成を図ります。

国・県補助
民間２教室、公立２教室を開室することにより、
待機児童を解消する。

5
公立1教室、民間5教室を開室することにより、待
機児童数が82人となり、目標は達成できた。

民間２教室、公立２教室を開室することにより、
待機児童を解消する。

子育て支援課

247 2 2 1 放課後子ども教室事業

地域の方々の協力を得ながら、放課後等に子ども
たちの安心安全な活動場所を確保し、学習や様々
な体験・交流活動の機会を提供することにより、
その健全な育成を図ります。

国・県補助
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた上
で、地域と協議を行い、未実施校区において新た
に放課後子ども教室事業を開始する。

3 ○

未実施校区における新規開設の働き掛けはできな
かったが、新型コロナウイルス感染症への対策を
実施しながら１年間を通して事業を実施したこと
により、登録児童数、参加児童数は増加した。
Ｒ４年度登録児童数1,995人（Ｒ３年度登録児童
数1,881人）
Ｒ４年度参加児童数22,997人（Ｒ３年度参加児童
数9,235人）

地域と協議を行い、未実施校区において新たに放
課後子ども教室事業を開始する。

子育て支援課

248 2 2 1
一体型の放課後児童クラブ及
び子ども教室推進事業

同一の小学校内等で、放課後児童クラブ及び放課
後子ども教室を実施し、共働き家庭等の児童を含
めた全ての児童が放課後子ども教室の活動プログ
ラムに参加できるようにすることで、全ての児童
の安全・安心な居場所の確保を図ります。

―

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた上
で、放課後児童クラブの児童が放課後子ども教室
に参加できるような組織の設立や環境の整備を進
める。

2 ○
新型コロナウイルス感染症への対策が引き続き必
要だった状況下において、未実施校区における新
たな一体型の推進の働き掛けはできなかった。

放課後児童クラブの児童が放課後子ども教室に参
加できるような組織の設立や環境の整備を進め
る。

子育て支援課

249 2 2 2 各種セミナー実施事業
男女の自立と社会参画を促進し、男女共同参画社
会の実現を図るため、セミナー等を開催します。

市単独

だれもがいきいき参画・まちづくり講座 5回/女
性のための就労支援講座 11回/就労・地域活動支
援パソコン講座 4回/コロナ禍の防災力アップ講
座 3回/人生100年時代の生き方講座 2回/転勤者
とさぬき人のはじめまして講座 2回/市民企画講
座 6回/コミュニケーション講座 2回/参画出前講
座 5回/こころとからだの健康講座 2回/親子で楽
しい”さんかく”講座 2回

4 ○

だれもがいきいき参画・まちづくり講座 5回/女
性のための就労支援講座 8回/就労・地域活動支
援パソコン講座 4回/防災力アップ講座 3回/人生
100年時代の生き方講座 1回/転勤者とさぬき人の
はじめまして講座 3回/市民企画講座 7回/コミュ
ニケーション講座 2回/参画出前講座 7回/こころ
とからだのリラックス講座 2回/親子で楽しい”
さんかく”講座 2回

だれもがいきいき参画・まちづくり講座 5回/女
性のための就労支援講座 12回/就労支援パソコン
講座 4回/命を守る防災力アップ講座 3回/人生
100年時代の生き方講座 2回/転勤者とさぬき人の
はじめまして講座 3回/市民企画講座 6回/参画出
前講座 5回/こころとからだの健康講座 4回/親子
で楽しい”さんかく”講座 2回

男女共同参画・
協働推進課

250 2 2 2
男女共同参画に関する啓発誌
発行事業

男女の自立と社会参画を促進し、男女共同参画社
会の実現を図るため、啓発誌等を作成し、啓発を
行います。

県委託金
男女共同参画社会の促進を図るため、啓発グッズ
を配布する。

4

男女共同参画週間（6/23～6/29）に実施したパネ
ル展等において、男女共同参画社会の促進を図る
ため、事業周知チラシとともに啓発グッズを配布
した。
また、子ども向け男女共同参画社会のリーフレッ
トを作成・配布し、幅広い世代への啓発を行っ
た。

男女共同参画社会の促進を図るため、啓発グッズ
を配布する。

男女共同参画・
協働推進課

251 2 2 2
男女共同参画に関する情報収
集・提供事業

ふれあい交流サロンに設置する図書やインター
ネット接続できるＰＣにより様々な情報を検索す
ることができます。
「参画センターだより」の発行、ホームページ、
広報たかまつ等による各種講座の周知や男女共同
参画社会実現に向けて啓発を行います。

市単独

男女共同参画に関する情報収集
・図書、ＤＶＤ、資料等の収集
・貸出を行う
・「参画センターだより」の発行・パソコン機器
等による情報提供
・「広報高松」への情報掲載
・新聞、マスコミ等による情報提供

4

図書、ＤＶＤ、資料等の収集・貸出や「参画セン
ターだより」を毎月発行するほか、ホームページ
や「広報高松」等へ情報掲載をするなど、広く市
民に周知し、男女共同参画社会の実現に向けての
啓発を行った。

男女共同参画に関する情報収集
・図書、ＤＶＤ、資料等の収集
・貸出を行う
・「参画センターだより」の発行・パソコン機器
等による情報提供
・「広報高松」への情報掲載
・新聞、マスコミ等による情報提供

男女共同参画・
協働推進課
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252 2 2 2 相談事業

結婚や離婚、子育てや人間関係などの様々な女性
の悩みごとを女性相談専門員や女性弁護士に相談
することができます。また、女性の就労に関する
悩みごとを経験豊富な女性キャリアコンサルタン
トに相談することもできます。

市単独

相談事業
・女性こころの相談（開館日）
・自助グループ支援
・スーパービジョン　5回
・弁護士相談　4回
・就労相談（月・水・金実施　託児有）

4 ○

女性が抱える様々な悩みに対して、専門相談員が
指導・助言を行った。また、自助グループの運営
等を支援することにより、女性の活躍を推進し
た。

相談事業
・女性こころの相談（開館日）
・自助グループ支援
・スーパービジョン　5回
・弁護士相談　4回
・就労相談（月・水・金実施　託児有）

男女共同参画・
協働推進課

253 2 2 2 託児タイム事業

幼い子どもを持つ人が安心して、ふれあい交流サ
ロン等を利用することができるよう、託児タイム
を実施します。
託児ボランティア養成講座を実施します。

市単独
・託児タイム（毎週木・金、第2・4月曜日）
・親子ふれあいイベント　2回

4 ○

・託児タイム（毎週木・金、第2・4月曜日）
・親子ふれあいイベント 2回
託児タイム事業を行うことで、幼い子どもを持つ
人が安心して、さんかく交流サロン等を利用でき
る環境を整えることができた。

・託児タイム（毎週木・金、第2・4月曜日）
・親子ふれあいイベント　2回

男女共同参画・
協働推進課

254 2 2 2 託児付き主催事業
子育て中の父母等の参加を容易にするため、主催
事業（講座・講演会等）については託児付きと
し、参加しやすい講座の開催を目指します。

市単独
主催事業（講座、講演会等）を託児付で開催する
ほか、オンラインを活用して子育て中の人が参加
しやすい事業を実施する。

4 ○
主催事業（講座、講演会等）を託児付きで開催し
た。また、オンラインも活用する等、子育て中の
人が参加しやすい事業を実施した。

主催事業（講座、講演会等）を託児付で開催する
ほか、オンラインを活用して子育て中の人が参加
しやすい事業を実施する。

男女共同参画・
協働推進課

255 2 2 2
本会議傍聴に係る託児保育事
業

高松市議会の会議（公開されている本会議）に関
し、乳幼児を持ち、会議の傍聴を希望する者に対
して、会議の傍聴等を援助するための託児サービ
スを行います。

市単独

・民間事業者（託児ボランティアあゆみ）に業務
委託

本会議傍聴に係る託児保育委託料　66,000円
（５時間×12日×1,100円）

4 ○ 6月議会中（6/20）１回　１人

・民間事業者（託児ボランティアあゆみ）に業務
委託

本会議傍聴に係る託児保育委託料　71,500円
（５時間×13日×1,100円）

市議会事務局
総務調査課

256 2 2 2
はじめてのパパママ教室（再
掲）

初めての出産を迎える夫婦を対象に、育児に対し
ての関心を高め、楽しい子育てができるよう体験
学習や実習を行います。

市単独

初めての出産を迎える夫婦を対象に、育児に対し
ての関心を高め、楽しい子育てができるよう体験
学習や実習を行う。
49回/年　1,372人

4 ○

初めての出産を迎える夫婦を対象に、育児に対し
ての関心を高め、楽しい子育てができるよう体験
学習や実習を行った。
47回/年　1,132人

初めての出産を迎える夫婦を対象に、育児に対し
ての関心を高め、楽しい子育てができるよう体験
学習や実習を行う。
48回/年　1,344人

健康づくり推進課

257 2 2 2
「たかまつ労政だより」発行
事業

労働関係の情報を提供している「たかまつ労政だ
より」に、働き方改革等に関する情報などを掲載
し、仕事と子育ての両立ができる環境づくりを促
進します。また、本市ホームページを活用した啓
発に積極的に取り組みます。

市単独
働き方改革等に関する情報などについて、「たか
まつ労政だより」や本市ホームページに掲載し、
周知・啓発を行う。

4
働き方改革等に関する情報を年６回発行・配布。
併せてＨＰに掲載。
配布先：香川労働局、県、商工団体等

働き方改革等に関する情報などについて、「たか
まつ労政だより」や本市ホームページに掲載し、
周知・啓発を行う。

産業振興課

258 3 1 1
安全で安心なまちづくり推進
事業

市民意識の高揚のための啓発活動や情報の提供、
知識の普及等を図るとともに、地域コミュニティ
で取り組む「安全で安心なまちづくり活動」を支
援します。また、「安全で安心なまちづくり推進
協議会」において、安全で安心なまちづくりを推
進するための施策等について協議します。

市単独

・地域コミュニティ協議会等が設置する防犯カメ
ラに係る補助金の交付（設置費：20団体　電気料
金：125か所）
・「安心で安全なまちづくり推進協議会」におい
て、安全で安心なまちづくりを推進するため施策
等について協議　年１回

4

〇地域コミュニティ協議会等が設置する防犯カメ
ラに係る補助金の交付
　設置費：19団体、電気料金：106か所
〇「安心で安全なまちづくり推進協議会」
　11月24日開催

・地域コミュニティ協議会等が設置する防犯カメ
ラに係る補助金の交付（設置費：20団体　電気料
金：125か所）
・「安心で安全なまちづくり推進協議会」におい
て、安全で安心なまちづくりを推進するため施策
等について協議　年１回

くらし安全安心課

259 3 1 1 防犯灯新設等補助事業
自治会が行う防犯灯の新設等に要する経費の全部
又は一部を助成し、夜間の犯罪防止と通行の安全
を図ります。

市単独

防犯灯新設等補助金の交付
・電気料金補助金　延べ357,684灯　64,025千円
・新設補助金　130灯　3,660千円
・移設、補修補助金　79灯　1,294千円

4

〇防犯灯新設等補助金の交付
・電気料金補助金　延べ357,846灯
・新設補助金　108灯
・移設、補修補助金　74灯

防犯灯新設等補助金の交付
・電気料金補助金　延べ358,686灯　65,640千円
・新設補助金　130灯　4,901千円
・移設、補修補助金　72灯　1,696千円

くらし安全安心課

260 3 1 1 消費生活教育出前講座

子どもたちに身近な「買い物」をテーマとして、
健全な金銭感覚を養い、お金の上手な使い方を身
につけることができるよう、ＤＶＤやクイズなど
を取り入れ、「計画的な買い物」、「物の選び
方」、「商品表示」等について学習します。

市単独

子どもたちに身近な「買い物」をテーマとして、
ＤＶＤやクイズなどを取り入れ、物の選び方や買
い方、お金の計画的な使い方、商品の表示等につ
いて学習する出前講座を実施する。また、中学生
及び高校生向けの消費者教育DVDを購入し、対象
に応じた内容の講座を実施する。

2 ○

〇消費生活教育出前講座数　0件
　課題：授業形式で実施するため、コロナの影響
は大きいが、対策等を講じるとともに学校側の意
見も聴取し、小中高の発達段階に合った授業構成
が必要。
　取組方針：新たに出前講座のチラシを作成し、
校長会・教頭会での配布に加え、交通安全教室で
の訪問時などを利用し、直接先生方への配布を検
討したい。

　子どもたちに身近な「買い物」をテーマとし
て、ＤＶＤやクイズなどを取り入れ、物の選び方
や買い方、お金の計画的な使い方、商品の表示等
について学習する出前講座を実施する。また、中
学生及び高校生向けの消費者教育DVDを購入し、
対象に応じた内容の講座を実施する。

くらし安全安心課

261 3 1 1
幼児の交通安全教育
児童の交通安全教室

幼児には、模擬信号機を使用した歩行練習や発達
段階に応じ人形劇・ＤＶＤ視聴などを交えた交通
安全教育を行います。
小学1年生には、道路の横断方法など歩行を中心
とした練習を行い、小学4年生には、自転車の交
通ルールの学科学習と模擬コースの走行実技を行
い、講習修了者には、「自転車安全運転免許証」
を交付します。

市単独

幼児には、模擬信号機を使用した歩行練習や発達
段階に応じ人形劇・ＤＶＤ視聴などを交えた交通
安全教育を行います。小学1年生には、道路の横
断方法など歩行を中心とした練習を行い、小学4
年生には、自転車の交通ルールの学科学習と模擬
コースの走行実技を行い、講習修了者には、「自
転車安全運転免許証」を交付します。

5 ○

○交通安全教室の開催状況
　保育所・幼稚園・こども園等　260回
　小学校等　123回
※学校等と協議して、１回当たりの参加人数の縮
小や時間短縮、自転車の実技試験に実車ではな
く、自転車ハンドルを使用した模擬走行などによ
る新型コロナウイルス感染症対策をしながら、交
通安全教室を開催した。

　幼児には、模擬信号機を使用した歩行練習や発
達段階に応じ人形劇・ＤＶＤ視聴などを交えた交
通安全教育を行う。小学1年生には、道路の横断
方法など歩行を中心とした練習を行い、小学4年
生には、自転車の交通ルールの学科学習と模擬
コースの走行実技を行い、講習修了者には、「自
転車安全運転免許証」を交付する。

くらし安全安心課

262 3 1 1
高松市通学路交通安全プログ
ラム

子どもたちを交通事故の危険から守り、安全に通
学できるよう、学校、家庭、地域、関係機関が連
携して、合同点検を定期的に実施するなど、通学
路の安全確保を図ります。

市単独

〇定期合同点検（小学校通学路５校区）
　実施時期：令和4年6、7月
　実施対象：古高松小、屋島小、多肥小、香南
小、川島小

5 ○

〇定期合同点検（小学校通学路５校区）
　実施時期：令和4年6、7月
　実施対象：古高松小、屋島小、多肥小、香南
小、川島小

〇定期合同点検（小学校通学路５校区）
　実施時期：令和5年6、7月
　実施対象：鬼無小、木太南小、屋島西小、川岡
小、植田小

くらし安全安心課

保健体育課

263 3 1 1 ぼうさいまちカフェ

子ども・子育て世代を含めた高松市民等を対象と
して、危機管理センター１Fの「たかまつ防災プ
ラザ」において、防災意識と防災力を高めるため
に、「ぼうさいまちカフェ」を行います。

市単独

子ども・子育て世代を含めた高松市民等を対象と
して、危機管理センター１Fの「たかまつ防災プ
ラザ」において、防災意識と防災力を高めるため
に、「ぼうさいまちカフェ」を行う（毎月開催予
定）。

3 ○

　概ね毎月開催し、市民を対象に防災意識を防災
力を高めるための講演等を行うことができたが、
子ども・子育て世代の参加がなかった。幅広い世
代に参加していただけるよう、広報活動や開催方
式等工夫して実施したい。

　子ども・子育て世代を含めた高松市民等を対象
として、危機管理センター１Fの「たかまつ防災
プラザ」において、防災意識と防災力を高めるた
めに、「ぼうさいまちカフェ」を行う（毎月開催
予定）。

危機管理課

264 3 1 1 都市計画道路整備事業
都市計画道路の整備により、道路交通の円滑化及
び歩行者の安全性の向上を図ります。

国補助

高松海岸線（玉藻工区）　L=5.9m
木太鬼無線（三条工区）　L=46.6m
木太鬼無線（木太工区）　L=15.3m
公園東門線　L=29.2m
朝日町仏生山線　L=127.5m
【※換算延長】

4

高松海岸線（玉藻工区）　L=4.2m
木太鬼無線（三条工区）　L=44.7m
木太鬼無線（木太工区）　L=15.5m
公園東門線　L=0.7m
朝日町仏生山線　L=118.3m
【※換算延長】

高松海岸線（玉藻工区）　L=1.9m
木太鬼無線（三条工区）　L=29.3m
公園東門線　L=17.9m
朝日町仏生山線　L=21.9m
【※換算延長】

道路整備課
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265 3 1 1 学校安全管理研修会

子どもを事件や事故、犯罪から守るため、教職員
を対象に、学校安全の３領域、生活安全・交通安
全・災害安全に関する研修を実施し、教職員の危
機回避能力や知識の向上、危機意識の啓発を図
り、子どもの安全対策を推進します。

市単独

実効性のある学校安全マニュアルの策定、学校安
全に関する校内体制の整備、日常的な取組体制の
明確化、防犯関連設備の実効性ある運用などにつ
いての情報交換を行い、教職員の危機管理意識や
危機管理能力の向上を図る。
子どもの防犯教育の充実や保護者、地域の人々、
関係機関との連携強化による学校安全のネット
ワークづくりなど、先進的な取組を紹介し、教職
員、子ども、保護者等の安全対応能力の向上を図
る。

4 ○

安全管理研修会に参加した高松市立の保育所、幼
稚園、こども園、小学校、中学校、高等学校の学
校安全担当教職員等を対象とした集合研修を行う
ことで、学校安全(生活安全(防犯を含む)・交通
安全・災害安全)に関する重要事項の再確認を
行った。また、参加者の危機管理意識を醸成する
とともに、幼児児童生徒への安全教育の推進等を
啓発することができた。

実効性のある学校安全マニュアルの策定、学校安
全に関する校内体制の整備、日常的な取組体制の
明確化、防犯関連設備の実効性ある運用などにつ
いての情報交換を行い、教職員の危機管理意識や
危機管理能力の向上を図る。
子どもの防犯教育の充実や保護者、地域の人々、
関係機関との連携強化による学校安全のネット
ワークづくりなど、先進的な取組を紹介し、教職
員、子ども、保護者等の安全対応能力の向上を図
る。

学校教育課

保健体育課

少年育成センター

266 3 1 1
不審者情報提供（子ども等の
安全の確保）

不審者情報メール配信により、学校、地域、家庭
で子どもを見守り育てる活動をしている健全育成
団体及び関係機関を対象にメール配信登録者数を
増やし、情報の共有化を推進し、子どもの安全確
保に取り組みます。

市単独

不審者情報メール配信により、学校、地域、家庭
で子どもを見守り育てる活動をしている健全育成
団体及び関係機関を対象にメール配信登録者数を
増やし、情報の共有化を推進し、子どもの安全確
保に取り組みます。

4

メール配信、HPへの掲載　74件
少年育成センターへの不審者等通報受理件数は
147件（不審者85、獣害62など）（前年度比8件
増）となっている。迅速なメール配信により子ど
もたちの安全確保に貢献している。

不審者情報メール配信により、学校、地域、家庭
で子どもを見守り育てる活動をしている健全育成
団体及び関係機関を対象にメール配信登録者数を
増やし、情報の共有化を推進し、子どもの安全確
保に取り組む。

少年育成センター

267 3 1 1
情報モラル教育推進事業（再
掲）

小学３・４年生対象の情報モラル出前授業を核と
した情報モラル教育推進事業を実施し、家庭での
ルール作りを始め、インターネットに触れ始める
時期の指導に努めます。

市単独

小学３・４年生対象の情報モラル出前授業を核と
した情報モラル教育推進事業を実施し、家庭での
ルール作りを始め、インターネットに触れ始める
時期の指導に努めます。

4 ○

出前授業の実施は37校（78.7%）。市内小・中学
校には、少年育成センターが行う出前授業以外に
も年1回以上情報モラルに関する指導を行うよう
依頼し、他の機関等が実施する出前授業一覧表を
配布した。
授業の理解度は、教員100%、児童90.2%であっ
た。リーフレットの保護者の評価は、参考になっ
たが88.2%で、授業、リーフレットともに一定の
効果があった。

小学３・４年生対象の情報モラル出前授業を核と
した情報モラル教育推進事業を実施し、家庭での
ルール作りを始め、インターネットに触れ始める
時期の指導に努める。

少年育成センター

268 3 1 1
スマート・メディア事業（再
掲）

市立の小・中学生を対象に、各校・各家庭の実態
に応じて、積極的な情報機器の活用を前提とし
て、情報機器（スマートフォン・タブレット・
ゲーム機など）を賢く（スマートに）利用・活用
するために、「スマート・メディアデー（ウィー
ク）」を設定し、生活習慣の見直しや家族の時間
の確保に努め、ネット依存の防止や自己管理能力
の育成とともに温かい家庭づくりにつなげる。

市単独

市立の小・中学生を対象に、各校・各家庭の実態
に応じて、積極的な情報機器の活用を前提とし
て、情報機器（スマートフォン・タブレット・
ゲーム機など）を賢く（スマートに）利用・活用
するために、「スマート・メディアデー（ウィー
ク）」を設定し、生活習慣の見直しや家族の時間
の確保に努め、ネット依存の防止や自己管理能力
の育成とともに温かい家庭づくりにつなげる。

4 0

情報機器を賢く（スマートに）利用・活用するた
めの「スマート・メディアデー（ウィーク）」を
設定することで、生活習慣の見直しや家族の時間
の確保が図られ、ネット依存の防止や自己管理能
力の育成と温かい家庭づくりつなげることができ
た。

市立の小・中学生を対象に、各校・各家庭の実態
に応じて、積極的な情報機器の活用を前提とし
て、情報機器（スマートフォン・タブレット・
ゲーム機など）を賢く（スマートに）利用・活用
するために、「スマート・メディアデー（ウィー
ク）」を設定し、生活習慣の見直しや家族の時間
の確保に努め、ネット依存の防止や自己管理能力
の育成とともに温かい家庭づくりにつなげる。

少年育成センター

269 3 1 1
火災予防の推進（幼年・少年
消防クラブの育成）

幼少年期において、火の正しい取扱方法を学び、
消防を理解することで、火災予防意識の高揚等を
図ります。少年消防クラブリーダー研修会・幼年
消防フェスティバル等の体験学習の実施、機関紙
発行、表彰等を行います。

市単独

①住宅防火防災推進シンポジウム参加
②少年消防クラブリーダー研修会実施
③機関紙発行
④消防出初式参加
⑤優良クラブ表彰

4 ○

　例年の活動に加え、幼年消防クラブは住宅防火
防災推進シンポジウムに参加し、広報指導分団の
防火劇を観覧した。
　少年消防クラブは、リーダー研修会のメニュー
を更新し、香川大学創造工学部で仮想災害シミュ
レーションを体験した。
　いずれの事業においても、貴重な防災教育の機
会を提供することができた。

①幼年向け訪問型防火防災啓発劇実施
②少年消防クラブリーダー研修会実施
③機関紙発行
④消防出初式参加
⑤優良クラブ表彰

消防局予防課

270 3 1 2 白ポスト有害図書回収事業

子どもを取り巻く有害環境対策の一環として、市
内13箇所に設けた白ポストにより有害図書、ＤＶ
Ｄ等を回収します。また、関係機関、団体等と連
携を図り、回収を通して得られた情報の提供や啓
発活動を行います。

市単独

子どもを取り巻く有害環境対策の一環として、市
内13箇所に設けた白ポストにより有害図書、ＤＶ
Ｄ等を回収します。また、関係機関、団体等と連
携を図り、回収を通して得られた情報の提供や啓
発活動を行います。

5 ○

令和4年度は有害図書を3,280点回収し、令和3年
度と比べて111点減少した。また、有害図書が減
少傾向である一方で有害DVDが依然多く、年々増
加しており、環境浄化に一定の効果があった。

子どもを取り巻く有害環境対策の一環として、市
内13箇所に設けた白ポストにより有害図書、ＤＶ
Ｄ等を回収します。また、関係機関、団体等と連
携を図り、回収を通して得られた情報の提供や啓
発活動を行う。

少年育成センター

271 3 1 2
情報モラル教育推進事業（再
掲）

小学３・４年生対象の情報モラル出前授業を核と
した情報モラル教育推進事業を実施し、家庭での
ルール作りを始め、インターネットに触れ始める
時期の指導に努めます。

市単独

小学３・４年生対象の情報モラル出前授業を核と
した情報モラル教育推進事業を実施し、家庭での
ルール作りを始め、インターネットに触れ始める
時期の指導に努めます。

4 ○

出前授業の実施は37校（78.7%）。市内小・中学
校には、少年育成センターが行う出前授業以外に
も年1回以上情報モラルに関する指導を行うよう
依頼し、他の機関等が実施する出前授業一覧表を
配布した。
授業の理解度は、教員100%、児童90.2%であっ
た。リーフレットの保護者の評価は、参考になっ
たが88.2%で、授業、リーフレットともに一定の
効果があった。

小学３・４年生対象の情報モラル出前授業を核と
した情報モラル教育推進事業を実施し、家庭での
ルール作りを始め、インターネットに触れ始める
時期の指導に努める。

少年育成センター

272 3 1 2
青少年健全育成市民会議補助
事業

学校・ＰＴＡとの連携を図りつつ、地域ぐるみの
子どもを守り育てる中核的市民運動団体である
「高松市青少年健全育成市民会議」への情報提
供、助言等を行う中で、支援強化を進め、地域に
おける健全育成活動の充実を図ります。

市単独

学校・ＰＴＡとの連携を図りつつ、地域ぐるみの
子どもを守り育てる中核的市民運動団体である
「高松市青少年健全育成市民会議」への情報提
供、助言等を行う中で、支援強化を進め、地域に
おける健全育成活動の充実を図ります。

4 ○

青少年健全育成に関する広報啓発活動、また会員
に対する研修を実施しており、地域ぐるみで子ど
もを守り育てる中核的運動団体の役割を果たして
いる。

学校・ＰＴＡとの連携を図りつつ、地域ぐるみの
子どもを守り育てる中核的市民運動団体である
「高松市青少年健全育成市民会議」への情報提
供、助言等を行う中で、支援強化を進め、地域に
おける健全育成活動の充実を図る。

少年育成センター

273 3 1 2
児童生徒指導推進事業（再
掲）

児童生徒の不登校、いじめ、暴力行為など、問題
行動等の未然防止と解消を図るため、学校教育の
推進に熱意のある人材「ハートアドバイザー」、
中学校に社会福祉士等の資格を有する「スクール
ソーシャルワーカー」、いじめ相談に傾聴する
「いじめ電話相談員」を配置します。

国補助

スクールソーシャルワーカー１５名配置※ハート
アドバイザーは、特別支援教育サポーター、特別
支援教育支援員と統合し、学校生活支援員として
配置。

4 0

高度に専門的な知識・経験を有するスクールソー
シャルワーカーを活用し、問題行動等の未然防
止、早期発見・早期支援・対応等の充実に努める
ことができた。また、学校生活支援員を配置する
ことで、児童生徒一人一人のニーズに応じた支援
を行うことができた。

スクールソーシャルワーカー１８名配置
学校生活支援員を各校に配置。

学校教育課

274 3 1 3 身近な公園整備事業

高松市緑の基本計画に掲げる目標の「各小学校区
の公園面積の拡充」を実現し、都市公園等の適正
な配置を進め、市民１人当たりの公園面積の向上
を図ります。

国補助
檀紙公園（仮称）整備工事　A＝0.3ha
鬼無公園（仮称）の整備　　A＝0.3ha

4

檀紙公園（仮称）整備工事　A＝0.3ha
鬼無公園（仮称）の設計　　A＝0.3ha
香川町川東公園（仮称）用地の既存建物の解体工
事

檀紙公園（仮称）の整備工事及び供用開始　A＝
0.3ha
鬼無公園（仮称）の用地取得及び整備工事　A＝
0.3ha
香川町川東公園（仮称）の設計　A=0.3ha

公園緑地課
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275 3 1 3 ちびっこ広場整備事業

児童及び幼児が安全で安心に遊べるため、周辺に
都市公園がなく、当分の間、公園整備が見込まれ
ない地域において、空地となり使用されていない
土地を活用して遊び場を整備するとともに、ち
びっこ広場修繕等により、市民が気軽に憩い、ふ
れあえる場の保全を行います。

市単独
既存広場の遊戯施設等において、適正な維持管理
を行い、安心で安全に遊べる場所の保全に努め
る。

4 管理施設（フェンス）の修繕を行った。
既存広場の遊戯施設等において、適正な維持管理
を行い、安心で安全に遊べる場所の保全に努め
る。

公園緑地課

276 3 1 3
児童厚生施設管理運営事業(児
童館事業)

18歳未満の全ての子どもを対象とし、児童館にお
いて、遊び及び生活の援助と地域における子育て
支援を行い、子どもを心身ともに健やかに育成し
ます。

市単独

児童館において、遊び及び生活の援助と地域にお
ける子育て支援を行い、児童の健全育成を図る。
新型コロナウイルス感染症の感染対策に留意して
実施する。

3 ○

新型コロナウイルス感染症への対策を実施しなが
ら、事業を継続して実施することにより、昨年度
より来館者数が増加した。
Ｒ４年度来館者数32,307人（Ｒ３年度来館者数
29,623人　Ｒ２年度来館者数29,950人）

児童館において、遊び及び生活の援助と地域にお
ける子育て支援を行い、児童の健全育成を図る。

子育て支援課

277 3 1 3 児童館管理運営事業
健全な遊びを通して、児童の健康を増進するな
ど、児童の健全育成を図るため、児童館の管理運
営を行います。

国・県補助

・文化センター５館（田村、上天神、中川、中
原、国分寺） 児童館１館（吉光）
各種事業 子ども学級、スポーツ（子ども会等）
ほか

3 ○

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、児童館
事業が計画どおりに開催できなかった。
・文化センター５館（田村、上天神、中川、中
原、国分寺） 児童館１館（吉光）

・文化センター５館（田村、上天神、中川、中
原、国分寺） 児童館１館（吉光）
 各種事業 子ども学級、スポーツ（子ども会等）
ほか

人権啓発課

278 3 1 3
放課後子ども教室事業（再
掲）

地域の方々の協力を得ながら、放課後等に子ども
たちの安心安全な活動場所を確保し、学習や様々
な体験・交流活動の機会を提供することにより、
その健全な育成を図ります。

国・県補助
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた上
で、地域と協議を行い、未実施校区において新た
に放課後子ども教室事業を開始する。

3 ○

未実施校区における新規開設の働き掛けはできな
かったが、新型コロナウイルス感染症への対策を
実施しながら１年間を通して事業を実施したこと
により、登録児童数、参加児童数は増加した。
Ｒ４年度登録児童数1,995人（Ｒ３年度登録児童
数1,881人）
Ｒ４年度参加児童数22,997人（Ｒ３年度参加児童
数9,235人）

地域と協議を行い、未実施校区において新たに放
課後子ども教室事業を開始する。

子育て支援課

279 3 1 3
一体型の放課後児童クラブ及
び子ども教室推進事業（再
掲）

同一の小学校内等で、放課後児童クラブ及び放課
後子ども教室を実施し、共働き家庭等の児童を含
めた全ての児童が放課後子ども教室の活動プログ
ラムに参加できるようにすることで、全ての児童
の安全・安心な居場所の確保を図ります。

―

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた上
で、放課後児童クラブの児童が放課後子ども教室
に参加できるような組織の設立や環境の整備を進
める。

2 ○
新型コロナウイルス感染症への対策が引き続き必
要だった状況下において、未実施校区における新
たな一体型の推進の働き掛けはできなかった。

放課後児童クラブの児童が放課後子ども教室に参
加できるような組織の設立や環境の整備を進め
る。

子育て支援課

280 3 1 3 子ども・子育て支援事業

みんなのひろばは、乳幼児と保護者が一緒に遊べ
るスペースとして、プレイルームは、幼児から小
学２年生までの子どもと保護者が一緒に利用でき
るスペースとして、子どもと保護者の居場所を提
供するとともに、子ども・子育ての相談対応を行
います。

市単独
　引き続き、清掃や換気など新型コロナウィルス
感染症対策を行いながら子どもと保護者の居場所
の提供や相談対応を実施する。

4 ○

・みんなのひろば・プレイルーム利用者数
57,724人
　新型コロナウィルス感染防止対策のため、タイ
ムスケジュールや定員を変更して運営した。利用
者数は昨年度に比べ増加傾向で、コロナ前に戻り
つつある。

利用制限を緩和しながら子どもと保護者の居場所
の提供や相談対応を実施する。

こども未来館

281 3 1 3
子ども食堂等支援事業（再
掲）

核家族や共働き、ひとり親家庭などの増加に伴
い、一人で食事をする「孤食」となる子どもが増
えている中、子どもの孤食を防止するほか、安ら
げる場所を確保するため、子どもたちに無料又は
安価で温かく栄養バランスの取れた食事を提供す
るとともに、地域住民とのつながりの強化や学
習・生活習慣についての支援の場の推進を図りま
す。

市単独

・子ども食堂開設運営事業補助金交付事業：
6,492千円
開設補助：100,000円×3か所
運営補助：14,000円×12月×15か所
学習支援加算：10,200円×12月×15か所
相談支援加算：10,200円×12月×15か所
・フードパントリー事業：1,250千円
・たかまつ子ども食堂ネットワーク事業：1,250
千円
なお、令和4年度については、国の交付金を活用
予定。引き続き、新型コロナウイルス感染症の感
染対策に留意して実施する。

5 ○

 申請があった14団体に対し補助をした。
子ども食堂実施か所数は、令和3年度末実績と比
較して7か所増加し、29か所になった。
また、国の交付金を活用し、子ども食堂の活動の
質の向上と拡充を図るためにたかまつ子ども食堂
ネットワーク事業を、子どもが社会的孤立等に陥
らないよう子ども等と支援を結びつけるつながり
の場を提供するためフードパントリー事業を委託
実施した。
新型コロナウイルス感染症の感染対策に留意して
実施した。

子ども食堂開設運営事業補助金交付事業
7,996千円
開設補助：100,000円×3か所
運営補助：28,000円×12月×7か所
　　　　　14,000円×12月×10か所
学習支援加算：20,400円×12月×4か所
　　　　　　　10,200円×12月×7か所
相談支援加算：20,400円×12月×4か所
　　　　　　　10,200円×12月×7か所
・フードパントリー事業：1,250千円
・たかまつ子ども食堂ネットワーク事業：1,250
千円
引き続き国の交付金を活用予定。

子育て支援課

282 3 1 3 高齢者居場所づくり助成事業

高齢者の孤立防止や介護予防・健康づくりを目的
として実施している高齢者居場所づくり事業にお
いて、高齢者の居場所での子どもとの触れ合い活
動に対する助成制度を実施するなど、多世代交流
の促進を図ります。

国・県補助

各居場所活動の中で、地域の小学生以下の子ども
（5人以上）との交流（1回あたり2時間以上の活
動のうち1時間以上）を行った場合、年間30回を
上限として1回あたり500円を運営助成金に加算し
て交付する。

2 ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、依然と
して重症化リスクの高い高齢者との多世代交流が
困難な状況であった。今後は、同感染症の5類感
染症移行を踏まえ、必要に応じて基本的な感染対
策を講じるよう周知し、安全に活動を行うこと
で、多世代交流の促進につなげる。

各居場所活動の中で、小学生以下の子ども（5人
以上）との交流（1回当たり2時間以上の活動のう
ち1時間以上）を行った場合、年間30回を上限と
して1回あたり500円を運営助成金に加算して交付
する。

長寿福祉課

283 3 1 4
バリアフリー歩行空間ネット
ワーク整備事業

ＪＲ高松駅及び琴電高松築港駅、片原町駅、瓦町
駅の４駅を中心とした徒歩圏内の区域において、
歩道の傾斜や勾配の改善、歩道の段差解消や視覚
障害者用誘導ブロックの設置など、歩行者が安心
して歩ける環境を創造します。

国補助
高松海岸線について、歩道整備工事を完了させ
る。

3

高松海岸線において歩道整備工事を実施したが、
他事業との調整で計画通り進捗できなかった。

今後は事業進捗が図れるよう関係機関と調整を行
い、事業の進捗を図るものである。

前年度に引き続き、高松海岸線において歩道整備
工事を実施する。

道路整備課

284 3 1 4
公共交通旅客施設バリアフ
リー化整備事業

鉄道事業者が市内に所在する既存の鉄道駅等にお
いて、ホームスロープや手摺等を設置することに
より、駅施設のバリアフリー化を推進します。

国・県補助
令和４年度は事業計画にないため、実施予定な
し。令和５年度以降は実施予定。

令和４年度においては、事業の実施はなかったも
のの、次年度以降の事業計画を作成したことによ
り、公共交通の維持、良好な交通環境の確保に寄
与した。

令和５年度は、ＪＲ端岡駅のホームにおいて内方
線付き点状ブロックを整備予定。

都市計画課

285 3 1 4 自転車等駐車場整備促進事業
買い物客用の自転車等駐車場施設を整備するため
の支援を行います。

市単独
　引き続き、７商店街の駐輪場333台分の確保に
対し、支援を行い、駐輪需要に対応するととも
に、放置自転車対策に努める。

4 ○

　継続して商店街の駐輪場を確保できており、ま
た、市広報などで放置自転車対策に関する周知・
啓発に努めたことにより、放置自転車警告件数の
目標値を十分に達成できた。

　引き続き、７商店街の駐輪場333台分の確保に
対し、支援を行い、駐輪需要に対応するととも
に、放置自転車対策に努める。

交通政策課

30 ページ



令和５年度

事業内容（計画） 評価
ｺﾛﾅ
影響

実績と成果

評価点が１点～３点の場合、
課題と今後の取組方針

事業内容（計画）

令和４年度

担当課
（令和４年度）

通し
番号

施策の体系 事業名 事業概要 事業種類

286 3 1 4 自転車等駐車場整備事業
鉄道事業者等の協力のもと自転車等駐車場用地を
確保し、施設整備を行います。

市単独
　周辺の人口増加が見込まれる琴電円座駅におい
て、利用者、歩行者の安全性を確保するため、80
台収容の自転車駐車場の整備を行う

4
　琴電円座駅において、利用者、歩行者の安全性
を確保するため、80台収容の自転車駐車場の整備
を行った。

　周辺人口の増加及び利用者、歩行者の安全性向
上が必要な駅は「自転車等駐車場整備」により駐
車場容量を増やすことを検討し、駐輪マナー向上
が必要な駅は「環境整備」により施設内環境の改
善を図り、整理整頓を促す。

交通政策課

287 3 1 4 ノンステップバス導入事業
公共交通事業者のノンステップバス導入に対して
補助金を交付することにより、車両のバリアフ
リー化を推進します。

市単独
公共交通事業者に対して、ノンステップバス１台
の導入を支援する。

2 ●

　新型コロナウイルス感染症の影響により、公共
交通事業者がノンステップバスの新規導入を見
送ったため、導入支援ができなかった。
【課題】
ノンステップバスの導入有無は、事業者の経営状
況に左右される。
【今後の取組方針】
車両の新規導入ができない場合には、既存車両を
メンテナンスする等、ノンステップバスの保有台
数が減少しないよう、事業者に働きかける。

　公共交通事業者に対して、ノンステップバス１
台の導入を支援する。

交通政策課

288 3 1 4
マタニティバッジ・マタニ
ティカードの配付

妊娠初期は、外見からは妊娠していることが分か
りづらく周囲の理解が得られにくいという声も聞
かれることから、「妊娠・出産に関する安全性と
快適さの確保」のために「マタニティバッジ」や
「マタニティカード」を作成・妊婦優先駐車場を
確保するなど、妊産婦に対して理解ある環境づく
りに取り組みます。

市単独

妊娠初期は、外見からは妊娠していることが分か
りづらく周囲の理解が得られにくいという声も聞
かれることから、「妊娠・出産に関する安全性と
快適さの確保」のために「マタニティバッジ」や
「マタニティカード」を作成・妊婦優先駐車場を
確保するなど、妊産婦に対して理解ある環境づく
りに取り組む。

5

妊娠初期は、外見からは妊娠していることが分か
りづらく周囲の理解が得られにくいという声も聞
かれることから、「妊娠・出産に関する安全性と
快適さの確保」のために「マタニティバッジ」や
「マタニティカード」を作成・妊婦優先駐車場を
確保するなど、妊産婦に対して理解ある環境づく
りに取り組んだ。

妊娠初期は、外見からは妊娠していることが分か
りづらく周囲の理解が得られにくいという声も聞
かれることから、「妊娠・出産に関する安全性と
快適さの確保」のために「マタニティバッジ」や
「マタニティカード」を作成・妊婦優先駐車場を
確保するなど、妊産婦に対して理解ある環境づく
りに取り組む。

健康づくり推進課

289 3 2 1 コミュニティ推進事業
地域のリーダー養成を目的とした人材養成事業を
実施するほか、各地域コミュニティ協議会の事務
局体制強化に対し、支援を行います。

市単独

「コミュニティを軸とした協働によるまちづく
り」という視点から、各地域コミュニティ協議会
を対象とした研修を実施するとともに、地域コ
ミュニティ協議会事務局の体制強化を支援するた
め補助金を交付する。

4

令和４年度は、協議会長向け研修、事務局担当者
研修、SNS活用研修など、地域コミュニティ協議
会を対象とした人材育成研修を計13回開催した。
Web会議システムを活用するなど、幅広く声をか
けた結果、延べ560人が研修に参加した。

令和４年度に実施した研修のアンケート結果等か
ら内容を十分に協議して、引き続き、「コミュニ
ティを軸とした協働によるまちづくり」という視
点から、各地域コミュニティ協議会を対象とした
研修を実施するとともに、地域コミュニティ協議
会事務局の体制強化を支援するため補助金を交付
する。

コミュニティ推進課

290 3 2 1
子どもを中心にした地域交流
事業

地域で活動する各種団体が協働することで、団体
の持ち味やネットワークを活かしながら、子ども
及び保護者並びに地域の大人が関わる継続的な事
業を実施することにより、子ども及び保護者並び
に地域の大人が顔見知りになることで、地域の一
体感を醸成するとともに、地域ぐるみで子どもを
育む気運を高めます。

市単独

新規応募団体
　地域交流事業　３団体

継続団体
　地域交流事業　５団体

3 ○

７団体（新規２、継続５）に助成することができ
たが、新型コロナウイルス感染症の影響で一部、
事業を中止・縮小する団体があった。
新規応募団体が少ないことが課題となっているた
め、未実施の地域に個別に周知を図る等の工夫が
必要である。

新規応募団体
　地域交流事業　３団体
継続団体
　地域交流事業　３団体

生涯学習課

291 3 2 1
地域活動促進（少年教育指導
者派遣）事業（再掲）

次代を担う子どもの健全育成を目的に、各地域に
おける指導者の育成と子どもを対象とした活動の
充実・拡大を図るため、専門的指導・助言を行う
指導員を派遣します。

市単独
・派遣期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日
・派遣時間数：30.0時間

2 ○

新型コロナウィルス感染症の影響により、子ども
会の行事が中止・縮小されており、指導員の派遣
依頼も実績がなかった。当事業の認知度が低いこ
とが課題となっていることから、あらゆる機会を
捉えて本制度の積極的な周知を図っていく。

・派遣期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日
・派遣時間数：20.0時間

生涯学習課

292 3 2 1
子ども会育成会指導者講習会
（再掲）

子ども会育成会の指導者を対象に、育成会指導者
としての知識、技能の習得を図り、子ども会活動
の充実強化を図ります。
（高松市子ども会育成連絡協議会との共催事業）

市単独

6月に新役員講習会をセカンドステージにて実施
済み。
2回目の指導者講習会は10月頃に実施予定。場
所・内容等は未定。

4 ○

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、計
画通り年間2回実施した。各回ともに、体験活動
を伴う有意義な講習会が実施できていた。市子連
と協議しながら更なる内容の充実を図っていく。

5月に新役員講習会をセカンドステージにて実施
済み。
2回目の指導者講習会は10月頃に実施予定。場
所、内容は未定。

生涯学習課

293 3 2 1
子ども会リーダー研修会（再
掲）

各子ども会リーダーを対象に、子ども会活動に必
要な実技指導を行い、子ども会の発展及び子ども
の健全育成並びに中・高校生の社会参加活動に資
するために実施します。
（高松市子ども会育成連絡協議会との共催事業）

市単独
新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、年2回
実施を検討中。実施時期、活動内容等は未定。

4 ○

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、計
画通り年間2回実施した。より学びの多い研修と
するため、市子連と協議しながら更なる内容の充
実を図っていく。

7月に1回目のリーダー研修会を、高知県YASU海の
駅クラブにて実施予定。
2回目のリーダー研修会は2月頃に実施予定。
場所、内容は未定。

生涯学習課
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294 3 2 2
高松型地域共生社会構築事業
（再掲）

子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地
域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うこと
ができる「地域共生社会」の実現のため、まるご
と福祉相談員を配置し、地域の拠点や複合的課題
を抱えた世帯等を訪問し、支援につなぐととも
に、総合センター等に福祉の総合相談窓口を設置
し、制度・分野別の「縦割り」を超えた、包括的
な相談支援を実施します。

国補助

①まるごと福祉相談員の配置（15名）
②事業周知等啓発チラシ作成・配布
③国の研修会参加
④つながる福祉相談窓口の設置準備（１か所）
⑤地域共生社会推進プロジェクトチーム会議の開
催
⑥まるごと福祉会議の開催
⑦職員等研修会開催

4 ○

①まるごと福祉相談員15名配置（本庁・牟礼・山
田・仏生山・香川・勝賀・国分寺）
②まるごと福祉相談員周知チラシ（作成65,000
部、配布41,403部）
　重層事業周知チラシ（作成3,500部、配布3,290
部）
③重層事業人材養成研修（基礎編R4.9～R5.3オン
ライン及び実践演習、応用編R4.11.1オンライ
ン）
④山田総合センターつながる福祉相談窓口開設に
向けた周知・職員研修（１回開催）等の実施
⑤地域共生社会推進プロジェクトチーム会議（５
回開催）
⑥関係機関実務担当者会（１回開催）、連携主担
当・副担当者会議（１回開催）、情報共有会（12
回開催）、まるごと福祉コアメンバー会議（８回
開催）、まるごと福祉定例会議（８回開催）
⑦新規採用職員研修（１回開催）、LoGoフォーム
研修（１回開催）、集合研修（10回開催）、山田
総合センター職員研修（１回）

①まるごと福祉相談員の配置（15名）
②事業周知等啓発チラシ作成・配布
③国の研修会参加
④つながる福祉相談窓口の運営（７か所）
⑤地域共生社会推進プロジェクトチーム会議の開
催
⑥まるごと福祉会議の開催
⑦職員等研修会開催

健康福祉総務課
地域共生社会推進室

295 3 2 2
子どもの貧困対策コーディ
ネート事業（再掲）

コーディネーターとして専門員を配置し、子ども
の貧困対策について、ワンストップで相談に応じ
るとともに、関係機関・団体等のコーディネート
力を高め、関係機関等相互の情報共有とネット
ワークの構築を推進することにより、総合的・包
括的な支援を行う体制を整備します。

国補助

①子どもの未来応援ネットワークWEBセミナー、
勉強会の開催
②コーディネーター養成・育成研修会、フォロー
アップ研修会の開催

5 ○

①子どもの未来応援ネットワークＷＥＢセミナー
（R4.7.27開催）、勉強会（R4.6.29、R5.2.16開
催）
②コーディネーター養成研修（基礎研修：
R4.10.19、専門研修：R4.11.2、11.16、フォロー
アップ研修：R5.1.18開催）

令和５年度より事業廃止
健康福祉総務課

地域共生社会推進室

296 3 2 2
こども未来ネットワーク会議
開催事業

地域ぐるみで幅広い分野での子育て支援を効果的
に推進し、子育て支援事業を実施する団体や個人
間の相互交流・情報交換を行うなど連携・協働を
図りながら、各種事業の効率的な実施方法の検討
や、利用者への情報発信などきめ細やかな施策・
事業の展開に役立てるため、「こども未来ネット
ワーク会議」を開催します。

市単独

子育て支援事業を実施する団体ごとのネットワー
クを構築する部門別会議を開催する。
・地域子育て支援拠点部門（2回）
・各種子育て支援事業実施団体が一堂に会し、打
ち解けた雰囲気の中で互いのことを知り、意見交
換できる場を提供するために「こども未来ネット
ワーク会議全体会」を開催。（2回）

5

子育て支援事業を実施する団体ごとのネットワー
クを構築する部門別会議を開催した。
・地域子育て支援拠点部門（2回）
・各種子育て支援事業実施団体が一堂に会し、打
ち解けた雰囲気の中で互いのことを知り、意見交
換できる場を提供するために「こども未来ネット
ワーク会議全体会」を開催。（2回）

子育て支援事業を実施する団体ごとのネットワー
クを構築する部門別会議を開催する。
・地域子育て支援拠点部門（2回）
・各種子育て支援事業実施団体が一堂に会し、打
ち解けた雰囲気の中で互いのことを知り、意見交
換できる場を提供するために「こども未来ネット
ワーク会議全体会」を開催。（2回）

子育て支援課

297 3 2 2
地域子育て支援拠点事業（再
掲）

子育て親子が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中
で語り合い、相互に交流するための場を提供する
ことにより、安心して子育て･子育ちができる環
境を整備し、地域の子育て支援機能の充実を図り
ます。

国・県補助
及び

市単独

(子育て支援課）
委託：10か所（6～7日型：1か所、5日型：9か
所）
直営：2か所（5日型：1か所、小規模型：1か所）

（こども保育教育課）
委託：16か所

次の基本事業を実施。
(１)　子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
に関すること。
(２)　子育て等に関する相談、援助の実施に関す
ること。
(３)　地域の子育て関連情報の提供に関するこ
と。
(４)　月１回以上の子育て及び子育て支援に関す
る講習等の実施に関すること。

引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染対策
に留意して実施する。

5 ○

(子育て支援課）
委託：10か所（6～7日型：1か所、5日型：9か
所）
直営：2か所（5日型：1か所、小規模型：1か所）

次の基本事業を実施。
(１)　子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
に関すること。
(２)　子育て等に関する相談、援助の実施に関す
ること。
(３)　地域の子育て関連情報の提供に関するこ
と。
(４)　月１回以上の子育て及び子育て支援に関す
る講習等の実施に関すること。

利用ニーズの高まりに合わせ、開設箇所数を31か
所設けており、地域の子育て支援機能の充実が図
られている。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、
コロナ禍前に比べ、利用者数が大幅に減少したも
のの、ニーズの高い事業である。

(子育て支援課）
委託：11か所（6～7日型：1か所、5日型：10か
所）
直営：2か所（5日型：1か所、小規模型：1か所）

次の基本事業を実施。
(１)　子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
に関すること。
(２)　子育て等に関する相談、援助の実施に関す
ること。
(３)　地域の子育て関連情報の提供に関するこ
と。
(４)　月１回以上の子育て及び子育て支援に関す
る講習等の実施に関すること。

子育て支援課
（私立保育所以外）

こども保育教育課
（私立保育所）
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事業数

13 A…達成率　１００％以上

15 B…達成率　８０％以上１００％未満

4 C…達成率　５０％以上８０％未満

5 D…達成率　１％以上４９％未満

3 E…達成率　０％又は事業廃止などの評価不能

40

№
施策
体系

事業名
令和６年度末

見直し後の目標

【参考】
平成３０年度

（実績）

令和２年度
（実績）

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

達成度
コロナの

影響
達成度Ｄ、Ｅの
場合、その理由

担当課

1
1-1-1
1-3-1
2-1-1

子育て世代包括支援センター事業
把握しているハイリスク妊婦のうち支援に
つながった割合　90％

83.2% 77.5% 82.5% 78.2% B ○ 健康づくり推進課

2 1-1-1 産婦健康診査 受診票使用率　84％ ― 85.2% 90.3% 87.3% Ａ ○ 健康づくり推進課

3 1-1-1 乳児一般健康診査事業 受診票使用率　85％ 84.1% 82.6% 86.3% 86.1% Ａ ○ 健康づくり推進課

4 1-1-1 １歳６か月児健康診査事業 受診率　95.5％ 94.1% 93.4% 94.3% 96.7% Ａ ○ 健康づくり推進課

5 1-1-1 ３歳児健康診査事業 受診率　92.5％ 90.5% 94.7% 94.2% 96.8% Ａ ○ 健康づくり推進課

6 1-1-1 母子健康教育
保健師による育児学級　70回/年

医師・言語聴覚士による健康教育　２回/年

67回/年
１回/年

64回/年
2回/年

67回/年
2回/年

68回/年
2回/年

B ○ 健康づくり推進課

7 1-2-1 保・こ・幼・小連携推進事業
小学校との連携を実施している保育所・認
定こども園・幼稚園の割合　100％

100% 100% 100% 100% Ａ ○ こども保育教育課

8 1-2-1 認定こども園整備事業
公立11園

私立23園

公立６園
私立17園

公立８園
私立20園

公立10園
私立25園

公立10園
私立26園

B こども保育教育課

9 1-2-2 教育の情報化推進事業
ＩＣＴを活用した授業を行っている教員の
割合　100％

小48.1％
中26.6％

小74.6％
中74.8％

小90.2％
中75.7％

小90.0％
中77.0％

B ○
総合教育センター

ICT教育推進室

10 1-2-4 こども未来館学習体験事業 参加校　48校 47校 6校 45校 63校 Ａ こども未来館

D

E

合計

「第２期高松市子ども・子育て支援推進計画」の数値目標設定事業に係る達成状況一覧表

達成度ごとの事業数

達成度

Ａ

B

C

資料１－３
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№
施策
体系

事業名
令和６年度末

見直し後の目標

【参考】
平成３０年度

（実績）

令和２年度
（実績）

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

達成度
コロナの

影響
達成度Ｄ、Ｅの
場合、その理由

担当課

11 1-2-4 サンクリスタル学習事業 参加校　37校 31校

１０校

11,929人
（5年間合計）

(2年度：976人、
元年度：2,802人、
30年度：2,341人、
29年度：2,770人、
28年度：3,040人)

２２校

10,681人
（5年間合計）

(3年度：1,792人、
2年度：976人、

元年度：2,802人、
30年度：2,341人、
29年度：2,770人)

３２校

10,414人
（5年間合計）

(4年度：2,503人、
3年度：1,792人、
2年度：976人、

元年度：2,802人、
30年度：2,341人)

B ○
中央図書館

文化財課

12 1-2-4 南部クリーンセンター環境学習事業
見学者数（学習室利用者を含む）
3,500人/年

3,235人/年 2,203人/年 3,205人/年 3,015人/年 B ○ 南部クリーンセンター

13 1-2-4 伝統的ものづくり夏休み親子体験教室 ６コース開催 ６コース開催 ６コース開催 ５コース開催 ６コース開催 Ａ 産業振興課

14 1-2-4 卸売市場見学 来場者数　1,400人 1,382人 0人(開催中止) 0人（開催中止） 452人 D ○
R4.8月まで見学を中止していたため
（R4.9月からは、教育機関等の受け
入れを一部再開）

市場管理課

15 1-2-4
年長児童の赤ちゃん出会い・ふれあい交流
事業

ライフデザインを考えるきっかけとなった
生徒の割合　100％

86% 開催中止 79% 80% B ○ 子育て支援課

16 1-2-4 保育体験事業（保育所・認定こども園） 公立26か所 公立26か所 公立28か所 公立28か所 公立28か所 Ａ ○ こども保育教育課

17 1-3-2 在宅障がい児ふれあい事業 公立26か所 公立26か所 公立26か所 公立27か所 公立27か所 Ａ ○ こども保育教育課

18 1-3-2 特別支援教育推進事業 特別支援教育支援員配置率　100％ 100% 100% 100% 99% B
学校教育課

総合教育センター

19 2-1-1 地域に開かれた幼稚園づくり推進事業 公立幼稚園実施率　100％ 100% 100% 100% 100% Ａ ○ こども保育教育課

20
1-3-3
2-1-1

子育て支援総合情報発信事業 らっこネットアクセス数　72,000件 68,323件 73,733件 73,456件 70,559件 B 子育て支援課

21 2-1-2 子育て力向上応援講座事業
開設数　132か所
（家庭教育学級事業と統合し、家庭教育応
援講座として実施）

79か所 58か所 89か所 E 生涯学習課

22 2-1-2 早寝早起き朝ごはん運動啓発事業
朝ごはんを食べている子どもの割合（小
６）　91.0％

86.5% 87.6% 86.7% 85.30% B 生涯学習課

34 ページ



　　　　　

№
施策
体系

事業名
令和６年度末

見直し後の目標

【参考】
平成３０年度

（実績）

令和２年度
（実績）

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

達成度
コロナの

影響
達成度Ｄ、Ｅの
場合、その理由

担当課

23 2-1-2 家庭教育学級事業 （令和４年度から事業廃止） 48学級 29学級 38学級 E 生涯学習センター

24 2-1-2
ブックスタート事業、ブックスタートフォ
ローアップ事業

ブックスタートパック配布率　97％ 95.70% 93.02% 92.98% 94.25% B ○ 中央図書館

25 2-1-2 子ども読書まつり事業 子ども読書まつり参加人数　2,200人 2,100人 0人(開催中止) 1,100人 2,000 B ○ 中央図書館

26
2-2-1
3-1-3

一体型の放課後児童クラブ及び子ども教室
推進事業

実施校区数　24校区 10校区 10校区 10校区 10校区 D ○

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、未実施校区における新たな一
体型の推進の働き掛けはできなかっ
た。

子育て支援課

27 2-2-2 各種セミナー実施事業
男女共同参画に関するセミナー等　参加者
数　3,800人

3,588人 1,018人 1,064人 1,503人 D ○

コロナ禍による外出控えが未だ影響
していると考えられる。講座の実施
回数の増により、昨年度に比べ参加
者の増加につながったが、今後も、
参加者の増加を目指し、魅力ある講
座の実施を検討する。

男女共同参画・協働推進
課

28 3-1-1 消費生活教育出前講座 消費生活教育出前講座数　30講座 15講座 3講座 0講座 0講座 E ○

新型コロナウイルス感染症の影響
で、校長会・教頭会での周知が不十
分であったことや、授業で活用され
る機会が減少したため

くらし安全安心課

29 3-1-1 安全で安心なまちづくり推進事業
コミュニティ協議会等が設置する防犯カメ
ラの設置費補助件数（累計）　108件

0件 82件 96件 115件 Ａ くらし安全安心課

30 3-1-1 ぼうさいまちカフェ 12回/年 ９回/年 ９回/年 ９回/年 １１回/年 B ○ 危機管理課

31 3-1-1
火災予防の推進
（幼年・少年消防クラブの育成）

幼年消防クラブ結成数　57クラブ

少年消防クラブ結成数　24クラブ

54クラブ
19クラブ

54クラブ
19クラブ

52クラブ
19クラブ

52クラブ
19クラブ

B ○ 消防局予防課

32
1-2-2
3-1-1
3-1-2

情報モラル教育推進事業
出前授業後のアンケート評価　児童の情報
モラルについての理解度95％

94.5% 92.0% 92.6% 94.0% B ○ 少年育成センター

33 3-1-3 身近な公園整備事業 公園整備箇所数　５か所
公園整備箇所数

１か所
公園整備箇所１か所

公園整備の設計、
用地取得完了

公園整備工事及び設
計、用地の既存建物解

体工事
D

予算削減に伴い、達成率が減少した
ため。

公園緑地課

34 3-1-3 高齢者居場所づくり助成事業
多世代交流を実施している割合（居場所な
ど）　30％

19.0% 12.8% 11.1% 12.4% D ○

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、依然として重症化リスクの高
い高齢者との多世代交流が困難な状
況であったため。

長寿福祉課

35
2-2-1
3-1-3

放課後子ども教室事業 実施校区数　47校区 33校区 34校区 34校区 34校区 C ○
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、未実施校区における新規開設
はできなかった。

子育て支援課
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№
施策
体系

事業名
令和６年度末

見直し後の目標

【参考】
平成３０年度

（実績）

令和２年度
（実績）

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

達成度
コロナの

影響
達成度Ｄ、Ｅの
場合、その理由

担当課

36 3-1-3 児童厚生施設管理運営事業（児童館事業） 年間利用者数　65,000人 58,016人 29,950人 29,623人 32,307人 C ○
昨年度より来館者数は増加したが、
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、目標は達成できなかった。

子育て支援課

37
1-1-4
3-1-3

子ども食堂等支援事業 子ども食堂　29か所 14か所 15か所 22か所 29か所 Ａ 子育て支援課

38 3-2-1 子どもを中心にした地域交流事業
「子どもを中心にした地域交流事業」を実
施している地域の割合　100％

43.20% 56.80% 59.09% 64% C ○ 生涯学習課

39
2-1-1
3-2-2

子どもの貧困対策コーディネート事業 連絡会議等への参加回数　16回 ２回 １回 １回 １６回 Ａ
健康福祉総務課

地域共生社会推進室

40 3-2-2 こども未来ネットワーク会議開催事業 参加者延べ人数　170人 135人 103人 69人 97人 C ○ 子育て支援課
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法定事業の進捗状況（教育・保育）

市全域

【計画】 （単位：人）

学校教育
の希望強

左記以外 0歳 1・2歳
学校教育
の希望強

左記以外 0歳 1・2歳
学校教育
の希望強

左記以外 0歳 1・2歳
学校教育
の希望強

左記以外 0歳 1・2歳
学校教育
の希望強

左記以外 0歳 1・2歳

3,730 1,003 6,147 719 3,824 3,626 978 5,955 710 3,967 3,500 946 5,762 702 4,074 2,962 893 5,993 585 3,756 2,694 804 5,977 588 3,849

特定教育・保育施設 6,019 1,047 3,665 6,170 1,083 3,749 6,170 1,083 3,749 6,380 1,087 3,750 6,380 1,087 3,750

確認を受けない幼稚園

特定地域型保育事業 74 175 74 175 74 175 100 228 100 228

認可外保育施設 132 91 264 132 91 264 132 91 264 161 78 278 161 78 278

〔 うち、企業主導型 〕 (37) (67) (126) (37) (67) (126) (37) (67) (126) (57) (49) (142) (57) (49) (142)

4 493 280 347 538 221 540 546 114 548 680 500 564 677 407

【実績】

学校教育
の希望強

左記以外 0歳 1・2歳
学校教育
の希望強

左記以外 0歳 1・2歳
学校教育
の希望強

左記以外 0歳 1・2歳
学校教育
の希望強

左記以外 0歳 1・2歳
学校教育
の希望強

左記以外 0歳 1・2歳

3,632 1,030 5,952 524 3,731 3,471 874 6,076 534 3,617 2,944 1,042 6,043 584 3,682

特定教育・保育施設 6,019 1,047 3,665 6,201 1,092 3,751 6,255 1,092 3,740

確認を受けない幼稚園

特定地域型保育事業 74 175 76 178 100 228

認可外保育施設 113 95 262 139 78 265 139 78 270

〔 うち、企業主導型 〕 (21) (71) (121) (37) (49) (127) (35) (49) (134)

180 692 371 264 712 577 351 686 556

確保方策

・認定こども園（幼保連携型）移行：３か所 ・認定こども園（幼保連携型）創設：１か所 ・認定こども園（幼保連携型）移行：１か所

・保育所：１か所 ・認定こども園（幼保連携型）移行：６か所 ・小規模保育事業：5か所

・企業主導型保育事業：７か所 ・企業主導型保育事業：1か所

・小規模保育事業：１か所 ・保育所：２か所 ・小規模保育事業：▲1か所

差（②'－①'） 4,106 3,964 4,290

2,335 2,355

3号

1号

2号 3号

量の見込み
（実際の需要量）①’

確保の内容
②'

5,993 5,974 5,921

2,775

3号

1号

2号 3号

1号

2号

区分 1号

2号 3号

1号

2号

年度 R02 R03 R04 R05 R06

・企業主導型保育事業：11か所

・小規模保育事業：１か所
確保方策

・認定こども園（幼保連携型）移行：３か所 ・認定こども園（幼保連携型）創設：１か所 ・企業主導型保育事業：2か所

・保育所：１か所 ・保育所：２か所

差（②－①） 4,035 4,179 4,337 3,980 4,337

6,040

2,775 2,775 2,775 1,795 1,795

量の見込み　①

確保の内容②

5,993 6,008 6,008 6,040

3号

1号

2号 3号

1号

2号

区分 1号

2号 3号

1号

2号

年度 R02 R03 R04 R05 R06

3号

1号

2号 3号

資料１－４



１　利用者支援

基本型

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

4か所 4か所 4か所 4か所 4か所

4か所 4か所 4か所 4か所 4か所

0か所 0か所 0か所 0か所 0か所

4か所 4か所 4か所

4か所 4か所 4か所

0か所 0か所 0か所 0か所 0か所

母子保健型

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

7か所 7か所 7か所 7か所 7か所

7か所 7か所 7か所 7か所 7か所

0か所 0か所 0か所 0か所 0か所

7か所 7か所 7か所

7か所 7か所 7か所

0か所 0か所 0か所 0か所 0か所

実
績

①’実際の需要量

②’実際の確保量

確保の内容（実施施設）

・春日こども園地域子育て支援センター（春日町）
・にしおか医院地域子育て支援センター（寺井町）
・ひまわりはうす　とことこ（出作町）
・わはは・ひろば高松（大工町）

②’－①’

法定事業の進捗状況（地域子ども・子育て支援事業）

計
画

①量の見込み

②確保量

確保の内容（実施施設）

・春日こども園地域子育て支援センター（春日町）
・にしおか医院地域子育て支援センター（寺井町）
・ひまわりはうす　とことこ（出作町）
・わはは・ひろば高松（大工町）

②－①

○高松市保健センター・子育て世代包括支援センター
○高松市仏生山保健センター・子育て世代包括支援センター（R4.3～）
○勝賀保健ステーション・子育て世代包括支援センター
○牟礼保健ステーション・子育て世代包括支援センター
○香川保健ステーション・子育て世代包括支援センター
○国分寺保健ステーション・子育て世代包括支援センター
○山田保健ステーション・子育て世代包括支援センター（R5.4～）

②’－①’

計
画

①量の見込み

②確保量

確保の内容（実施施設）

・高松市保健センター子育て世代包括支援センター
・勝賀保健ステーション子育て世代包括支援センター
・牟礼保健ステーション
・香川保健ステーション
・国分寺保健ステーション
・一宮保健ステーション（仏生山総合センター内子育て世代包括支援センター）
・山田保健ステーション（東部南総合センター（仮称）内子育て世代包括支援センター）

②－①

実
績

①’実際の需要量

②’実際の確保量

確保の内容（実施施設）

資料１－５
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２　時間外保育事業（延長保育事業）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

9,375人 9,285人 9,242人 9,085人 8,971人

9,375人 9,285人 9,242人 9,085人 8,971人

93か所 96か所 96か所 96か所 96か所

0人 0人 0人 0人 0人

6,971人 5,253人 5,759人

6,971人 5,253人 5,759人

93か所 95か所 100か所

0人 0人 0人 0人 0人

３　放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

１年 1,748人 1,831人 1,842人 1,890人 1,916人

２年 1,544人 1,617人 1,565人 1,648人 1,690人

３年 1,073人 1,124人 1,069人 1,081人 1,138人

４年 524人 548人 467人 445人 450人

５年 218人 228人 261人 229人 218人

６年 103人 107人 121人 145人 130人

合計 5,210人 5,455人 5,325人 5,438人 5,542人

5,110人 5,455人 5,212人 5,391人 5,542人

132教室
公立　7教室開設
民間　2教室開設

141教室
公立　7教室開設
民間　2教室開設

137教室

民間　2教室開設

141教室
公立　2教室開設
民間　2教室開設

147教室

民間　6教室開設

▲100人 0人 ▲113人 ▲47人 0人

１年 1,678人 1,751人 1,792人

２年 1,552人 1,542人 1,561人

３年 1,100人 1,114人 1,119人

４年 475人 545人 541人

５年 178人 214人 230人

６年 77人 96人 122人

合計 5,060人 5,262人 5,365人 0人 0人

4,950人 5,101人 5,283人

132教室
公立105教室
民間27教室

135教室
公立105教室
民間30教室

141教室
公立106教室
民間35教室

▲110人 ▲161人 ▲82人 0 0

計
画

①量の見込み

②確保量

確保の内容（実施施設）

②－①

実
績

①’実際の需要量

②’実際の確保量

確保の内容（実施施設）

②’－①’

計
画

①量の見込み

②確保量

確保の内容（実施施設）

②－①

実
績

①’実際の需要量

②’実際の確保量

確保の内容（実施施設）

②’－①’
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４　子育て短期支援事業

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

100人日 112人日 125人日 136人日 148人日

100人日 112人日 125人日 136人日 148人日

3か所 3か所 3か所 3か所 3か所

0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

36人日 178人日 204人日

36人日 178人日 204人日

3か所 3か所 3か所

0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

５　乳児家庭全戸訪問事業

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

3,356人 3,318人 3,275人 3,226人 3,169人

3,356人 3,318人 3,275人 3,226人 3,169人

0人 0人 0人 0人 0人

3,064人 3,120人 2,853人

2,704人 2,745人 2,762人

▲360人 ▲375人 ▲91人 0 0

６　養育支援訪問事業

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

59人 62人 65人 67人 70人

59人 62人 65人 67人 70人

505人 531人 556人 574人 599人

0人 0人 0人 0人 0人

62人 86人 76人

62人 86人 76人

287人 581回 446回

0人 0人 0人 0人 0人

計
画

①量の見込み

②確保量

確保の内容（実施施設）

②－①

地域体制:地区保健師36人、事業専門保健師3人、助産師15人
実施機関;保健センター、香川県助産師会（一部委託）

②－①

実
績

①’実際の需要量

②’実際の確保量

確保の内容（実施施設）
地域体制:地区保健師36人、事業専門保健師3人、助産師15人
実施機関;保健センター、香川県助産師会（一部委託）

②’－①’

実
績

①’実際の需要量

②’実際の確保量

確保の内容（実施施設）

②’－①’

計
画

①量の見込み

②確保量

確保の内容（実施施設）

実施体制:養育支援員13人（保健師・助産師・保育士等）

②－①

実
績

①’実際の需要量

②’実際の確保量

実施延人数

確保の内容（実施施設）
実施体制:養育支援訪問員14人（保健師・助産師・保育士等）。令和２年度から、事業の一部について、特定非営利
活動法人に委託している。

②’－①’

計
画

①量の見込み

②確保量

従事延人数

確保の内容（実施施設）

40



７　地域子育て支援拠点事業

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

81,000人回 81,000人回 81,000人回 81,000人回 81,000人回

81,000人回 81,000人回 81,000人回 81,000人回 81,000人回

0人回 0人回 0人回 0人回 0人回

43,036人回 38,203人 47,799人

43,036人回 38,203人 47,799人

0人回 0人回 0人回 0人回 0人回

８　一時預かり事業

①一時預かり事業（幼稚園型）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

138,185人日 137,632人日 137,081人日 136,533人日 135,987人日

138,185人日 137,632人日 137,081人日 136,533人日 135,987人日

38か所 39か所 39か所 39か所 39か所

0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

129,854人日 153,813人日 135,411人日

129,854人日 153,813人日 135,411人日

39か所 44か所 46か所

0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

②一時預かり事業（一般型・余裕活用型）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

13,350人日 13,217人日 13,085人日 12,954人日 12,824人日

13,350人日 13,217人日 13,085人日 12,954人日 12,824人日

29か所 29か所 29か所 29か所 29か所

0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

9,606人日 9,589人日 8,475人日

9,606人日 9,589人日 8,475人日

28か所 31か所 36か所

0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

旧ひろば型：9か所
旧センター型：19か所（うち直営：2か所）
出張ひろば：2か所      　　　　　　　　合計30か所

②’－①’

計
画

①量の見込み

②確保量

確保の内容（実施施設）
旧ひろば型：9か所
旧センター型：20か所（うち直営：2か所）
出張ひろば：2か所                      合計31か所

②－①

計
画

①量の見込み

②確保量

確保の内容（実施施設）

②－①

実
績

①’実際の需要量

②’実際の確保量

確保の内容（実施施設）

②－①

実
績

①’実際の需要量

②’実際の確保量

確保の内容（実施施設）

②’－①’

実
績

①’実際の需要量

②’実際の確保量

確保の内容（実施施設）

②’－①’

計
画

①量の見込み

②確保量

確保の内容（実施施設）
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９　病児・病後児保育事業

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

病児対応型 7,768人日 7,775人日 7,766人日 7,783人日 7,769人日

体調不良児対応型 410人日 410人日 410人日 410人日 410人日

病児対応型 7,768人日 7,775人日 7,766人日 7,783人日 7,769人日

体調不良児対応型 410人日 410人日 410人日 410人日 410人日

病児対応型 6か所 6か所 6か所 6か所 6か所

体調不良児対応型 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所

病児対応型 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

体調不良児対応型 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

病児対応型 2,496人日 5,694人日 6,654人日

体調不良児対応型 133人日 83人日 87人日

病児対応型 2,494人日 4,851人日 6,550人日

体調不良児対応型 133人日 83人日 87人日

病児対応型 6か所 6か所 6か所

体調不良児対応型 2か所 1か所 １か所

病児対応型 ▲2人日 ▲843人 ▲104人 0 0

体調不良児対応型 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

１０　ファミリー・サポート・センター事業

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

就学前児童 5,519人日 5,752人日 5,966人日 6,194人日 6,390人日

小学校低学年 2,551人日 2,659人日 2,758人日 2,863人日 2,953人日

小学校高学年 917人日 956人日 992人日 1,029人日 1,062人日

合計 8,987人日 9,367人日 9,716人日 10,086人日 10,405人日

8,987人日 9,367人日 9,716人日 10,086人日 10,405人日

0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

7,387人日 7,257人日 8,537人日

7,387人日 7,257人日 8,537人日

0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

計
画

①量の見込み

②確保量

確保の内容
（実施施設数）

②－①

実
績

①’実際の需要量

②’実際の確保量

確保の内容
（実施施設数）

②’－①’

計
画

①量の見込み

②確保量

②－①

実
績

①’実際の需要量

②’実際の確保量

②’－①’

42



１１　妊婦健康診査事業

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

3,356人 3,318人 3,275人 3,226人 3,169人

40,272回 39,816回 39,300回 38,712回 38,028回

3,356人 3,318人 3,275人 3,226人 3,169人

0人 0人 0人 0人 0人

3,185人 3,008人 2,860人

36,829回 35,626回 34,388回

3,185人 3,008人 2,860人

0人 0人 0人 0人 0人

１２　実費徴収に係る補足給付を行う事業

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

- - - - -

- - - - -

- - - - -

335人 277人 299人

335人 277人 299人

0人 0人 0人 0人 0人

１３　多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

今回は該当なし。

実施場所：県内産婦人科医療機関及び助産所
実施体制：香川県医師会及び香川県助産師会に委託
　　　　　里帰りで県外医療機関受診の場合は、償還払いで対応
実施時期：通年

②－①

実
績

①’実際の需要量

健診回数

②’実際の確保量

確保の内容
（実施施設）

実施場所：県内産婦人科医療機関及び助産所
実施体制：香川県医師会及び香川県助産師会に委託
　　　　　里帰りで県外医療機関受診の場合は、償還払いで対応
実施時期：通年

②’－①’

計
画

①量の見込み

健診回数

②確保量

確保の内容
（実施体制等）

実
績

①’実際の需要量

②’実際の確保量

確保の内容 新制度未移行幼稚園における低所得者世帯等の子どもの食材費（副食費）に対する補助を実施

②’－①’

計
画

①量の見込み

②確保量

確保の内容 特定教育・保育施設等における低所得者世帯等の子どもの食材費（副食費）に対する補助を実施

②－①
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「第２期高松市子ども・子育て支援推進計画」に係る令和５年度新規・拡充事業

担当課 事業名

1
健康づくり推進
課

妊産婦歯科健康診査事業【拡充】 1-1-1

妊娠中はホルモンバランスの変化等により歯肉炎などを起こしやすくなるほ
か、胎児の発育への影響も懸念されることから、これまで、妊娠期間中に１
回、無料で歯科健康診査を受診できるよう受診票を交付していたが、つわりや
切迫流早産等で受診できない者が一定数おり、受診率向上と保護者の子どもに
対する歯科口腔保健への意識啓発のために、産後1年以内まで、受診対象期間を
拡充するもの。

10,345千円

・歯科医師会等への委託料　　      9,598千円
・システム改修費　　　　　　　　　　715千円
・需用費（周知用チラシ）　　　　  　 11千円
・役務費（受診勧奨用はがき等）       21千円

2
こども保育教育
課

認可外保育施設第２子以降保育料助成事業【拡
充】

1-2-1
同一世帯に３人以上の児童を養育している場合の第３子以降及び同一世帯で保
育施設を利用している兄姉がいる第２子以降の保育料の負担を軽減する。

33,884千円
対象児童延べ人数　2,508人
助成額  33,884千円

3
こども女性相談
課

ヤングケアラー支援事業【拡充】 1-3-4
本来大人が担うと想定される家事、家族の世話等を日常的に行うことにより、
学業や友人関係などに影響が出ているヤングケアラーを早期に発見できるよう
周知啓発に努める。

5,930千円

コーディネーター配置　　　 　　3,463千円
職員・関係機関向け研修　　　　　　40千円
周知啓発用資材作成業務委託　 　　757千円
訪問支援業務委託　　　　　　 　1,670千円

4 こども家庭課 子ども医療費助成事業【拡充】 2-1-3

令和５年８月診療分から、１５歳到達後最初の４月１日から１８歳年度末まで
の入院・通院助成を開始し、入院・通院ともに０歳から１８歳年度末までの子
どもに対して、保険診療に係る自己負担分を助成することにより、経済的負担
の軽減に繋がる。

2,057,945千円

・子ども医療費助成事業
　高松市在住の０歳から１５歳の年度末まで、保険診療分の自己負担額を助成
（高額療養費分は除く。）
　対象者数：55,700人　扶助費：1,841,380千円　事務費：69,869千円

・拡充する内容
　令和５年８月診療分から、１５歳到達後最初の４月１日から１８歳年度末ま
での入院・通院助成を拡充
　対象者数：12,000人　扶助費：123,996千円　事務費：22,700千円

令和５年度事業計画№
新規・拡充事業

施策体系 事業概要
予算

（R５年度）

資料１－６


